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2.5 必要な情報を把握できる設備について 

(1) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

ａ ． 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ ケース 1） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所において， 重大事故等

時に対処するために必要な情報（ プラントパラメータ） を

把握できる設備として， 主にデータ伝送装置，緊急時対策

支援システム伝送装置及び安全パラメータ表示システム

（ SPDS） を構築する設計とする。 

6 号及び 7 号炉のデータ伝送装置はコントロール建屋に

設置し， 緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS 表示

装置は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に設置する設計と

する。 

6号及び 7号炉のコントロール建屋にあるデータ伝送装

置から 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所にある緊急時対策

支援システム伝送装置へのデータ伝送手段は，有線（ 光フ

ァイバ通信回線）と無線（ 無線通信回線）により構成し， 

多様性を確保する設計とする。概要を図 2.5-1に示す。 

SPDS表示装置で把握できる主なパラメータを表 2.5-1に

示す。 

表 2.5-1に示すとおり，格納容器内の状態，使用済燃料

プールの状態，水素爆発による格納容器の破損防止，水素

爆発による原子炉建屋の損傷防止を確認できるパラメータ

についても SPDS表示装置にて確認できる設計とする。ま

た，原子炉水位，圧力等の主要なパラメータの計測が困難

となった場合においても，緊急時対策所で推定を行うこと

ができるよう可能な限り関連パラメータを確認できる設計

とする。 

また，SPDS表示装置は今後の監視パラメータ追加や表示

機能の拡張等を考慮した設計とする。 

なお， 放射性物質の放射線量の測定に用いる可搬型モニ

タリングポスト， 風向及び風速その他の気象条件の測定に

用いる可搬型気象観測装置のデータは，無線により 5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所に伝送することで確認できる設

計とする。 

2.5 必要な情報を把握できる設備について 

  重大事故時等に対処するために，緊急時対策所ヘデータを伝

送する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「ＳＰ

ＤＳ」という。）を設置する設計とする。 

  緊急時対策所ヘデータを伝送するＳＰＤＳとして，データ伝

送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ

表示装置を設置する設計とする。 

  データ伝送装置は原子炉建屋付属棟に設置する設計とする。 

  緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

置は，緊急時対策所に設置する設計とする。 

ＳＰＤＳデータ表示装置で把握できる主なパラメータを第

2.5－1表に示す。 

  第 2.5－1表に示すとおり，炉心反応度の状態，炉心の冷却の

状態，原子炉格納容器内の状態，使用済燃料プールの状態，水

素爆発による格納容器の破損防止，水素爆発による原子炉建屋

の損傷防止を確認できるパラメータについても，ＳＰＤＳデー

タ表示装置にて確認できる設計とする。また，原子炉水位，圧

力等の主要なパラメータの計測が困難となった場合において

も，緊急時対策所において推定できるよう可能な限り関連パラ

メータを確認できる設計とする。また，今後の監視パラメータ

追加等を考慮した設計とする。 

  なお，周辺の環境放射線状況を把握するため，可搬型モニタ

リング・ポスト及び可搬型気象観測設備のデータを伝送し，確

認できる設計とする。 

2.5 必要な情報を把握できる設備について 

緊急時対策所において，重大事故等時に対処するために必要

な情報（プラントパラメータ）を把握できる設備として，主に

ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳ

データ表示装置から構成される安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）を構築する設計とする。 

ＳＰＤＳデータ収集サーバは廃棄物処理建物に設置し，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は緊急時対策所に

設置する設計とする。 

廃棄物処理建物にあるＳＰＤＳデータ収集サーバから緊急時

対策所にあるＳＰＤＳ伝送サーバへのデータ伝送手段は，有線

系（光ファイバ通信回線）と無線系（無線通信回線）により構

成し，多様性を確保する設計とする。概要を第 2.5－1図に示す。 

ＳＰＤＳデータ表示装置で把握できる主なパラメータを第

2.5－1表に示す。 

第 2.5－1表に示す通り，格納容器内の状態，燃料プールの状

態，水素爆発による原子炉格納容器の破損防止，水素爆発によ

る原子炉建物の損傷防止等を確認できるパラメータについても

ＳＰＤＳデータ表示装置にて確認できる設計とする。また，原

子炉水位，圧力等の主要なパラメータの計測が困難となった場

合においても，緊急時対策所で推定を行うことができるよう可

能な限り関連パラメータを確認できる設計とする。 

また，ＳＰＤＳデータ表示装置は今後の監視パラメータ追加

や表示機能の拡張等を考慮した設計とする。 

なお，放射性物質の放射線量の測定に用いる可搬式モニタリ

ング・ポスト，風向及び風速その他の気象条件の測定に用いる

可搬式気象観測装置のデータは，衛星系により緊急時対策所に

伝送することで確認できる設計とする。 

また，モニタリング・ポスト（設計基準対象施設）のデータ

及び構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）（設計基準 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，プルー

ム通過中とそれ以外で，

緊急時対策所の居住エ

リアは同じであるため，

ケース分け不要

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，衛星系

を用いる 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ｂ．5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ケース 2） 

設備構成及び概要は「ａ ． 5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（ ケース 1）」と同様である。 

対象施設／重大事故等対処設備）の映像は，有線系（光ファイ

バ通信回線）及び無線系（無線通信回線）により，緊急時対策

所に伝送し，監視できる設計とする。 

島根２号炉は，映像に

より緊急時対策所で監

視する構内監視カメラ

（ガスタービン発電機

建物屋上）を記載してい

る 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，プルー

ム通過中とそれ以外で，

緊急時対策所の居住エ

リアは同じであるため，

ケース分け不要

※１:７号炉も同様

※２：国の緊急時対策支援システム。

※３：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範

囲から国所掌の ERSSとなる。 

※４：可搬型モニタリングポスト等データ表示装置

※５：屋外監視カメラ監視装置（有線又は無線系による伝送）

※６：免震重要棟の緊急時対策支援システム伝送装置から本社経

由で第二データセンターへ，５号炉原子炉建屋の緊急時対

策支援システム伝送装置から第一データセンターへ伝送す

る。 

※７：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は，一般送

配電事業会社所掌となる。 

※１：国の緊急時対策支援システム。緊急時対策所のＳＰＤＳ伝

送サーバから第一データセンターへ，緊急時対策所のＳＰ

ＤＳ伝送サーバから本社経由で第二データセンターへ伝送

する。 

※２：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範

囲から国所掌のＥＲＳＳとなる。 

※３：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は一般送配

電事業者所掌となる。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・伝送場所の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は緊急時

対策所のＳＰＤＳ伝送

サーバからから第一，第

二データセンターへ伝

送する 

 61-239



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

図 2.5-1 安全パラメータ表示システム（SPDS）等の概要 

※４：可搬式モニタリング・ポスト等のデータを伝送する。（重大

事故等対処設備，衛星系） 

※５：モニタリング・ポストのデータを伝送する。（設計基準対象

施設，有線系及び無線系） 

※６：構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の映像を

伝送する。（設計基準対象施設／重大事故等対処設備，有線

系及び無線系） 

※７：構内監視カメラの映像を伝送する。（自主対策設備，有線系） 

※８：津波監視カメラの映像を伝送する。（自主対策設備，無線系） 

第 2.5－1図 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）等の概要 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバを

介さず直接緊急時対策

所へデータを伝送する

モニタリング・ポスト及

び映像により緊急時対

策所で監視するカメラ

を記載している 

表 2.5-1 SPDS表示装置で把握できる主なパラメータ 第 2.5－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できる主な 

パラメータ 

緊急時対策所のＳＰＤＳデータ表示に係る機能に関しては，

中央制御室に設置するデータ伝送装置を含め，基準地震動 Ssに

よる地震力に対して機能を損なわない設計とする。 

  原子炉建屋付属棟と緊急時対策所の間のデータ伝送について

は，有線及び無線による伝送を行い，多様性を確保した設計と

第 2.5－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で把握できる主な 

パラメータ 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉ではＳＰ

ＤＳパラメータ一覧表

に有効性評価で事象進

展の判断で用いるパラ

メータが網羅的に含ま

れていることを記載 

・島根２号炉は４．（３）

項に記載 

【東海第二】 

・転倒防止措置等を施す
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する。 

  また，周辺の環境放射線状況を把握するため，可搬型モニタ

リング・ポスト及び可搬型気象観測設備のデータを緊急時対策

所へ伝送し，緊急時対策所にて確認できる設計とする。 

  必要な情報を把握できる設備の概要を第 2.5－1図に示す。 

 

第 2.5－1図 必要な情報を把握できる設備の概要 
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・島根２号炉は別の個所

の第 2.5－1図に記載 
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2.6 通信連絡設備について 

(1) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

ａ ． 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ケース 1） 

発電所内の関係要員に対して必要な指示を行うための通

信連絡設備（発電所内用）を 5号炉原子炉建屋内緊急時対

策所に設置する設計とする。 

また， 発電所外の関連箇所へ連絡を行うための通信連絡

設備（ 発電所外用） を 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

に設置する設計とする。概要を図 2.6-1 に示す。 

 

2.6 通信連絡設備について 

   

 

発電所内の関係要員への指示を行うことができる通信連絡設

備（発電所内用）を緊急時対策所に設置する設計とする。 

 

  また，発電所外の関係箇所との連絡を行うことができる通信

連絡設備（発電所外用）を緊急時対策所に設置し，多様性を確

保した設計とする。 

  通信連絡設備の概略を第 2.6－1図に示す。 

 

2.6 通信連絡設備について 

 

 

発電所内の関係要員に対して必要な指示を行うための通信連

絡設備（発電所内）を緊急時対策所に設置する設計とする。 

 

また，発電所外の関連箇所へ連絡を行うための通信連絡設備

（発電所外）を緊急時対策所に設置する設計とする。概要を第

2.6－1図に示す。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，プルー

ム通過中とそれ以外で，

緊急時対策所の居住エ

リアは同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6-1 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 通信連絡設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.6－1図 緊急時対策所 通信連絡設備の概略 

 

 

 

 

第 2.6－1図 緊急時対策所における通信連絡設備の概要 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備は異なるが，必要

な設備が基準地震動に

対し機能維持する点で

は同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ｂ ． 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ケース 2） 

設備構成及び概要は「ａ． 5号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（ケース 1）」と同様である。 

 

  

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，プルー

ム通過中とそれ以外で，

緊急時対策所の居住エ

リアは同じ 

ｃ．対策本部と待機場所との通信連絡 

第2 次緊急時態勢発令後，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（ 待機場所）の対策要員はプルーム通過中にとどまる

場所内にて待機することとしている。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所において， 

対策本部との通信連絡を行うための通信連絡設備として， 

携帯型音声呼出電話設備を設置する設計とする。概要を図

2.6-2 に示す。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

図2.6-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の対策本部と待機場所

間における通信連絡設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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3. 運用 

3.1 必要要員の構成，配置について 

(1) 原子力防災組織 

当社は，福島事故から得られた課題から原子力防災組織

に適用すべき必要要件を定め，米国における非常事態対応

のために標準化された Incident Command System（ICS）を

参考に，重大事故等の中期的な対応が必要となる場合及び

発電所の複数の原子炉施設で同時に重大事故等が発生した

場合に対応できるよう，原子力防災組織を構築する。（詳細

は 5.10 参照） 

柏崎刈羽原子力発電所における原子力防災組織は，その

基本的な機能として，①意思決定・指揮，②情報収集・計

画立案，③現場対応，④対外対応，⑤ロジスティック・リ

ソース管理を有しており，①の責任者として本部長（所長）

があたり，②～⑤の機能毎に責任者として「統括」を置く。 

 

本部長（所長）の権限については，あらかじめ定める要

領等に記載された範囲において，②～⑤の各統括に委譲さ

れており，各統括はその範囲内において自律的に活動する

ことができる。（詳細は 5.11 参照） 

②～⑤の機能を担う必要要員規模は対応すべき事故の様

相，また事故の進展や収束の状況により異なるが，プルー

ム通過の前・中・後でも対策要員の規模を拡大・縮小しな

がら円滑な事故対応が可能な組織設計とする。 

3. 運用 

3.1 必要要員の構成，配置について 

  

 

3. 運用 

3.1 必要要員の構成，配置について 

(1) 原子力防災組織 

緊急時対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組織，

実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組

織が事故対策に専念できる環境を整える運営支援組織で編成

し，それぞれの役割分担，指揮命令系統を明確にし，効果的

な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

 

 

島根原子力発電所における原子力防災組織は，その基本的

な機能として，①意思決定・指揮，②情報収集・計画立案，

③復旧対応，④プラント監視対応，⑤対外対応，⑥情報管理，

⑦ロジスティック・リソース管理を有しており，①の責任者

として本部長（所長）が当たり，②～⑦の機能ごとに責任者

として「統括」を置いている。 

あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内におい

て，本部長の権限は各統括又は各班長に委譲されており，各

統括及び各班長は上位職の指示を待つことなく，自律的に活

動する。（詳細は 5.9 参照） 

②～⑦の機能を担う必要要員規模は対応すべき事故の様

相，また事故の進展や収束の状況により異なるが，プルーム

通過の前・中・後でも対策要員の規模を拡大・縮小しながら

円滑な事故対応が可能な組織設計とする。 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，本部長

に判断が集中しないよ

う，各機能の責任者とし

て統括を配置した原子

力防災組織を構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画では，

原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合

に，その情勢に応じて，以下のように態勢を区分する。（詳

細は 5.6 参照） 

① 原子力警戒態勢（原子力災害対策指針にて定められて

いる警戒事態に対処するための態勢） 

② 第 1 次緊急時態勢（原子力災害対策指針にて定めら

れている施設敷地緊急事態（原子力災害対策特別措置

法第 10 条に基づく通報事象相当）に対処するための

態勢） 

③ 第 2 次緊急時態勢（原子力災害対策指針にて定めら

れている全面緊急事態（原子力災害対策特別措置法第

15 条に基づく報告事象相当）に対処するための態勢） 

 島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画では，原子力

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に，その

情勢に応じて，以下のように緊急時体制を区分している。（詳

細は 5.6参照） 

①緊急時警戒体制（原子力災害対策指針にて定められてい

る警戒事態に対処するための体制） 

②緊急時非常体制（原子力災害対策指針にて定められてい

る施設敷地緊急事態（原子力災害対策特別措置法第十条

に基づく通報事象相当）に対処するための体制） 

 

③緊急時特別非常体制（原子力災害対策指針にて定められ

ている全面緊急事態（原子力災害対策特別措置法第十五

条に基づく報告事象相当）に対処するための体制） 
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重大事故等発生時には，第 2 次緊急時態勢を発令し，原

子力防災組織の要員がその対応にあたる。初動対応後に想

定される原子力防災組織の要員を図 3.1-1 に示す。また，

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における 6 号及び

7 号炉に係る原子力防災組織の要員は図 3.1-2 に示すとお

り，①重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

28 名と，②原子炉格納容器の破損等による発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するために必要な要員として，中央

制御室待避所にとどまる運転員 18 名と復旧班現場要員の

14 名，保安班現場要員 2名，自衛消防隊（消防隊長 1 名，

初期消火班（消防車隊）6 名，警備員 3 名）10 名を加えた

合計 72名を想定する。 

 重大事故等発生時には，緊急時体制を発令し，原子力防災

組織の要員がその対応にあたる。初動対応後に想定される原

子力防災組織の要員を第 3.1－1図に示す。また，夜間及び休

日（平日の勤務時間帯以外）における原子力防災組織の要員

は第 3.1－2図に示すとおり，①重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員５名と，②原子炉格納容器の破損等に

よる発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な

要員として，中央制御室にとどまる運転員９名と復旧班現場

要員 21名，放射線管理現場要員３名，火災対応要員（自衛消

防隊長１名，消防チーム６名）７名，運転補助要員２名を加

えた合計 47名を想定する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器が破損し，大量のプルームが放出される

ような事態においては，不要な被ばくから要員を守るため，

緊急時対策所にとどまる必要のない要員については，所外

に一時退避させる。 

プルーム通過後にプラント状況等により，必要に応じて

一時退避させた要員を再参集させる。 

 

 原子炉格納容器が破損し，大量のプルームが放出されるよ

うな事態においては，不要な被ばくから要員を守るため，緊

急時対策所にとどまる必要のない要員については，所外に一

時退避させる。 

プルーム通過後にプラント状況等により，必要に応じて一

時退避させた要員を再参集させる。 

 

なお，プルーム通過の判断については，発電所敷地内に

重大事故等対処設備として設置する可搬型モニタリングポ

スト及び自主対策設備である常設型モニタリング・ポスト

の指示値により判断を行う。保安班長は，プルームの影響

により可搬型モニタリングポスト等の線量率が上昇した後

に線量率が減少に転じ，更に線量率が安定的な状態になっ

た場合に，プルームが通過したと判断する。 

 

 なお，プルーム通過の判断については，発電所敷地内に重

大事故等対処設備として設置する可搬式モニタリング・ポス

ト等の指示値により判断を行う。放射線管理班長は，プルー

ムの影響により可搬式モニタリング・ポスト等の線量率が上

昇した後に線量率が減少に転じ，更に線量率が安定的な状態

になった場合に，プルームが通過したと判断する。 

 

 

(2) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

第 2 次緊急時態勢において，5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（対策本部）で対応する 6 号及び 7 号炉に係る要員

は，図 3.1-1 に示すとおり，①重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員 72 名である。加えて，5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）で対応する 1～5 号

炉に係る要員として 12 名と保安検査官 2 名をあわせて，

86 名が 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）に

収容できるものとする（表 3.1-1 参照）。 

 

 

 (2) 緊急時対策所 

緊急時体制発令時において，緊急時対策所で対応する要員

は，第 3.1－1図に示すとおり，①重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員 49 名及び②原子炉格納容器の破損

等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な要員 52 名のうち中央制御室で対応を行う運転員９名を

除く 43 名の合計 92 名を緊急時対策所に収容できるものとす

る（第 3.1－1表参照）。 

 

 

 

・設備の相違 
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①の相違 
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また，6 号及び 7 号炉に係る要員として，図 3.1-1 にお

ける②原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するために必要な要員 106 名のうち中央

制御室にて対応を行う運転員 18 名を除く 88 名と，1～5 

号炉に係る現場要員 2 名をあわせて 90 名（表 3.1-1 参照）

についての待機場所としては，5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（待機場所）を確保する。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

プルーム通過中において，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部）にとどまる 6 号及び 7 号炉に対応する要

員は交替要員を考慮して，図 3.1-3 及び表 3.1-1 に示すと

おり，①重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員 52 名と，②原子炉格納容器の破損等による発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するために必要な要員 75 名の

うち中央制御室待避所にとどまる運転員 18 名及び 5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）にとどまる要員 40 

名を除く 17 名の合計 69 名とする。これに加えて，5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）で対応する 1～5 号

炉に係る要員は 2 名と，保安検査官 2 名をあわせて，73 名

（表 3.1-1 参照）が 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）に収容できるものとする。また、5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所（待機場所）には，プルーム通過中にお

いて，現場要員 40 名と 5 号炉運転員 8 名の合計 48 名が

収容できるものとする。 

  プルーム通過中においても，緊急時対策所にとどまる要員は，

休憩・仮眠をとるための交替要員を考慮して，第 3.1－1図，第

3.1－2 図及び第 3.1－1 表のとおり重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員 48名と，原子炉格納容器の破損等によ

る発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な要員

18名の合計 66名と想定している。 

   

プルーム通過中においても，緊急時対策所にとどまる要員

は，休憩及び仮眠をとるための交替要員を考慮して，第 3.1

－3図及び第 3.1－1表に示すとおり，①重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員 46名と，②原子炉格納容器の

破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な要員 23 名のうち中央制御室待避室にとどまる運転

員５名を除く 18名の合計 64名とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

本部長（所長）は，この要員数を目安として，5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所にとどまる要員を判断する。 

重大事故等に対処するための要員の動きを図 3.1-4 に示

す。 

 

なお，この要員数を目安として，発電所災害対策本部長が

緊急時対策所にとどまる要員を判断する。 

本部長（所長）は，この要員数を目安として，緊急時対策

所にとどまる要員を判断する。 

重大事故等に対処するための要員の動きを第 3.1－4 図に

示す。 
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※上記①，②の要員については，長期的な対応に備え，所外に待

機させた交替要員を召集し，順次交替させる。 

今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 

  

図 3.1-1 原子力防災組織の要員 

（第 2次緊急時態勢 緊急時対策所，中央制御室，自衛消防隊 

6号及び 7号炉対応要員） 

 

 

 

 

 

 

第 3.1－1図 緊急時対策所 必要要員の考え方 

 

 

※上記①，②の要員については，長期的な対応に備え，所外に待

機させた交替要員を招集し，順次交替させる。 

今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 

 

 

第 3.1－1図 原子力防災組織の要員（要員参集後 緊急時対策

所，中央制御室，自衛消防隊 対応要員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記①，②の要員については，今後の訓練等の結果により人数

を見直す可能性がある。 

 

図 3.1-2 原子力防災組織の要員 

（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外），緊急時対策所，中央制

御室，自衛消防隊 6 号及び 7 号炉対応要員） 

 

 

 

 

 

※上記の要員については，長期的な対応に備え，所外に待機させ

た交替要員を招集し，順次交代させる。今後の訓練等の結果に

より，人数を見直す可能性がある。 

 

第 3.1－2図 原子力防災組織の要員（夜間・休日昼間） 
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※上記①，②の要員については，今後の訓練等の結果により人数

を見直す可能性がある。 

 

図 3.1-3 プルーム通過時 緊急時対策所，中央制御室に 

とどまる 6号及び 7号炉対応要員 

 

 

※上記①，②の要員については，今後の訓練等の結果により，人

数を見直す可能性がある。 

 

第 3.1－3図 プルーム通過時 緊急時対策所及び中央制御室に

とどまる要員 
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表 3.1-1 重大事故発生時の事象進展に伴う 5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所の収容人数（1／4） 

 (名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す

可能性がある。 

※2：平日昼間は，5 号炉定検事務室等で勤務している。夜間及び

休日（平日の勤務時間帯外）については，宿泊棟等で待機。 

※3：自衛消防隊は，消防隊長 1 名，初期消火班（消防車隊）6 名，

警備員 3 名で構成され，火災の規模に応じ，消火班が召集

される。 

※4：直ちに発電所全所員に非常召集を行い，この要員の中から状

況に応じて必要要員を確保するとともに，残りの要員につい

ては交替要員として待機させる。 

 

第 3.1－1表 重大事故発生時の各体制における緊急時対策所 

の収容人数 

（夜間及び休日対応要員） 

 

（注）※ 重大事故等対応要員には，初期消火要員（11名）を含

む。 

原子力オフサイトセンター派遣者（8名）を除く。 

要員数については，今後訓練等を踏まえた検討により

変更となる可能性あり。 

第 3.1－1表 重大事故発生時の事象進展に伴う緊急時対策所の

収容人数（1/2） 

（名） 

 

表中の（）書きの記載は，現場等で出向く場合の要員数を示す。 

 

※１：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直

す可能性がある。 

※２：平日昼間は，管理事務所等で勤務している。夜間及び休日

（平日の勤務時間帯以外）については，緊急時対策所に隣

接した建物及びその近傍で待機。 

※３：自衛消防隊は 15名で構成される。 

※４：直ちに発電所全所員に非常招集を行い，この要員の中から

状況に応じて必要要員を確保するとともに，残りの要員に

ついては交替要員として待機させる。 

 

 

・島根２号炉の原子力防

災組織体制に基づく

要員数を記載する 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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表 3.1-1 重大事故発生時の事象進展に伴う 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所の収容人数（2／4） 

 (名) 

 

 

 

※1：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す

可能性がある。 

※2：平日昼間は，5 号炉定検事務室等で勤務している。夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）については，宿泊棟等で待機。 

※3：自衛消防隊は，消防隊長 1 名，初期消火班（消防車隊）6 名，

警備員 3 名で構成され，火災の規模に応じ，消火班が召集

される。 

※4：直ちに発電所全所員に非常召集を行い，この要員の中から状

況に応じて必要要員を確保するとともに，残りの要員につい

ては交替要員として待機させる。 

 

 第 3.1－1表 重大事故発生時の事象進展に伴う緊急時対策所の

収容人数（2/2） 

（名） 

表中の（）書きの記載は，現場等で出向く場合の要員数を示す。 

 

※１：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直

す可能性がある。 

※２：自衛消防隊は 15名で構成される。 

※３：「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対

策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」に基

づく事象進展時間。 

※４：プルーム放出前に緊急時対策所にとどまる要員以外の要員

は発電所外に退避する。 

※５：必要に応じ，発電所外から交替・待機要員を呼び寄せ，要

員として加える。 

 

 

 

 

・島根２号炉の原子力防

災組織体制に基づく

要員数を記載する 

【柏崎 6/7】 
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表 3.1-1 重大事故発生時の事象進展に伴う 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所の収容人数(3／4） 

 (名) 

 

※1：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す

可能性がある。 

※2：自衛消防隊は，消防隊長１名，初期消火班（消防車隊）６名，

警備員３名で構成され，火災の規模に応じ，消火班が召集さ

れる。 

※3：直ちに発電所全所員に非常召集を行い，この要員の中から状

況に応じて必要要員を確保するとともに，残りの要員につい

ては交替要員として待機させる。 

※4：「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対

策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」に基づ

く事象進展時間 

※5：プルーム放出前に，緊急時対策所にとどまる要員以外の要員

は発電所外に退避する。 

※6：必要に応じ，発電所外から交替・待機要員を呼び寄せ要員と

して加える。 

：ＳＡ 

  ・島根２号炉について

は，上記（1/2）及び

（2/2）に記載のとお

り 
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表 3.1-1 重大事故発生時の事象進展に伴う 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所の収容人数(4／4） 

 (名) 

 

※1：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す

可能性がある。 

※2：自衛消防隊は，消防隊長１名，初期消火班（消防車隊）６名，

警備員３名で構成され，火災の規模に応じ，消火班が召集さ

れる。 

※3：直ちに発電所全所員に非常召集を行い，この要員の中から状

況に応じて必要要員を確保するとともに，残りの要員につい

ては交替要員として待機させる。 

※4：「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対

策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」に基づ

く事象進展時間 

※5：プルーム放出前に，緊急時対策所にとどまる要員以外の要員

は発電所外に退避する。 

※6：必要に応じ，発電所外から交替・待機要員を呼び寄せ要員と

して加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・島根２号炉について

は，上記（1/2）及び

（2/2）に記載のとお

り 
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※要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可

能性がある。 

※1：１～5 号炉に係る対応要員， 

※2：1～5 号炉に係る対応要員及び保安検査官の人数 

 

図 3.1-4 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所，中央制御室 

事故発生からプルーム通過までの要員の動き 

 

※上記の災害対策要員の他に，初期消火活動に当たる自衛消防隊

員 11名（東海第二専従）が発電所内に常駐している。プルーム

通過中は発電所外に待機するが，プルーム通過後は発電所に常

駐する。また，オフサイトセンターに派遣されたオフサイトセ

ンター派遣者 8名が発電所外で活動している。 

※要員数については，今後の訓練等を踏まえた検討により変更と

なる可能性がある。 

 

 

 

第 3.1－2図 緊急時対策所 事故発生からプルーム通過後 

までの要員の動き 

  

 

 

 

※要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可

能性がある。 

 

 

 

第 3.1－4図 緊急時対策所，中央制御室 事故発生からプルーム

通過までの要員の動き 
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3.2 事象発生後の要員の動きについて 

(1) 要員の非常召集要領について 

a. 平日勤務時間中 

平日勤務時間中における緊急時対策所で初動態勢時に対

応する要員（本部要員，現場要員）（「3.1 必要要員の構成，

配置について」表 3.1-1 参照）は，平日勤務時間における

対応者（執務できない場合の交替者を含む）を明確にした

上で，5 号炉定検事務室又はその近傍，及び第二企業セン

ター又はその近傍で分散して執務する。具体的には，本部

要員については，各機能における統括と班長を分散配置す

ることによって，初動態勢時に対応する要員が損耗する状

況になったとしても，個々の機能が喪失しないように考慮

する。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の立ち上げ

時に必要となる 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所可搬型陽

圧化空調機等の立ち上げに係る要員は，5 号炉定検事務室

又はその近傍で執務する。 

3.2 事象発生後の要員の動きについて 

 (1) 災害対策本部の要員招集 

   

 

3.2 事象発生後の要員の動きについて 

(1) 要員の招集について 

ａ．平日勤務時間中 

平日勤務時間中における緊急時対策所で初動体制時に対

応する要員（本部要員，現場要員）（「3.1 必要要員の構成，

配置について」第 3.1－1表参照）のほとんどが管理事務所

で執務しており，非常招集時は，緊急時対策所に参集する。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，執務場

所である管理事務所と

２号炉原子炉建物が

100m以上離隔されてい

ることから，要員（本部

長含む）を分散配置して

いない 

 

また，意思決定・指揮機能を担務する発電所長及び表

3.2-1 に示す本部長代行者の中から合計 2 名が，5 号炉定

検事務室又はその近傍，及び第二企業センター又はその近

傍で執務する。なお，本部長及び本部長代行の 2 名は分散

して執務する。 

 意思決定・指揮機能を担務する本部長（所長）の不在時

の代行順位を第 3.2－1表に示す。 

 

初動態勢時における原子力防災組織の要員を図 3.2-1～

3.2-3 に，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所，5 号炉定検

事務室，第二企業センターの位置関係を図 3.2-4 に示す。 

なお，当該運用については，社内の要領等に記載する。 

 初動体制時における原子力防災組織の要員を第 3.2－1

図に，緊急時対策所と発電所職員の執務室等の位置関係を

第 3.2－2図に示す。 
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非常召集連絡について，原子力災害対策指針の「警戒事

態」，「施設敷地緊急事態」，「全面緊急事態」に該当する事

象が発生した場合には，事象確認者である当直副長等が，

連絡責任者である運転管理部長に連絡し，原子力防災管理

者である発電所長に報告する。原子力防災管理者は，連絡

責任者に緊急時対策要員の召集連絡指示を行い，連絡責任

者は総務班長に非常召集の指示をする。非常召集連絡のフ

ローについて，表 3.2-2に示す。 

総務班長は，電話，送受話器等にて，発電所内の緊急時

対策要員に対しての召集連絡を行うとともに，発電所入構

者への周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の勤務時間帯に重大事故等が発生した場合，送受話

器（ページング），所内放送等にて発電所構内の災害対策本

部体制を構成する災害対策要員に対して非常招集を行う。 

非常招集連絡について，原子力災害対策指針の「警戒事

態」，「施設敷地緊急事態」，「全面緊急事態」に該当する事

象が発生した場合には，事象確認者である当直長等が，連

絡責任者に連絡する。連絡責任者は原子力防災管理者であ

る発電所長に発生事象を報告するとともに情報統括に連絡

する。情報統括は，手順書に従い，所内通信連絡設備等を

用いて重大事故等に対処する要員の非常招集を行う。非常

招集連絡のフローについて，第 3.2－2表に示す。 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対策所との連絡・調整を

当直長が実施 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，平日昼

間は情報統括が招集を

実施 
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なお，発電所からの退避については，発電所で予め定め

た方法で，発電所入構者のうち緊急時対策要員以外の所員

及び一般入構者は発電所内の緊急時対策要員以外の所員の

誘導で，また構内作業員はそれぞれの所属構内企業の誘導

で安否確認後，順次実施する。 

 なお，発電所からの退避については，発電所であらかじ

め定めた方法で，発電所入構者のうち，重大事故等に対処

する要員以外の所員及び一般入構者は発電所内の緊急時対

策要員の誘導で，また構内作業員はそれぞれの所属構内企

業の誘導で安否確認後，順次実施する。 

 

 

 

 

 

b．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）中 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）中における緊急

時対策所で初動態勢時に対応する要員（本部要員，現場要

員）は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）中におけ

る対応者を明確にした上で，5 号炉定検事務室又はその近

傍，及び第二企業センター又はその近傍で分散して執務及

び宿泊する。具体的には，各機能における統括と班長を分

散配置することによって，初動態勢時に対応する要員が損

耗する状況になったとしても，個々の機能が喪失しないよ

うに考慮する。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の

立ち上げ時に必要となる 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

可搬型陽圧化空調機等の立ち上げに係る要員は，5 号炉定

検事務室又はその近傍で執務及び宿泊する。 

 

 

また，意思決定・指揮機能を担務する発電所長及び表

3.2-1 に示す本部長代行者の中から合計 2 名が，5 号炉定

検事務室又はその近傍，及び第二企業センター又はその近

傍で執務及び宿泊する。なお，本部長及び本部長代行の 2 名

は分散して執務及び宿泊する。 

なお，当該運用については，社内の要領等に記載する。 

 

   

    

   

 

ｂ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外） 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において初動対

応する要員（本部要員，現場要員）は，免震重要棟又はそ

の近傍及び１号，２号及び３号炉制御室建物又はその近傍

で執務若しくは待機しており，招集連絡を受けた場合は，

速やかに緊急時対策所に参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，意思決定・指揮機能を担務する本部長（所長）の

不在時の代行順位を第 3.2－1表に示す。 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の初動対

応要員は，夜間・休日昼

間においては，１，２号

中央制御室（運転員９

名），第１チェックポイ

ント（放射線管理班２

名），３号中央制御室（運

転補助要員２名）及び免

震重要棟（それ以外の要

員 33 名）にて執務若し

くは待機している 
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非常召集連絡について，原子力災害対策指針の「警戒事

態」，「施設敷地緊急事態」，「全面緊急事態」に該当する事

象が発生した場合には，事象確認者である当直副長等が，

連絡責任者である夜間・休日責任者に連絡し，原子力防災

管理者である発電所長に報告する。原子力防災管理者は，

連絡責任者に緊急時対策要員の召集連絡指示を行い，連絡

責任者は総務班長に非常召集の指示をする。非常召集連絡

のフローについて，表 3.2-2に示す。 

総務班長は，電話，送受話器等にて，発電所内の緊急時

対策要員に対しての召集連絡を実施し，発電所外にいる緊

急時対策要員を速やかに非常召集するため，電話，自動呼

出・安否確認システム等を活用し要員の非常召集及び情報

提供を行うとともに，発電所入構者に対しても周知を行う。 

    

 

 

 

 

 

 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故

等が発生した場合，一斉通報システムにて災害対策本部体制

を構成する災害対策要員に対し非常招集を行う。 

 

非常招集連絡について，原子力災害対策指針の「警戒事

態」，「施設敷地緊急事態」，「全面緊急事態」に該当する事

象が発生した場合には，事象確認者である当直長等が連絡

責任者に連絡する。連絡責任者は原子力防災管理者である

発電所長に発生事象を報告するとともに，手順に従い，「要

員招集システム」，「通信連絡手段」等を活用し，重大事故

等に対処する要員の非常招集及び情報提供を行う。非常招

集連絡のフローについて，第 3.2－2表に示す。 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

緊急時対策所との連

絡・調整を当直長が実施 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，夜間・

休日昼間は連絡責任者

が招集を実施 

 

また，発電所内の緊急時対策要員以外の所員，一般入構

者及び構内作業員の発電所からの退避については，

「3.2(1)a. 平日勤務時間中」の対応と同様である。 

なお，新潟県内で震度 6 弱以上の地震が発生した場合に

は，非常召集連絡がなくても自発的に緊急時対策要員は参

集する。 

 

 

 

 

地震等により家族，自宅等が被災した場合や自治体から

の避難指示等が出された場合は，家族の身の安全を確保し

た上で参集する。 

参集場所は，柏崎エネルギーホール又は刈羽寮（図 3.2-6 

参照）とし,その両方を使用するが，発電所の状況が入手で

きる場合は，直接発電所へ参集可能とする。 

 

 

 

東海村周辺地域で震度 6 弱以上の地震が発生した場合に

は，各災害対策要員は，社内規程に基づき非常招集の連絡

がなくても自主的に参集する。 

発電所外からの災害対策要員の招集に関する概要は以下

のとおりである。重大事故等が発生した場合，一斉通報シ

ステム，通信連絡手段等を活用した連絡により，緊急時対

策所又は発電所外集合場所である第三滝坂寮へ参集する。

なお，地震等により家族，自宅等が被災した場合や地方公

共団体からの避難指示等が出された場合は，家族の身の安

全を確保した上で参集する。 

 

また，発電所内の重大事故等に対処する要員以外の所員，

一般入構者及び構内作業員の発電所からの退避について

は，「3.2(1)a. 平日勤務時間中」の対応と同様である。 

なお，松江市内で震度６弱以上の地震が発生した場合に

は，重大事故等に対処する要員は社内規程に基づき，非常

招集連絡がなくても自主的に参集する。 

 

 

 

 

地震等により，家族，自宅等が被災した場合や自治体か

らの避難指示等が出された場合は，家族の身の安全を確保

した上で参集する。 

集合場所は，基本的には構外参集拠点（緑ヶ丘施設，宮

内（社宅・寮）及び佐太前寮）（第 3.2－4 図）とするが，

発電所の状況が入手できる場合は，直接発電所へ参集可能

とする。 
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参集場所は発電所員の居住エリアと万が一プルームが放

出された後にも使用することを考え，発電所からの方位を

考慮して選定した。柏崎エネルギーホールは敷地面積約

3,000ｍ2，延床面積約 1,900ｍ2 の建築基準法の新耐震設

計法に基づき設計された鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造，

一部鉄骨鉄筋コンクリート造）の建築物であり，2007 年中

越沖地震発生時においても大きな被害を受けておらず，十

分な耐震性を有している。また，刈羽寮は敷地面積約 4,600

ｍ2，延床面積約 1,100ｍ2 の建築基準法の新耐震設計法に

基づき設計された鉄筋コンクリート造の建築物であり十分

な耐震性を有している。 

    

 

第三滝坂寮は，面積約 53,000m２の厚生施設敷地内に建てら

れた，延床面積 2,000m２，建築基準法の新耐震設計法に基づ

き設計された鉄筋コンクリート製の構築物であり，東日本大

震災でも大きな被害を受けておらず，十分な耐震性を有して

いる。 

    

 

 

 

なお，緑ヶ丘施設は，敷地面積約 1,600m2，延床面積約

640m2 の建築基準法に基づき設計された鉄骨造の建築物で

あり，十分な耐震性を有している。また，宮内（社宅・寮）

は，合計敷地面積約 12,000m2，延床面積約 7,400m2 の建築

基準法に基づき設計された鉄筋コンクリート造の建築物で

あり，十分な耐震性を有している。さらに，佐太前寮は，

敷地面積約 5,100m2，延床面積約 4,000m2の建築基準法に基

づき設計された鉄筋コンクリート造の建築物であり，十分

な耐震性を有している。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の構外参

集拠点について記載す

る 

 招集する災害対策要員のうち，あらかじめ指名されている

発電所参集要員である災害対策要員は，直接緊急時対策所へ

参集する。あらかじめ指名された発電所参集要員以外の要員

は，発電所外の集合場所に参集し，災害対策本部の指示に従

い対応する。 

発電所外の集合場所に参集した要員は，災害対策本部と非

常招集に係る以下①～⑤の確認，調整を行い，発電所に集団

で移動する。 

   ①発電所の状況（設備及び所員の被災等） 

   ②参集した要員の確認（人数，体調等） 

   ③重大事故等対応に必要な装備（汚染防護具，マスク，線

量計等） 

   ④発電所への持参品（通信連絡設備，照明機器等） 

   ⑤気象及び災害情報等 

 

 

 

 

 

 

構外参集拠点（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び佐太前

寮）に参集した要員は，緊急時対策本部と非常招集に係る以

下の確認，調整を行い，発電所に集団で移動する。 

①発電所の状況（発電所への移動が可能なプラント状況か

どうか（格納容器ベントの実施見通し），発電所に行くた

めの必要な装備（放射線防護具，マスク，線量計を含む。）） 

②その他発電所で得られた情報（発電所への移動に関する

道路状況等，移動する上で有益な情報） 

③発電所へ移動する人の情報（人数，体調，移動手段（徒

歩，車両），連絡先） 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，有効性

評価シナリオで参集要

員を考慮していない 
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緊急時対策要員の非常召集要領の詳細について，表 3.2-2 

に示す。また，自動呼出・安否確認システムの概要を図 3.2-5 

に示す。 

柏崎市，刈羽村からの要員参集ルートについては，図

3.2-6 に示すとおりであり，要員参集ルートの障害要因と

しては，比較的に平坦な土地であることから土砂災害の影

響は少なく，地震による橋の崩壊，津波による参集ルート

の浸水が考えられる。 

地震による橋梁の崩落については，要員参集ルート上の

橋梁が崩落等により通行ができなくなった場合でも，迂回

ルートが複数存在することから，参集は可能である。また，

木造建物の密集地域はなくアクセスに支障はない。なお，

地震による参集ルート上の主要な橋梁への影響について

は，2007 年新潟県中越沖地震においても，橋梁本体の損傷

による構造安全性に著しい影響のあるような損傷は見られ

ず（※１），実際に徒歩による通行に支障はなかった。 

 

 

新潟県が実施した広域避難シミュレーション（ ※ ２ ）

によれば，大規模な地震が発生し，発電所で重大事故等が

発生した場合，住民避難のため発電所の南西の海側ルート

に交通渋滞が発生しやすいという結果が得られており，交

通集中によるアクセス性への影響回避のため，参集ルート

としては可能な限り避けることとし，複数ある参集ルート

から適切なルートを選定する。 

一斉通報システムの概要を第 3.2－1図に，夜間及び休日

における災害対策要員の招集について第 3.2－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処する要員の非常招集の流れについて，

第 3.2－2表に示す。また，要員招集システムによる非常招

集連絡の概要を第 3.2－3図に示す。 

発電所構外からの要員参集ルートについては，第 3.2－4

図に示すとおりであり，要員参集ルートの障害要因として

は，比較的に平坦な土地であることから，土砂災害の影響

は少なく，地震による橋の崩壊，津波による参集ルートの

浸水が考えられる。 

地震による橋梁の崩落については，要員参集ルート上の

橋梁が崩落等により通行ができなくなった場合でも，迂回

ルートが複数存在することから，参集は可能である。   

また，木造建物の密集地域はなくアクセスに支障はない。

なお，地震による参集ルート上の主要な橋梁への影響につ

いては，平成 12 年鳥取県西部地震においても，実際に徒歩

による通行に支障はなかった。 

 

 

 

 

大規模な地震が発生し，発電所で重大事故等が発生した

場合には，住民避難の交通渋滞が発生すると考えられるた

め，交通集中によるアクセス性への影響回避のため，参集

ルートとしては可能な限り住民避難の渋滞を避けることと

し，複数ある参集ルートから適切なルートを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地理的要因の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉建設後の

最も大きな地震実績で

確認 
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津波浸水時については，アクセス性への影響を未然に回

避するため，大津波警報発生時には基準津波が襲来した際

に浸水が予想されるルート（図 3.2-6 に図示した海沿いル

ート）は使用しないこととし，これ以外の参集ルートを使

用して参集することとする。 

また，発電所敷地外から発電所構内への参集ルートは，

通常の正門を通過するルートに加え，迂回ルートも確保し

ている。発電所構内への参集ルートを図 3.2-7に示す。 

 

 

 

 

津波浸水時については，アクセス性への影響を未然に回

避するため，大津波警報発生時には基準津波が襲来した際

に浸水が予想されるルート（第 3.2－4図に示す，比較的海

に近いルート）は使用しないこととし，これ以外の参集ル

ートを使用して参集することとする。 

また，発電所敷地外から発電所構内への参集ルートは，

通常の正門を通過するルートに加え，迂回ルートも確保し

ている。発電所構内への参集ルートを第 3.2－5図に示す。 

 

復旧班長は，格納容器ベント実施の見通しが判明した後

は，現場に出向している現場要員に対しては，随時，通信

連絡設備（無線連絡設備等）を使用し，計画班が随時評価

する格納容器ベント実施予測時刻を連絡するとともに，現

場要員のうちプルーム通過前に発電所から退避予定の要員

に対しては，格納容器ベント実施予測時刻の 2 時間前まで

に余裕をもって 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に戻って

くるよう指示する。 

 緊急時対策本部は，格納容器ベント実施の見通しが判明

した後は，現場に出向いている現場要員に対しては，随時，

通信連絡設備（無線通信設備等）を使用し，技術班が随時

評価する格納容器ベント実施予想時刻を連絡するととも

に，現場要員のうちプルーム放出時に発電所から退避予定

の要員に対しては，格納容器ベント実施予測時刻の約５時

間前までに余裕をもって緊急時対策所に戻ってくるよう指

示する。 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

ベント準備基準の相

違による退避基準の相

違 
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総務班長は，格納容器ベント実施の見通しが判明した後

は，復旧班他と協働し，緊急時対応に必要な要員のみを参

集させることとし，不測の事態に備えるため防護具を携帯

させる。参集途中の要員に対しては，随時，通信連絡設備

（衛星電話設備等）を使用して，格納容器ベント実施予測

時刻を連絡する。また，プルーム放出時の参集要員の無用

な被ばくを回避するため，PAZ（予防的防護措置を準備する

区域，発電所から半径 5ｋｍ）外への退避時間を考慮し，

遅くとも格納容器ベントの実施見通しの 2 時間前までに参

集途中の要員に対して，参集の中止，PAZ 外への退避を指

示する。 

意図せずプルーム放出が始まる等不測の事態が発生した

場合，本部長は，総務班長を通じて，参集途中の要員に対

して，緊急に PAZ 外に退避するよう指示することを基本と

するが，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所までの移動時間

等を考慮し，参集を継続させるかについて総合的に判断す

る。 

(※1)参考文献：2007 年新潟県中越沖地震の被害とその特

徴／小長井一男（東京大学教授生産技術研究所）他国

土技術政策研究所資料 No.439，土木研究所資料

No.4086，建築研究資料 No.112「平成 19 年（2007 年）

新潟県中越沖地震被害調査報告」 

(※2)参考文献：新潟県殿向け「平成 26 年度新潟県広域避

難時間推計業務」～最終報告書～ BGS-BX-140147 平

成 26 年 8 月 三菱重工業株式会社 

http://www.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/1356

794481823.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時対策本部は，格納容器ベント実施の見通しが判明

した後は，緊急時対応に必要な要員のみを参集させること

とし，不測の事態に備えるため防護具を携帯させる。参集

途中の要員に対しては，随時，通信連絡設備（衛星電話設

備等）を使用して，格納容器ベント実施予測時刻を連絡す

る。また，プルーム放出時の参集要員の無用な被ばくを回

避するため，ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域，発

電所から半径５km）外への退避時間を考慮し，遅くとも格

納容器ベントの実施見通しの２時間前までに参集途中の要

員に対して，参集の中止，ＰＡＺ外への退避を指示する。 

 

意図せずプルーム放出が始まるなど不測の事態が発生し

た場合，緊急時対策本部は，参集途中の要員に対して，緊

急にＰＡＺ外に退避するよう指示することを基本とする

が，緊急時対策所までの移動時間等を考慮し，参集を継続

させるかについて総合的に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地理的要因の相違 

【柏崎 6/7】 

 新潟県固有の調査結

果 
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表 3.2-1 本部長代行者 

 

※1 役職については，組織見直し等により変更される場合が

ある。 

※2 運転管理担当，保全担当は部長を補佐する専任職のこと

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.2－1表 所長（原子力防災管理者）不在時の代行順位 

 

 

※ 役職については，組織見直し等により変更される場合がある。 
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図 3.2-1 初動態勢時における原子力防災組織の要員 

（6，7号炉対応要員，1～5号炉対応要員） 

 

 

 

 

第 3.2－1図 初動体制時における原子力防災組織の要員 
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図 3.2-2 5 号炉定検事務室又はその近傍に配置する 

初動態勢時における原子力防災組織の要員 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の初動対

応要員は，夜間・休日昼

間においては，１，２号

中央制御室（運転員９

名），第１チェックポイ

ント（放射線管理班２

名），３号中央制御室（運

転補助要員２名）及び免

震重要棟（それ以外の要

員 33 名）にて執務若し

くは待機している 
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図 3.2-3 第二企業センター又はその近傍に配置する 

初動態勢時における原子力防災組織の要員 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の初動対

応要員は，夜間・休日昼

間においては，１，２号

中央制御室（運転員９

名），第１チェックポイ

ント（放射線管理班２

名），３号中央制御室（運

転補助要員２名）及び免

震重要棟（それ以外の要

員 33 名）にて執務若し

くは待機している 

図 3.2-4 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所，5 号炉定検事務室，

第二企業センターの位置関係 

第 3.2－2図 管理事務所，緊急時対策所等の位置関係 
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表 3.2-2 緊急時対策要員の非常召集要領のまとめ 

 

 

第 3.2－1表 夜間及び休日における災害対策要員の招集 

 

 

第 3.2－2表 重大事故等に対処する要員の非常招集の流れ 

  

 

 

 

図 3.2-5 自動呼出・安否確認システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発電所周辺地域（東海村）で震度６弱以上の地震が発生

した場合には，各災害対策要員は，社内規程に基づき自

主的に参集する 

 

第 3.2－1図 一斉通報システムの概要 

 

  

 

第 3.2－3図 要員招集システムによる非常招集連絡 
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 (2) 災害対策要員の所在と発電所外からの参集ルート 

   東海村の大半は東海第二発電所から半径 5km 圏内であり，

発電所員の約 5 割が居住している。さらに，東海村周辺のひ

たちなか市，那珂市など東海第二発電所から半径 5～10km 圏

内には，発電所員の約 2 割が居住しており，おおむね東海第

二発電所から半径 10km圏内に発電所員の約 7割が居住してい

る。 

東海第二発電所とその周辺の図を第 3.2－2図に，居住地別

の発電所員数（平成 28年 7月時点）を第 3.2－2表に示す。 

 

 

第 3.2－2図 東海第二発電所とその周辺 

 

第 3.2－2表 居住地別の発電所員数（平成 28年 7月時点） 

 

 ・「技術的能力 1.0.10」

に記載 

【東海第二】 
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 発電所外から参集する災害対策要員の主要な参集ルートに

ついては，第 3.2－3図に示すとおりである。 

東海第二発電所が立地する東海村は比較的平坦な土地であ

り，発電所構外の拠点となる要員の集合場所（第三滝坂寮）

から発電所までの参集ルートは，通行に支障となる地形的な

要因の影響が少ない。また，木造建物の密集地域はなくアク

セスに支障はない。このため，参集要員は通行可能な道路等

を状況に応じて選択して参集できる。 

この他の参集に係る障害要因としては，地震による橋梁の

崩壊，津波による参集ルートの浸水が考えられる。 

地震による橋梁の崩壊については，参集ルート上の橋梁が

崩壊等により通行ができなくなった場合でも，迂回ルートが

複数存在することから，参集は可能である。なお，地震によ

る参集ルート上の主要な橋梁への影響については，平成 23年

の東北地方太平洋沖地震においても，実際に徒歩による通行

に支障はなかった。 

 

 ・島根２号炉は，「3.2 

(1)ｂ．夜間・休日昼

間」に記載 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参集ルートが津波により浸水した場合には，アクセス性へ

の影響を未然に回避するため，大津波警報発生時には，基準

津波が襲来した際に浸水が予想されるルート（第 3.2－3図に

示す，ひたちなか市（那珂湊方面）及び日立市の比較的海に

近いルート）は使用せず，これ以外の参集ルートを使用して

参集する。 

大規模な地震が発生し，発電所で重大事故等が発生した場

合には，住民避難の交通渋滞が発生すると考えられるため，

交通集中によるアクセス性への影響回避のため，参集ルート

としては可能な限り住民避難の渋滞を避けることとし，複数

ある参集ルートから適切なルートを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・島根２号炉は，「3.2 

(1)ｂ．夜間・休日昼

間」に記載 

【東海第二】 
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第 3.2－3図 主要な参集ルート 

 

  

 津波の浸水について，東海村津波ハザードマップ（第 3.2

－4 図）によると，東海村中心部から東海第二発電所までの

参集ルートへの影響はほとんど見られない（川岸で数 10cm程

度）が，大津波警報発令時は，津波による影響を想定し，海

側や新川の河口付近を避けたルートにより参集する。 

 

 ・松江市津波ハザードマ

ップでも，松江市中心

部から発電所までの

要員参集ルートへの

影響はほとんど見ら

れないが，大津波警報

発生時は，津波による

影響を想定し，第 3.2

－4 図のとおり海岸

や佐陀川の河口付近

を避けたルートによ

り参集する 

【東海第二】 
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第 3.2－4図 茨城県（東海村）の津波浸水想定図（抜粋） 

 

  

 また，東海第二発電所では，津波ＰＲＡ（確率論的リスク

評価）の結果を踏まえ，基準津波を超え敷地に遡上する津波

に対して影響を考慮する必要がある。敷地に遡上する津波の

遡上範囲の解析結果（第 3.2－5図）から，発電所周辺に浸水

を受ける範囲が認められるが，東海村中心部から東海第二発

電所の敷地までの参集ルートに津波の影響がない範囲も確認

できることから，津波の影響を避けたルートを選択すること

により参集することは可能である。 

 

 ・評価内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，事故

シーケンスとして津波

特有の事故シーケンス

を選定していない 
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図 3.2-6 柏崎市，刈羽村からの要員参集ルート 第 3.2－5図 敷地に遡上する津波の遡上範囲想定図 第 3.2－4図 参集拠点から発電所への代表的な参集ルート 
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(3) 災害対策要員の参集時間等について

参集する災害対策要員が，東海第二発電所の敷地に参集す

る（発電所構外の拠点となる集合場所を経由しない）までの

所要時間と参集する災害対策要員数の関係を第 3.2－3 表に

示す。 

第 3.2－3表 参集に係る所要時間と災害対策要員数の関係 

（平成 28年 7月時点） 

第 3.2－3表により，あらかじめ拘束当番に指名されており

発電所に参集する災害対策要員（72 名）は，事象発生後 120

分には参集すると考えられる。また，参集ルートの状況によ

り自転車で参集できる場合には，更に短時間での参集が可能

となる。 

・「技術的能力 1.0.10」

に記載 

【東海第二】 

図 3.2-7 発電所構内への参集ルート 

第 3.2－5図 発電所構内への参集ルート 
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(2) 5 号原子炉建屋内緊急時対策所の立ち上げについて

緊急時対策所で初動態勢時に対応する要員は，召集連絡

を受けた場合は，5 号炉定検事務室又はその近傍の執務及

び宿泊場所，及び第二企業センター又はその近傍の執務及

び宿泊場所から，この執務又は宿泊場所から持ち出した通

信連絡設備（衛星電話設備（可搬型），無線連絡設備（可搬

型））を所持して，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所に参集

する。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備，必要

な情報を把握できる設備等へは，通常，5 号炉共通用高圧

母線，及び 6 号炉もしくは 7 号炉の非常用高圧母線から給

電が行われ，外部電源喪失時には，6 号炉もしくは 7 号炉

の非常用ディーゼル発電機を介し受電可能な設計となって

いる。なお，5 号炉の共通用高圧母線，及び 6 号炉もしく

は 7 号炉の非常用高圧母線より受電できない場合，5 号炉

東側保管場所に設置している可搬型代替交流電源設備であ

る 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から

受電可能となっており，その場合の受電に要する時間は約

25 分と想定する。タイムチャートを図 3.2-8 に示す。 

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）及

び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）の可搬型

陽圧化空調機の起動対応は，保安班 2 名及び復旧班 2 名で

行い，この起動に要する時間は図 3.2-13 のタイムチャー

トに示す通り約 60 分と想定する。

(4) 緊急時対策所の立ち上げについて

 緊急時対策所は，常用系2系統，非常用系1系統の電源から

受電可能となっており，加えてこれらの電源が喪失した場合

でも，緊急時対策所に設置された専用非常用発電機により，

緊急時対策所全体に給電が可能な設計となっている。また，

通信連絡設備も常設され，常時充電されているため，電源設

備の立ち上げ等の作業は伴わない。参集後は，10分程度で緊

急時対策所を立ち上げることができる。 

(2) 緊急時対策所の立ち上げについて

平日の勤務時間帯においては，緊急時対策所で初動体制時

に対応する要員の多くは管理事務所で執務しており，招集連

絡を受けた場合は，速やかに緊急時対策所に参集する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては，初動

対応する要員は，免震重要棟又はその近傍及び１号，２号及

び３号炉制御室建物又はその近傍で執務若しくは待機してお

り，招集連絡を受けた場合は，速やかに緊急時対策所に参集

する。 

緊急時対策所の通信連絡設備，必要な情報を把握できる設

備等へは，通常，非常用所内電気設備から給電が行われ，外

部電源喪失時には，非常用ディーゼル発電機を介し受電可能

な設計となっている。なお，非常用所内電気設備より受電で

きない場合，緊急時対策所近傍に配備している可搬型の代替

交流電源設備である緊急時対策所用発電機から受電可能とな

っており，その場合の受電に要する時間は約 60 分と想定す

る。タイムチャートを第 3.2－6図に示す。 

また，緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機の起動

対応は，緊急時対策所要員２名で行い，この起動に要する時

間は第 3.2－12図のタイムチャートに示す通り約 45分と想定

する。 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥の相違

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥及び設備構成の相

違 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

図 3.2-8 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備 

立ち上げのタイムチャート 

第 3.2－6図 緊急時対策所用発電機準備及び起動の 

タイムチャート

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

⑥及び設備構成の相

違 
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(3) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所からの一時退避について 

事故対応にもかかわらず，プラントの状況が悪化した場

合，プルーム通過前に，以下の手順にて，とどまる必要の

ない要員を所外（原子力事業所災害対策支援拠点等）に一

時退避させる。 

 

 

 

 

① 本部長は，プルームの放出のおそれがある場合，5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所にとどまる要員の対策本

部又は待機場所への移動と，とどまる必要がない要員

の発電所から一時退避に関する判断を行う。 

② 本部長は，プルーム放出中に緊急時対策所にとどまる

要員と，発電所から一時退避する要員とを明確にする。 

 

③ 本部長の指示の下，とどまる要員は対策本部又は待機

場所に移動する。 

④ 本部長は，発電所から一時退避するための要員の退避

に係る体制，連絡手段，移動手段を確保させ，放射性

物質による影響が少ないと想定される場所（原子力事

業所災害対策支援拠点等）への退避を指示する。柏崎

エネルギーホールへの退避ルートは参集ルートと同じ

ルートとなり，距離約 11km，徒歩で 4 時間程度かかる。 

 

⑤ 本部長は，プルーム通過後にプラント状況等により，

必要に応じて一時退避させた要員を再参集する。 

 

(5) 発電所からの一時退避 

   緊急時対策所周辺に，大量のプルームが放出されるような

事態においては，緊急時対策所に収容する要員以外は，以下

の要領にて発電所から構外へ一時退避させる。 

   なお，プルーム通過の判断については，可搬型モニタリン

グ・ポスト等の指示値により行う。発電所災害対策本部長は，

プルームの影響により可搬型モニタリング・ポスト等の線量

率が上昇した後に線量率が下降に転じ，更に線量率が安定的

な状態になった場合に，プルームが通過したと判断する。 

  ａ．発電所災害対策本部長は，要員の退避に係る判断を行う。

また，必要に応じて，原子炉主任技術者の助言等を受け

る。 

 

ｂ．発電所災害対策本部長は，プルーム放出中に緊急時対策

所にとどまる要員と，発電所から一時退避する要員とを

明確にし，指示する。 

 

 

ｃ．発電所から一時退避する要員は，退避に係る体制を確立

するとともに，通信連絡手段，移動手段を確保する。 

ｄ．発電所災害対策本部の指示に従い，放射性物質による影

響の少ない場所に退避する。 

(3) 緊急時対策所からの一時退避 

重大事故対応にもかかわらず，プラントの状況が悪化し，

大量のプルームが放出されるような事態においては，緊急時

対策所にとどまる要員以外は，以下の要領にて発電所から構

外（原子力事業所災害対策支援拠点等）へ一時退避させる。 

 

 

 

 

① 本部長は，プルームの放出のおそれがある場合，緊

急時対策所にとどまる要員の移動と，とどまる必要

がない要員の発電所から一時退避に関する判断を行

う。 

② 本部長は，プルーム放出中に緊急時対策所にとどま

る要員と，発電所から一時退避する要員とを明確に

する。 

③ 本部長の指示の下，とどまる要員は緊急時対策所に

移動する。 

④ 本部長は，発電所から一時退避するための要員の退

避に係る体制，連絡手段，移動手段を確保させ，放

射性物質による影響が少ないと想定される場所（原

子力事業所災害対策支援拠点等）への退避を指示す

る。島根支社等への退避ルートは第 3.2－7図に示す

ルートであり，距離約 13km，徒歩で４時間程度かか

る。 

⑤ 本部長は，プルーム通過後のプラント状況等により，

必要に応じて一時退避させた要員を再参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の一時退

避場所は，プルーム放出

に伴う放射性物質によ

る影響を考慮し，発電所

から離隔距離がある島

根支社等としている 
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第 3.2－7図 発電所構外退避場所及び主要な退避ルート ・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の一時退

避場所は，プルーム放出

に伴う放射性物質によ

る影響を考慮し，発電所

から離隔距離がある島

根支社等としている 
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(4) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所における換気設備等に

ついて 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の「対策本部」及び「待

機場所」における換気設備の運用として，下記に示す「(a) 

可搬型陽圧化空調機による陽圧化（プルーム通過前）」，「(b) 

陽圧化装置（空気ボンベ）による陽圧化（プルーム通過中）」，

「(c)陽圧化装置（空気ボンベ）から可搬型陽圧化空調機へ

の切替え（プルーム通過後）」を実施する。 

また，プルーム通過直後に建屋内の雰囲気線量が屋外よ

り高い場合においては，「（d）可搬型外気取入送風機による

通路部のパージ」を別途実施する。 

換気設備運用のイメージを図 3.2-10 に，プルーム通過

前・中・後の換気設備の運用の全体像について図 3.2-11 に

示す。また，上記（a）～（d）の操作のタイムチャートを

図 3.2-13～16 に示す。 

(a) 可搬型陽圧化空調機による陽圧化（プルーム通過前）

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所を立ち上げる際に，

以下の要領にて，可搬型陽圧化空調機により対策本部及

び待機場所の陽圧化を開始する。 

① 5 号炉中央制御室換気空調系の送風機及び排風

機を停止する。 

② 5 号炉 MCR 外気取入ダンパ，MCR 排気ダンパ及び

MCR 非常用外気取入ダンパを閉操作する。 

③ 5 号炉中央制御室換気空調系給排気口に閉止板

を取り付ける。 

④ 可搬型陽圧化空調機を起動し，対策本部及び待機

場所の陽圧化を開始する。

⑤ 対策本部及び待機場所の差圧計の指示を確認し，

陽圧化に必要な差圧が確保できていることを確認

する。

(4) 緊急時対策所における換気設備等について

緊急時対策所における換気設備の運用として，下記に示す

「(a)緊急時対策所空気浄化送風機による正圧化（プルーム通

過前）」，「(b)緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）による

正圧化（プルーム通過中）」，「(c)緊急時対策所正圧化装置（空

気ボンベ）から緊急時対策所空気浄化送風機への切替え（プ

ルーム通過後）」を実施する。

換気設備運用のイメージを第 3.2－9 図に，プルーム通過

前・中・後の換気設備の運用の全体像について第 3.2－10 図

に示す。また，上記(a)～(c)の操作のタイムチャートを第 3.2

－12～14図に示す。 

(a) 緊急時対策所空気浄化送風機による正圧化（プルーム通

過前） 

緊急時対策所を立ち上げる際に，以下の要領にて，緊急

時対策所空気浄化送風機により緊急時対策所の正圧化を開

始する。 

①空気浄化送風機及び空気浄化フィルタユニットの可搬

ダクト及び電源を緊急時対策所に接続する。 

②常用換気空調系給気隔離ダンパを閉止し，使用側給気

隔離ダンパを調整開とする。 

③使用側の空気浄化送風機を起動し，緊急時対策所の正

圧化を開始する。 

④チェンジングエリア排気隔離ダンパ及び排気隔離ダン

パにて排気側を調整し，緊急時対策所が正圧化に必要

な差圧となっていることを差圧計にて確認する。 

・設備の相違
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(b) 陽圧化装置（空気ボンベ）による陽圧化（プルーム通

過中） 

プルーム通過時においては，可搬型陽圧化空調機から

陽圧化装置（空気ボンベ）に切替えることにより対策本

部及び待機場所への外気の流入を遮断する。 

陽圧化装置（空気ボンベ）による加圧判断のフローチ

ャートは図 3.2-12に示すとおりであり，以下の①②のい

ずれかの場合において，陽圧化装置（空気ボンベ）によ

る加圧を開始する。 

(b) 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）による正圧化（プ

ルーム通過中）

プルーム通過時においては，緊急時対策所空気浄化送風

機から緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）に切替える

ことにより緊急時対策所への外気の流入を遮断する。 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）による加圧判断

のフローチャートは第 3.2－11 図に示すとおりであり，以

下の①②のいずれの場合において，緊急時対策所正圧化装

置（空気ボンベ）による加圧を開始する。 

①以下の【条件 1-1】及び【条件 1-2】が満たされた場合

【条件 1-1】6号炉及び 7 号炉の炉心損傷及び格納容器破

損の評価に必要なパラメータの監視不可 

及び 

【条件 1-2】可搬型モニタリングポスト（5号炉近傍に設置

するもの，以下同じ），可搬型エリアモニタい

ずれかの線量率の指示が急上昇した場合（警報

発生） 

②以下の【条件 2-1-1】又は【条件 2-1-2】，及び【条件

2-2-1】又は【条件 2-2-2】が満たされた場合

（
ど
ち
ら
か
） 

【条件 2-1-1】6 号炉又は 7 号炉にて炉心損傷後に

格納容器ベント判断 

【条件 2-1-2】6 号炉又は 7 号炉にて炉心損傷後に

格納容器破損徴候が発生 

及び 

（
ど
ち
ら
か
） 

【条件 2-2-1】格納容器ベント実施の直前 

【条件 2-2-2】可搬型モニタリングポスト，可搬型エ

リアモニタいずれかの線量率の指示

が急上昇した場合（警報発生） 

①以下の【条件 1-1】及び【条件 1-2】が満たされた場合

【条件 1-1】２号炉の炉心損傷※1及び格納容器破損の評価

に必要なパラメータの監視不可 

及び 

【条件 1-2】可搬式モニタリング・ポストの指示値が上昇

し 30mGy/hとなった場合※2又は可搬式エリア

放射線モニタの指示値が上昇し 0.1mSv/hと

なった場合 

②以下の【条件 2-1-1】又は【条件 2-1-2】，及び【条件 2-2-1】

又は【条件 2-2-2】が満たされた場合

（
ど
ち
ら
か
） 

【条件 2-1-1】２号炉にて炉心損傷※1後にサプレッシ

ョン・プール水位が通常水位＋約

1.2mに到達した場合 

【条件 2-1-2】２号炉にて炉心損傷※1後に格納容器破

損徴候が発生した場合 

及び 

（
ど
ち
ら
か
） 

【条件 2-2-1】格納容器ベント実施判断基準であるサ

プレッション・プール水位が通常水位

＋約 1.3ｍ到達の約 20分前 

【条件 2-2-2】可搬式モニタリング・ポストの指示値

が上昇し 30mGy/h※2となった場合又

は可搬式エリア放射線モニタの指示

値が上昇し 0.1mSv/hとなった場合 

・運用の相違
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※1 格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の 10 倍を超えた場合,又は格納容器雰囲

気放射線モニタが使用できない場合に,原子炉

圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※2 格納容器破損防止の有効性評価「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」

（残留熱代替除去系を使用しない場合）におい

て想定するプルーム通過時の敷地内の線量率よ

りも十分に低い値として 30mGy/hを設定。 

【条件 2-2-1】であれば加圧実施時期が明確であるこ

と，【条件 1-2】及び【条件 2-2-2】であれば放射性物質

が緊急時対策所に到達したことを可搬型エリアモニタに

よって瞬時に検知できる設計とすることから，加圧判断

が遅れることはない。 

加圧判断後の操作は 1～2 分で実施可能な設計とする

ため，最長でも 2 分以内※で外気の流入を遮断すること

が可能となる。 

※陽圧化装置（空気ボンベ）は，通常運転時において空

気ボンベの元弁を ”開”とし，ボンベラック毎に隔離

弁を設置する。隔離弁は通常運転時に”閉”としてお

く。陽圧化装置（空気ボンベ）使用時には，各々のボ

ンベラックの隔離弁を事故発生後 24 時間以内に開操

作しておき，加圧判断を受けて，対策本部及び待機場

所内に設置する給気弁を開操作することで陽圧化が開

始可能な設計とする。 

可搬型陽圧化空調機による対策本部及び待機場所の陽

圧化から陽圧化装置（空気ボンベ）による対策本部及び

待機場所の陽圧化への切替えは，陽圧化装置（空気ボン

ベ）の起動，可搬型陽圧化空調機仮設ダクトの切離し，

給気口への閉止板取付けにより実施する。また対策本部

については差圧制御用排気弁の切替操作を実施する。 

対策本部及び待機場所において，仮設ダクトはフック

及び結束バンド等により，給気口の閉止板はトグルクラ

ンプ等により容易に取付け/取外しが可能な設計とする。 

【条件 2-2-1】であれば加圧実施時期が明確であること，

【条件 1-2】及び【条件 2-2-2】であれば放射性物質が緊急

時対策所に到達したことを可搬式エリア放射線モニタによ

って瞬時に検知できる設計とすることから，加圧判断が遅

れることはない。 

加圧判断後の操作は約５分で実施可能な設計とするた

め，最長でも５分以内※で外気の流入を遮断することが可能

となる。 

※緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，通常運転

時において空気ボンベの元弁を”開”とし，ボンベラ

ック毎に隔離弁を設置する。隔離弁は通常運転時に”

閉”としておく。緊急時対策所正圧化装置（空気ボン

ベ）使用時には，各々のボンベラックの隔離弁を事故

発生後 24時間以内に開操作しておき，加圧判断を受け

て，緊急時対策所内に設置する給気弁を開操作するこ

とで正圧化が開始可能な設計とする。

緊急時対策所空気浄化送風機による緊急時対策所の正圧

化から緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）による緊急

時対策所の正圧化への切替えは，緊急時対策所空気浄化送

風機の停止，給排気隔離ダンパの閉止，緊急時対策所空気

ボンベ給気弁の開操作及び排気隔離ダンパ開度調整による

差圧調整により実施する。 

緊急時対策所において，可搬型ダクトは容易に取付け/

取外しが可能な設計とする。 

・設備の相違
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また，陽圧化装置（空気ボンベ）給気弁及び差圧調整

弁はレバー操作により容易に全開/全閉操作が可能な設

計とする。なお，加圧判断後の操作が陽圧化を維持した

ままで，1～2 分で実施が可能であることについては，モ

ックアップ試験等により確認している。 

なお，判断に用いる監視計器は，5 号炉近傍に設置す

る可搬型モニタリングポスト，可搬型エリアモニタの 2 

種類であるが，設計基準対象設備であるモニタリングポ

スト，気象観測設備，重大事故等対処設備であるその他

の場所にて運用する可搬型モニタリングポスト及び可搬

型気象観測装置についても値が参照可能な場合は傾向監

視を実施し，加圧判断の一助とする。 

陽圧化装置（空気ボンベ）の操作手順は以下に示すと

おりである。 

 また，緊急時対策所空気ボンベ給気弁及び排気隔離弁は

ハンドル操作により容易に全開/全閉操作が可能な設計と

する。なお，加圧判断後の操作が正圧化を維持したままで，

約５分で実施が可能であることについては，実機試験等に

より確認する。 

なお，判断に用いる監視計器は，緊急時対策所近傍に設

置する可搬式モニタリング・ポスト，可搬式エリア放射線

モニタの２種類であるが，設計基準対象設備であるモニタ

リング・ポスト，気象観測設備，重大事故等対処設備であ

るその他の場所にて運用する可搬式モニタリング・ポスト

及び可搬式気象観測装置についても値が参照可能な場合は

傾向監視を実施し，加圧判断の一助とする。 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）の操作手順は以

下に示すとおりである。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は実機試

験等により確認 

① 可搬型陽圧化空調機の仮設ダクトを切離し，対策

本部及び待機場所への給気口に閉止板を取付ける

とともに，陽圧化装置（空気ボンベ）空気給気弁

を開操作，加えて対策本部においては差圧調整弁

（陽圧化装置（空気ボンベ））を開操作及び差圧

調整弁（可搬型陽圧化装置）を閉操作し，対策本

部及び待機場所の陽圧化を開始する。 

本操作については，全て対策本部及び待機場所内

から操作可能とすることにより，速やかな切替操

作を可能とする。 

② 陽圧化状態の差圧確認後に，対策本部及び待機場

所外に設置する可搬型陽圧化空調機を停止する。 

③ 対策本部においては，差圧確認後に二酸化炭素濃

度上昇を防止するために，二酸化炭素吸収装置を

装置本体に設置されたスイッチを操作することに

より起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ①緊急時対策所空気ボンベ給気弁を開操作し，給気隔離

ダンパ及び排気隔離ダンパを閉止するとともに，緊急

時対策所空気浄化送風機を停止し，緊急時対策所の正

圧化を開始する。その後，排気隔離ダンパの開度を調

整することで，緊急時対策所内の差圧を管理する。 

 

 

本操作については，全て緊急時対策所内から操作可能

とすることにより，速やかな切替操作を可能とする。 

 

・設備及び運用の相違 
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(c) 陽圧化装置（空気ボンベ）から可搬型陽圧化空調機へ

の切替（プルーム通過後） 

陽圧化装置（空気ボンベ）による加圧は，プルーム通

過中において原則停止しないが，発電所敷地内に重大事

故等対処設備として設置する可搬型モニタリングポスト

及び自主対策設備であるモニタリング・ポストの線量率

の指示から，プルーム通過を確認できた場合には停止を

検討する。 

プルームについては，可搬型モニタリングポスト等の

線量率の指示が上昇した後に，減少に転じ，更に線量率

が安定的な状態になり，周辺環境中の放射性物質が十分

減少し，5 号炉原子炉建屋屋上階の階段室近傍（可搬型

外気取入送風機の外気吸込場所）に設置する可搬型モニ

タリングポストの値が 0.2mGy/h※を下回った場合に，通

過したものと判断する。 

可搬型モニタリングポストの設置予定位置を図 3.2-9 

に示す。 

※保守的に 0.2mGy/h を 0.2mSv/h として換算し，仮に

7 日間被ばくし続けたとしても，0.2mSv/h×168h =

33.6mSv ≓ 34mSv 程度と 100mSv に対して十分余裕

があり，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性

評価である約 58mSv に加えた場合でも 100mSv を超

えることのない値として設定 

(c) 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）から緊急時対

策所空気浄化送風機への切替（プルーム通過後）

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）による加圧は，

プルーム通過中において原則停止しないが，発電所敷地

内に重大事故等対処設備として設置する可搬式モニタリ

ング・ポスト及び自主対策設備であるモニタリング・ポ

ストの線量率の指示値から，プルーム通過を確認できた

場合には停止を検討する。 

プルームについては，可搬式モニタリング・ポスト又

は可搬式エリア放射線モニタの線量率の指示値が上昇し

た後に，減少に転じ，更に線量率が安定な状態になり，

周辺環境中の放射性物質が十分減少し，可搬式モニタリ

ング・ポストの値が 0.5mGy/h※を下回った場合に，通過

したものと判断する。 

可搬式モニタリング・ポストの設置予定位置を第 3.2

－8図に示す。 

※保守的に 0.5mGy/h を 0.5mSv/h として換算し，仮に７

日間被ばくし続けたとした場合の被ばく線量は 84mSv

（0.5mSv/h×168h）となる。これは，100mSv に対して

余裕があり，また，緊急時対策所の居住性評価におけ

る 1.7mSv に加えた場合でも 100mSv を超えることの

ない値として設定

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 3.2-9 プルーム通過判断用可搬型モニタリングポスト 

設置位置 

第 3.2－8図 プルーム通過判断用可搬式モニタリング・ポスト 

設置位置 
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また，自主対策として配備する対策本部用の空気ボンベ

カードル車については，事前に接続口付近に移動させてお

き，必要に応じて使用する準備を整えておく。 

対策本部及び待機場所の陽圧化を，陽圧化装置（空気ボ

ンベ）による給気から可搬型陽圧化空調機による給気に切

替える場合においては，以下の通り，切替操作を行ってい

る間を，陽圧化装置（空気ボンベ）の給気と可搬型陽圧化

空調機の給気を並行して行うことにより，対策本部及び待

機場所の陽圧化状態を損なわない設計とする。 

緊急時対策所の正圧化を，緊急時対策所正圧化装置（空

気ボンベ）による給気から緊急時対策所空気浄化送風機に

よる給気に切替える場合においては，以下の通り，切替操

作を行っている間を，緊急時対策所正圧化装置（空気ボン

ベ）の給気と緊急時対策所空気浄化送風機の給気を並行し

て行うことにより，緊急時対策所の正圧化状態を損なわな

い設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，プル

ーム通過時には，必要な

要員は緊急時対策所に

収容し，緊急時対策所の

居住性を確保するため

に必要な容量を有する

空気ボンベを設置する

（以下，⑧の相違） 

① 対策本部及び待機場所の内側において，給気口の閉

止板を取外し対策本部内に 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所可搬型陽圧化空調機による給気を開始す

る。 

② 対策本部及び待機場所の内側において，差圧調整弁

（可搬型陽圧化空調機）を開操作し，差圧調整弁（陽

圧化装置（空気ボンベ））を閉操作，陽圧化装置（空

気ボンベ）空気給気弁を閉操作する。

対策本部においては，可搬型陽圧化空調機から高気密

室給気口への仮設ダクトの接続，高気密室給気口の閉止

板取外し，及びその他の高気密室内の弁の操作に必要と

なる所要時間は 10 分である。これに加え,プルーム通過

直後に建屋内の雰囲気線量が屋外より高い場合※ 1 に，

屋外から可搬型陽圧化空調機に直接外気の取入を可能と

するための可搬型外気取入送風機，仮設ダクト敷設※ 2 

及び可搬型陽圧化空調機の起動操作（10 分），可搬型陽

圧化空調機起動失敗を想定した場合の予備機への切替操

作※ 3（10 分）を考慮すると，本操作の所要時間は合計

で 30 分となる。※ 4 

①緊急時対策所の内側において，給気隔離ダンパを開操

作し緊急時対策所内に緊急時対策所空気浄化送風機に

よる給気を開始する。

②緊急時対策所の内側において，緊急時対策所正圧化装

置（空気ボンベ）の給気弁を閉操作する。

給気隔離ダンパの開操作，緊急時対策所空気浄化送風機

起動及びその他の緊急時対策所内の弁の操作に必要となる

所要時間は５分である。 

これに加え,緊急時対策所空気浄化送風機起動失敗を想

定した場合の予備機への切替操作※1（６分）を考慮すると，

本操作の所要時間は合計で 11分となる。※2 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 
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※1 5 号炉近傍に設置する可搬型モニタリングポストの

値と建屋内雰囲気線量の測定結果を比較して判断す

る。 

※2 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）脇の

階段室は 1 つ上の階層にて屋上出口（図 3.2-9）に

繋がっており，仮設ダクト敷設長さは約 20m となる。 

※3 可搬型陽圧化空調機はフィルタユニット及びブロワ

ユニットに分割可能であり個々の重量は 30kg 以下

とし，固定架台にはボルトのみの固定とすることで

容易に予備機への切替操作が可能な設計とする。 

※4 プルーム通過後の可搬型陽圧化空調機への切替え操

作詳細については，「2.4 換気空調系設備について」

に示す。 

※１ 予備の緊急時対策所空気浄化送風機は，緊急時対策

所立上げ時に必要となる屋外作業（可搬型ダクト接

続等）を実施しておく運用としており，緊急時対策

所内で容易に予備機への切替操作が可能な設計とす

る。 

※２ プルーム通過後の緊急時対策所空気浄化送風機への

切替え操作詳細については，「2.4 換気空調系設備

について」に示す。 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

(d) 可搬型外気取入送風機による通路部のパージ

プルーム通過直後に 5 号炉原子炉建屋付属棟内の放射

性物質濃度が屋外より高い場合においては，5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風

機を用いて屋外からの外気を直接給気し，放射性物質濃

度が屋外より高い屋内エリアの空気を置換できる設計と

する。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）可搬型外気取入送風機と 5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機とを連結して運

用することで，5 号炉原子炉建屋屋上から外気を給気可

能な設計とする。 

本操作は上記(c)項のプルーム通過後に建屋内の雰囲

気線量が屋外より高い場合における操作と同様に，可搬

型外気取入送風機の起動操作等の所要時間 10 分に，屋

外から外気取入を行うための仮設ダクト敷設 10 分，予

備機への切替操作 10 分を想定し，合計で 30 分を考慮す

ることで，床及び壁面に汚染が確認された場合において

は，除染を行うこととする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違
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図 3.2-10 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所における 

換気設備の運用イメージ 

第 3.2－9図 緊急時対策所における換気設備の運用イメージ ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

図 3.2-11 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所における 

換気設備の運用全体像 

第 3.2－10図 緊急時対策所における換気設備の運用全体像 ・運用の相違

【柏崎 6/7】 

状況

フェーズ フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ,Ⅳ

緊急時対策所

経過時間（時間）

備考0 24 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

緊急時対策所空気浄化送風機運転（１台：正圧化）

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）加圧（正圧化）

緊急時対策所空気浄化送風機運転（１台：正圧化）

事象発生

正圧化開始（緊急時対策所空気浄化送風機）

プルーム放出開始

正圧化開始（緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ））

空気ボンベから緊急時対策所空気浄化送風機へ切替

（a）

（b）

（c）
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図 3.2-12 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧化装置 

（空気ボンベ）による加圧判断のフローチャート 

第 3.2－11図 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）による 

加圧判断のフローチャート 
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図 3.2-13 可搬型陽圧化空調機により陽圧化する場合 

（プルーム通過前）のタイムチャート（操作手順(a)） 

第 3.2－12図 緊急時対策所空気浄化送風機により正圧化する 

場合（プルーム通過前）のタイムチャート（操作手順(a)） 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 
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図 3.2-14 陽圧化装置（空気ボンベ）により陽圧化を開始する 

場合（プルーム通過中）のタイムチャート（操作手順(b)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2－13図 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）により正

圧化を開始する場合（プルーム通過中）のタイムチャート 

（操作手順(b)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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図 3.2-15 陽圧化装置（空気ボンベ）から可搬型陽圧化空調機へ

切り替える場合（プルーム通過後）のタイムチャート 

（操作手順(c)） 

第 3.2－14図 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）から 

緊急時対策所空気浄化送風機へ切り替える場合 

（プルーム通過後）のタイムチャート（操作手順(c)） 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 
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図 3.2-16 可搬型外気取入送風機による通路部のパージを 

開始する場合のタイムチャート（操作手順(d)） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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④の相違 

3.3 汚染持ち込み防止について 

緊急時対策所には， 緊急時対策所の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において， 緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え

等を行うためのチェンジングエリアを設ける。 

 

チェンジングエリアは， 緊急時対策所に待機していた要員

が， 緊急時対策所外で作業を行った後，再度，緊急時対策所

に入室する際等に利用する。 

チェンジングエリアは，要員の被ばく低減の観点から，5 号

炉原子炉建屋内， かつ 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽

圧化バウンダリに隣接した場所に設営する。また， チェンジ

ングエリア付近の全照明が消灯した場合を想定し，乾電池内

蔵型照明を配備する。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所のチ

ェンジングエリア設営場所及び概略図を図 3.3-1， 2 に示す。 

 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所対策本部及び待機

場所に入室するアクセスルートは 2 ルート設けることから， 

使用するアクセスルートに応じてチェンジングエリアを設営

する。 

また， チェンジングエリアの設営は， 保安班員 2 名で， 

南側アクセスルートを使用する場合で約 60 分，北東側アク

セスルートを使用する場合で約 90 分を想定している。チェ

ンジングエリアの設営のタイムチャートを図 3.3-3 に示す。 

 

 

 

 

3.3 汚染持ち込み防止について 

  緊急時対策所には，プルーム通過後など緊急時対策所の外側

が放射性物質により汚染したような状況下において，緊急時対

策所への汚染の持込みを防止することを目的として，防護具の

脱衣，身体サーベイ及び除染を行うための区画として，チェン

ジングエリアを設ける。 

  屋外にて作業を行った現場作業員等が緊急時対策所に入室す

る際に利用する。 

 

 

 

 

  チェンジングエリアの設置場所及び概略図を第 3.3－1 図に

示す。 

  

3.3 汚染持ち込み防止について 

緊急時対策所には，緊急時対策所の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え

等を行うためのチェンジングエリアを設ける。 

 

チェンジングエリアは，緊急時対策所に待機していた要員

が，緊急時対策所外で作業を行った後，再度，緊急時対策所

に入室する際等に利用する。 

チェンジングエリアは，要員の被ばく低減の観点から，緊

急時対策所内，かつ緊急時対策所正圧化バウンダリの境界に

設営する。 

緊急時対策所のチェンジングエリア設営場所及び概略図を

第 3.3－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

また，チェンジングエリアの設営は，放射線管理班員１名

で 20分以内を想定している。チェンジングエリアの設営のタ

イムチャートを第 3.3－2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のチェン

ジングエリア付近の照

明は，全消灯しない 

・設備及び体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対策所に入室するルー

トは１ルートである 

また，対応要員と所要

時間の相違 
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(1) 5号炉原子炉建屋南側アクセスルートを使用する場合

図 3.3-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア 

設営場所及び概略図(5号炉原子炉建屋南側アクセスルート) 

第 3.3－1図 緊急時対策所チェンジングエリアの 

設置場所及び概略図 

第 3.3－1図 緊急時対策所チェンジングエリア 

設営場所及び概略図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 使用する設備の相違 
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(2) 5号炉原子炉建屋北東側アクセスルートを使用する場合

図 3.3-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア 

設営場所及び概略図( 5 号炉原子炉建屋北東側アクセスルート) 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対策所出入口にチェン

ジングエリアを設ける 

※ チェンジングエリアは，南側又は北東側アクセスルートのいず

れかを設置する。 

図 3.3-3 チェンジングエリアの設営のタイムチャート 第 3.3－2図 チェンジングエリアの設営のタイムチャート ・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

 対応要員と所要時間

の相違 

手順の項目

エリア状況確認

エリア設営

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 緊急時対策要員 １

チェンジングエリア設営完了 20分
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3.4 配備する資機材の数量及び保管場所について 

a． 資機材 

緊急時対策所には，少なくとも外部から支援なしに 7 日

間の活動を可能とするため，必要な資機材を配備する。な

お，それぞれの資機材は，汚染が付着しないようビニール

袋等であらかじめ養生し，配備する。5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所に配備する資機材の数量を表 3.4-1 に，資機

材保管場所の位置及び調達経路を図 3.4-1 に示す。 

 

3.4 配備する資機材の数量及び保管場所について 

   

緊急時対策所建屋には，少なくとも外部からの支援なし 7 日

間の活動を可能とするため，資機材等を配備する。 

   

 

 

配備する資機材等を第 3.4－1表に，保管スペースを第 3.4－

1図に示す。 

 

3.4 配備する資機材の数量及び保管場所について 

ａ．資機材 

緊急時対策所には，少なくとも外部から支援なしに７日間

の活動を可能とするため，必要な資機材を配備する。なお，

それぞれの資機材は，汚染が付着しないよう緊急時対策所正

圧化バウンダリに配備する。また，チェンジングエリア用資

機材は汚染が付着しないようポリシート等であらかじめ養生

し，チェンジングエリアに配備する。緊急時対策所に配備す

る資機材の数量を第 3.4－1表に，資機材保管場所を第 3.4－

1図に示す。 

 

 

 

表 3.4-1 配備する資機材の数量 

 

 

 

 

※ 1：1～7 号炉対応の緊急時対策要員 164 名＋自衛消防隊

10 名＋余裕 

※ 2：4 日目以降は除染で対応する。 

※ 3：初動態勢時に緊急時対策所に参集する要員（ 51 名）

分を 5 号炉定検事務室又はその近傍の執務及び宿泊場

所，並びに第二企業センター又はその近傍の執務及び

宿泊場所に配備する。 

第 3.4－1表 配備する資機材等 

(注)今後，訓練等を踏まえた検討により変更となる可能性がある。 

 
 

 

 

 

 

 

※1 現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数 

 

※2 3日目以降は除染で対応する。 

 

 

 

 

※3 2個を 1セットで使用する。 

※4 「監視測定設備」と兼用 

第 3.4－1表 配備する資機材の数量 

 

 

※１：110名（１号及び２号炉対応の緊急時対策要員 77名＋自衛

消防隊 15名＋運転員９名＋余裕） 

※２：４日目以降は除染で対応する。 

※３：初動体制時に緊急時対策所に参集する要員（38名）分を執

務室，宿泊場所等に配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

数量を記載する 
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図 3.4-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 資機材保管場所の 

位置及び調達経路 

第 3.4－1図 配備する主な資機材等の保管場所 第 3.4－1図 緊急時対策所資機材保管場所 
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緊急時対策所には，緊急時対策所エリアモニタ（可搬型）を

配備し，重大事故等発生時に緊急時対策所室内に設置し，緊急

時対策所の線量率を監視，測定する。また，当該緊急時対策所

エリアモニタは，プルーム放出後の緊急時対策所への到達及び

通過の時期を把握して，換気設備の運転変更や加圧設備への切

り替えの判断に使用する。 

  緊急時対策所エリアモニタの仕様を第 3.4－2表に示す。 

第 3.4－2表 緊急時対策所エリアモニタの仕様 

緊急時対策所には，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備

し，対策要員の活動に支障がない範囲にあることを把握できる

ようにする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の仕様を第 3.4－3 表に示

す。 

第 3.4-3表 酸素濃度系および二酸化炭素濃度系の使用 

緊急時対策所エリアモニタ及び酸素濃度計，二酸化炭素濃度

計の配置を第 3.4－2図に示す。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

「5.2（2）及び（4）」

に記載する 
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※設置場所については今後の訓練等により変更となる可能性あり

第 3.4－2図 エリアモニタ及び酸素濃度計,二酸化炭素濃度計の

配置場所 

ｂ．照明 

（ａ） 設計基準対象施設 

設計基準事故に対処するために，5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部），5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）及び 5 号炉原子炉建屋屋内アクセスルート上

に非常用照明，常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照

明を設置する設計とする。 

非常用照明（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）を除く）は 5 号炉非常用所内電源設備から，常用照明

は 5 号炉常用所内電源設備から，直流非常灯は 5号炉非常

用直流電源設備から給電可能な設計とする。 

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内

に設置する非常用照明及び蓄電池内蔵型照明は，外部電源

が喪失した際に必要な照明が確保できるよう，6 号及び 7

号炉非常用ディーゼル発電機から給電可能な設計とし，全

交流動力電源喪失時に 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用

可搬型電源設備から給電可能な設計とする。 

図 3.4-2に照明装置，図 3.4-3に照明配置図を示す。 

ｂ．照明 

(a) 設計基準対象施設

設計基準事故に対処するために，緊急時対策所に非常用

照明及び電源内蔵型照明を設置する設計とする。 

非常用照明及び電源内蔵型照明は非常用所内電気設備か

ら給電可能な設計とする。 

また，緊急時対策所内に設置する非常用照明及び電源内

蔵型照明は，外部電源が喪失した際に必要な照明が確保で

きるよう，非常用ディーゼル発電機から給電可能な設計と

し，全交流動力電源喪失時に緊急時対策所用発電機から給

電可能な設計とする。 

第 3.4－2 図に照明装置，第 3.4－3 図に照明配置図を示

す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違，島根は非常

用照明及び電源内蔵型

照明のみ設置している 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違，島根は非常

用所内電気設備に接続

している設備のみ記載 
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図 3.4-2 照明装置 第 3.4－2図 照明装置 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

採用している照明設

備の相違 
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図 3.4-3 照明配置図(1/4) 第 3.4－3図 照明配置図 
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図 3.4-3 照明配置図(2/4) 

図 3.4-3 照明配置図(3/4) 

図 3.4-3 照明配置図(4/4) 
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（ｂ）重大事故等対処設備 

重大事故等に対処するために，5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）に非常用照明及び蓄電池内蔵型照明

を設置する設計とする。 

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）及

び 5 号炉原子炉建屋内アクセスルートに 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）に保管する乾電池内蔵型照明

を設置し，必要な照度※を確保できる設計とする。 

さらに乾電池内蔵型照明（ランタンタイプ LED ライト） 

が活用できない場合を考慮し，乾電池内蔵型照明（ヘッド

ライト（ヘルメット装着用））及び懐中電灯を 5号炉原子炉

建屋内緊急時対策所（対策本部）に保管する設計とする。 

 

表 3.4-2に乾電池内蔵型照明の保管場所，数量及び仕様， 

図 3.4-4 に乾電池内蔵型照明を用いた現場状況,図 3.4-5 

に照明配置図を示す。 

※ 照度： 1 ルクス以上（ 建築基準施行令） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 重大事故等対処設備 

重大事故等対処するために，緊急時対策所に非常用照明

及び電源内蔵型照明を設置する設計とする。 

 

また，緊急時対策所に参集する要員のため，可搬型照明

として，懐中電灯及びヘッドライトを免震重要棟に保管し，

必要な照度※を確保できる設計とする。 

 

さらに懐中電灯及びＬＥＤライト（ランタンタイプ）を

緊急時対策所に保管する設計とする。 

 

 

 

第 3.4－2表に可搬型照明の保管場所，数量及び仕様，第

3.4－4図に可搬型照明を用いた現場状況を示す。 

 

※ 照度：１ルクス以上（建築基準法施行令） 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

保管場所，数量及び仕

様の相違 
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表 3.4-2 乾電池内蔵型照明の保管場所，数量及び仕様 

※1．個数（予備数を含む）については，運用を考慮し今後変更と

なる場合がある。 

第 3.4－2表 可搬型照明の保管場所，数量及び仕様 

※保管場所，数量，仕様については，今後の検討により変更とな

る可能性がある。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

保管場所，数量及び仕

様の相違 
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※貼付画像については， 印刷仕上がり時に照明確認時点と同様

の雰囲気となるよう補正を施してあります。） 

図 3.4-4 乾電池内蔵型照明 

緊急時対策所入口 

（屋外で懐中電灯を点灯 ６ルクス） 

緊急時対策所 対策本部 

（電力の供給が緊急時対策所用発電機から開始されるまでの 

非常用照明（電源内蔵型）及び，電源内蔵型照明点灯時に 

ランタンを使用 60ルクス）

第 3.4－4図 可搬型照明を用いた現場状況 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

保管場所，数量及び仕

様の相違 
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図 3.4-5 照明配置図(1/4) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-5 照明配置図(2/4) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-5 照明配置図(3/4) 
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図 3.4-5 照明配置図(4/4) 

3.5 廃止措置中の東海発電所の事故対応が同時発生した場合に

ついて 

緊急時対策所は，東海第二発電所の重大事故発生時に廃止措

置中の東海発電所双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行

う必要があり，総合的な管理を行うことによって安全性の向上

が図れることから，東海第二発電所及び廃止措置中の東海発電

所で共用することとし，共用した場合においても廃止措置中の

東海発電所の災害対策要員を収容できるスペースを確保する。

また，プルーム通過中においても，緊急時対策所にとどまる要

員は，東海第二発電所重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員と原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するために必要な要員，合計 66名に加え，

廃止措置中の東海発電所の災害対策要員として 4名の合計 70名

を想定している。 

なお，廃止措置中の東海発電所の事故対応に必要な資機材等

は，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備を除き，廃止措置中の東海発電所専用に確保する

とともに，これらの設備については，廃止措置中の東海発電所

において同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設

備とすることで東海第二発電所へ影響を及ぼすことはない。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

61-303



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 3.5－1図 緊急時対策所 必要要員の考え方 

（廃止措置中の東海発電所の事故対応が同時発生した場合） 

※上記の災害対策要員の他に，初期消火活動に当たる自衛消防隊

員 22名（東海第二専従及び東海発電所専従）が発電所内に常駐

している。プルーム通過中は発電所外に待機するが，プルーム

通過後は発電所に常駐する。また，オフサイトセンターに派遣

されたオフサイトセンター派遣者 8名が発電所外で活動してい

る。 

※要員数については，今後の訓練及び東海発電所の廃止措置工事

の進捗を踏まえた検討により変更となる可能性がある。 

第 3.5－2図 緊急時対策所 事故発生から 

プルーム通過後までの要員の動き 

（廃止措置中の東海発電所の事故対応が同時発生した場合） 
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4 . 耐震設計方針について 

緊急時対策所の機能は，事故に対応するために必要な対策

要員がとどまるとともに，対策要員が事故時において事故対

応に必要な情報を把握し，対策指令・通信連絡を可能とする

ことであり， またこれら設備に対して，電源供給を行うこと

である。 

本項では，緊急時対策所に設置する以下の設備に対する耐

震設計方針を示す。 

・ 居住性を確保するための設備

・ 必要な情報を把握できる設備

・ 通信連絡設備

・ 電源設備

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所への対策要員の参

集及び交替のため， 重大事故等への対処のための現場出向や

可搬型重大事故等対処設備の運搬のため，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所を設置する 5 号炉原子炉建屋内のアクセスル

ートを確保する必要がある。設備と併せて， アクセスルート

についての耐震設計方針も示す 

なお， 緊急時対策所が設置される 5 号炉原子炉建屋につ

いては， 基準地震動による地震力に対して機能が喪失しない

設計とする。5 号炉原子炉建屋の耐震成立性の見通しについ

ては， 本補足説明資料「5.15 5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所の耐震設計について」で示す。 

※ 1 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（ 対策本部） 及び 5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（ 待機場所） とで構成される。なお以下

では，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ 対策本部）

及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ 待機場所）の

両方をまとめて扱う場合， 単に 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所と呼称する。 

4. 耐震設計方針について

緊急時対策所に必要な機能として，第 4－1表に示す設備があ

る。これら必要な機能に対して，基準地震動 Ssによる地震力に

対し，機能が喪失しないことを確認する，又は適切に固縛，転

倒防止措置等を施すことで，基準地震動 Ss による地震力に対

し，機能を損なわない設計とする。 

4. 耐震設計方針について

緊急時対策所の機能は，事故に対応するために必要な対策

要員がとどまるとともに，対策要員が事故時において事故対

応に必要な情報を把握し，対策指令・通信連絡を可能とする

ことであり，またこれら設備に対して，電源供給を行うこと

である。 

本項では，緊急時対策所に設置する以下の設備に対する耐

震設計方針を示す。 

・居住性を確保するための設備

・必要な情報を把握できる設備

・通信連絡設備

・電源設備

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

61-305
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( 1 ) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の機能と主要設備につ

いて 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部），及び 5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）の機能と主要

設備を表 4-1 に示す。 

(1) 緊急時対策所の機能と主要設備について

緊急時対策所の機能と主要設備を第 4－1表に示す。 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

表 4-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の機能と主要設備 

※ 1： 5 号炉建屋内緊急時対策所には， 重大事故等が発生

した場合において， 対策要員を 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所に円滑かつ安全に収容することができる

よう，5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンを設置す

る。 

※ 2： 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所本部と待機場所間の

通信連絡を行うために設置する設計とする。 

第 4－1表 緊急時対策所に必要な機能及び主な設備 第 4－1表 緊急時対策所の機能と主要設備 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違
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(1) 緊急時対策所に設置する代替電源設備について

代替電源設備について以下のとおり耐震評価を行い，機

能が喪失しないことを確認する。 

第 4－2表 代替電源設備に係る耐震性評価 

・島根２号炉は（４）項

に記載

【東海第二】 

(2) 緊急時対策所に設置する換気設備等について

換気設備等について以下のとおり耐震評価を行い，機能

が喪失しないことを確認する。 

第 4－3表 換気設備等に係る耐震性評価 

・島根２号炉は（２）項

に記載

【東海第二】 
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 (3) 緊急時対策所に設置する通信連絡設備等について 

  ①通信連絡設備について 

    重大事故等発生時に使用する通信連絡設備については，

基準地震動Ｓｓの地震力に対して機能を維持するように，

以下の措置を講じる。 

 

第 4－4表 通信連絡設備に係る耐震性評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根２号炉は（３）項

に記載 

【東海第二】 
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②ＳＰＤＳについて

 緊急時対策所のＳＰＤＳデータ表示に係る機能に関して

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持する

ように，以下の措置を講じる。 

第 4－5表 ＳＰＤＳに係る耐震性評価 

第 4－1図 ＳＰＤＳの概要 

・島根２号炉は（３）項

に記載

【東海第二】 
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( 2 ) 居住性を確保するための設備 

a . 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ 対策本部） 

( a ) 対策本部遮蔽 

対策本部と遮蔽性能を期待する壁面等について，図

4-1，4-2に示す。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，対

策本部を設置する高気密室の天井にあたる原子炉建屋屋

上及び側面の壁を形成するコンクリート躯体を遮蔽体と

して見なして設計することとする。また一部の壁につい

ては遮蔽性能を補うため， 追加の遮蔽を設置する設計と

する。これら遮蔽体は基準地震動による地震力に対して

遮蔽性能を維持することを確認する。 

(2) 居住性を確保するための設備

（ａ）緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所遮蔽について，第 4－1 図，第 4－2 図に示

す。緊急時対策所遮蔽は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して遮蔽性能を喪失しないことを確認する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

図4-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

遮蔽説明図(NS方向) 

第 4－1図 緊急時対策所遮蔽説明図（A-A断面） ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

キープラン 
A A 

緊急時対策所 
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図4-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

遮蔽説明図(EW方向) 

第 4－2図 緊急時対策所遮蔽説明図（B-B断面） ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

( b ) 高気密室 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ 対策本部） 高気

密室は， 5 号炉原子炉建屋地上3 階に設置される常設の

重大事故等対処設備として，基準地震動による地震力に

対して機能が喪失しない設計とする（ 詳細な設計方針に

ついては5 .13 項に示す）。 

（ｂ）緊急時対策所 

緊急時対策所は，敷地高さ EL.50mの高台に設置される常

設の重大事故等対処施設として，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して機能が喪失しない設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

( c ) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬

型陽圧化空調機,可搬型外気取入送風機の耐震設計 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ 対策本部）可搬型

陽圧化空調機,可搬型外気取入送風機は，転倒防止措置等

を施すとともに，加振試験等により基準地震動による地

震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 

本装置を保管用架台に設置した状態の外観を図4 - 3 

に示す。 

（ｃ）緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フ

ィルタユニットの耐震設計 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化

フィルタユニットは,転倒防止措置等を施すとともに,基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して機能が喪失しないことを

確認する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

キープラン

B
 

緊急時対策所 

B
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図4-3 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

可搬型陽圧化空調機,可搬型外気取入送風機 設置状態外観 

（可搬型外気取入送風機はフィルタユニット無し） 
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( d ) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽

圧化装置の耐震設計 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化

装置は，空気ボンベの転倒防止措置等を施すとともに，

配管・弁が基準地震動による地震力に対して機能を喪失

しない設計とする。 

 

 （ｄ）緊急時対策所正圧化装置の耐震設計 

 

緊急時対策所正圧化装置は,空気ボンベの転倒防止措置

等を施すとともに,配管・弁が基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して機能を喪失しない設計とする。 

 

 

( e ) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二

酸化炭素吸収装置の耐震設計 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化

炭素吸収装置は，加振試験等により基準地震動による地

震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 

 

  

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

( f ) 酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計，可搬型

エリアモニタの耐震設計 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）に設置

する酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計，可搬型エ

リアモニアは，転倒防止措置等を施すとともに，加振試

験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失

しないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  居住性の確保，放射線量を測定する設備について 

 

   緊急時対策所遮蔽，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，緊

急時対策所エリアモニタについては，基準地震動ＳＳの地

震力に対して機能を維持するように，以下の措置を講じる。 

（ｅ） 酸素濃度計， 二酸化炭素濃度計， 差圧計，可搬式エリ

ア放射線モニタの耐震設計 

緊急時対策所に設置する酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，

差圧計，可搬式エリア放射線モニタは，転倒防止措置等を

施すとともに，加振試験等により基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 
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表 4-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

 酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計，可搬型エリアモニタ 

に係る耐震設計 

 

* 居住性を確保するための設備のうち，可搬型モニタリングポス

トについては「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第 4－6表 居住性の確保，放射線量の測定する設備 

に係る耐震性評価 

 

 

第 4－2表 緊急時対策所 酸素濃度計，二酸化炭素濃度計， 

差圧計，可搬式エリア放射線モニタに係る耐震設計 

 

 

 

※：居住性を確保するための設備のうち，可搬式モニタリング・

ポストについては「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則

第六十条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

b . 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

( a ) 待機場所遮蔽 

待機場所と遮蔽性能を期待する壁面等について，図4- 

4～10に示す。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，待機

場所を設置する5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場

所）の天井にあたる原子炉建屋屋上及び側面の壁を形成

するコンクリート躯体を遮蔽体として見なして設計する

こととする。 

また一部の壁及び天井については遮蔽性能を補うよ

う，追加の遮蔽を壁，天井，又はプルーム通過時にとど

まる場所に設置する設計とする。これら遮蔽体は基準地

震動による地震力に対して遮蔽性能を維持することを確

認する。 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-4 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽説明図 

（平面図） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図 4-5 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所遮蔽説明図 

(屋上平面図) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-6 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

遮蔽説明図(A-A方向) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図4-7 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

遮蔽説明図(B-B方向) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-8 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

遮蔽説明図(C-C方向) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図4-9 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

遮蔽説明図(D-D方向) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-10 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

遮蔽説明図(E-E方向) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

( b ) 待機場所気密壁 

待機場所と気密性能を期待する壁面等について，図4 - 

1 1 に示す。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は， 待機

場所を設置する5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（ 待機

場所） の天井にあたる原子炉建屋屋上及び側面の壁を形

成するコンクリート躯体に気密性を期待し， 外部から接

続する可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置（ 空気ボン

ベ） を用いて送気することで待機場所全体を陽圧化バウ

ンダリとして見なして設計することとする。これらバウ

ンダリ壁は基準地震動による地震力に対して気密性能を

維持することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-11 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）換気設備 

配置図（5号炉原子炉建屋 地上3階） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

( c ) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽

圧化空調機の耐震設計 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽

圧化空調機は，転倒防止措置等を施すとともに，加振試

験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失

しないことを確認する。 

本装置を保管用架台に設置した状態の外観を図4-12 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-12 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

可搬型陽圧化空調機保管状態外観 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

( d ) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化

装置の耐震設計 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装

置は，空気ボンベの転倒防止措置等を施すとともに，配

管・弁が基準地震動による地震力に対して機能を喪失し

ない設計とする。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

( e ) 酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計，可搬型エ

リアモニタの耐震設計 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）にて使

用する酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計及び可搬

型エリアモニアは，通常時は対策本部内に保管し転倒防

止措置等を施すとともに，加振試験等により基準地震動

による地震力に対して機能が喪失しないことを確認す

る。 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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表 4-3 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計，差圧計，可搬型エリアモニタに係る耐震設計 

 

※酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計及び可搬型エリアモニ

アは，通常時に対策本部で保管してあるものを，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所の立ち上げ時に人力にて待機場所に運搬の

うえ使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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( 3 ) 必要な情報を把握できる設備及び通信連絡設備 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）に設置す

る必要な情報を把握できる設備及び通信連絡設備は，転倒

防止措置等を施すことで，基準地震動による地震力に対し

て機能を喪失しない設計とする。 

また,建屋間の伝送ルートは，無線系回線により基準地震

動による地震力に対する耐震性を確保する設計とし，有線

系回線については可とう性を有するとともに，余長の確保

及び 2回線化することにより，地震力による影響を低減す

る設計とする。 

 

 (3) 必要な情報を把握できる設備及び通信連絡設備 

緊急時対策所に設置する必要な情報を把握できる設備及び

通信連絡設備は，転倒防止措置等を施すことで，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して機能を喪失しない設計とする。 

 

また，建物間の伝送ルートは，無線系回線により基準地震

動Ｓｓによる地震力に対する耐震性を確保する設計とし，有

線系回線については可とう性を有するとともに，余長の確保

及び２回線化することにより，地震力による影響を低減する

設計とする。 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

（３）①に記載 

 

表 4-4 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 通信連絡設備に 

係わる耐震設計 

 

※：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所本部と待機場所間の通信連

絡を行うために設置する設計とする。また通常時は対策本部

で保管してあるものを，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の

立ち上げ時に人力にて待機場所に運搬のうえ使用する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4－3表 緊急時対策所の通信連絡設備に係わる耐震設計 

 

 

 

・設備，記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違，設置設備の

相違 

【東海第二】 

（３）①に記載 

設置設備の相違 
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表 4-5 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

必要な情報を把握できる設備に係わる耐震設計 

 
 

 第 4－4表 緊急時対策所 必要な情報を把握できる設備に 

係わる耐震設計 

 

※ 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備に関す

る装置 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違，設置

場所の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

( 4 ) 電源設備 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は 5 号

炉原子炉建屋東側に設置し，頑強なフィルタベント建屋基礎

に固定することで転倒防止措置等を施すとともに，加振試験

等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しない

ことを確認する。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電

源設備は，予備を大湊側高台保管場所に保管することとする。

予備は車両に搭載すること等で転倒防止措置等を施すととも

に，加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能

が喪失しないことを確認する。また，負荷変圧器，交流分電

盤は，耐震性を有する 5 号炉原子炉建屋に設置し，転倒防止

措置等を施すとともに，盤及び装置が基準地震動による地震

力に対して機能が喪失しないことを確認する。5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から負荷変圧器，交流分

電盤及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所重大事故対処設備

までのケーブルは，耐震性を有する電線管等に敷設する。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の保管

場所を図 4-13に，また，外観を図 4-14 に示す。 

 (4) 電源設備 

緊急時対策所用発電機は屋外（緊急時対策所北側）に設置

し，車両に搭載すること等で転倒防止措置等を施すとともに，

加振試験等により基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能

が喪失しないことを確認する。緊急時対策所用発電機は，予

備機を屋外（第４保管エリア）に保管することとする。予備

機についても車両に搭載すること等で転倒防止措置等を施す

とともに，加振試験等により基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して機能が喪失しないことを確認する。また，緊急時対策

所 発電機接続プラグ盤，緊急時対策所 低圧母線盤は，耐

震性を有する緊急時対策所外壁又は建物内に設置し，転倒防

止措置等を施すとともに，盤及び装置が基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。緊急時

対策所 発電機接続プラグ盤から緊急時対策所 低圧母線盤

及び緊急時対策所重大事故対処設備までのケーブルは，耐震

性を有する電線管等に敷設する。緊急時対策所用燃料地下タ

ンクは屋外に設置し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して

機能が喪失しないことを確認する。タンクローリは屋外に設

置し，輪留めによる固定等をするとともに，加振試験等によ

り基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能が喪失しないこ

とを確認する。 

緊急時対策所用発電機の保管場所を第 4－3図に，また，外

観を第 4－4図に示す。 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根は固定せずに配

備する 

【東海第二】 

（１）項に記載 

島根は可搬型の発電

機を配備する 

加振試験等により機

能喪失しないことを確

認する 

 

 

・設備，記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の燃料補

給設備は，緊急時対策所

専用のため記載 

【東海第二】 

（１）項に記載 
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図 4-13 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備 

保管場所 

第 4－3図 緊急時対策所用発電機 保管場所 

図 4-14 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備 

外観 

（注）車両に搭載する発電機を示す。 

第 4－4図 緊急時対策所用発電機 外観 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違
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( 5 ) 建屋内アクセスルートの耐震設計 

地震，地震随伴火災及び地震による内部溢水を想定した場

合においても，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の対策要員

が必要な事故対応を行うため,5 号炉原子炉建屋内のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

 

a . アクセスルートと選定に際しての確認事項 

建屋内アクセスルートの耐震設計として緊急時対策所の機

能に影響を与えるおそれがある以下の事項について確認及び

対策を行うこととする。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所のア

クセスルート（ 南側アクセスルート，北東側アクセスルート） 

を図4 - 1 5～ 1 8 に示す。 

 

①地震時の影響 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の対策要員が必要な事故

対応を行うための作業現場との往来に際し，地震に起因して

機器の転倒等により通行が阻害されないことをプラントウォ

ークダウンにて確認する。 

 

②地震随伴火災の影響 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の対策要員が必要な事故

対応を行うための作業現場との往来に際し，地震に起因して

機器が損壊し，火災源となることにより通行が阻害されない

ように設計する。 

 

③地震による内部溢水の影響 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の対策要員が必要な事故

対応を行うための作業現場との往来に際し，地震に起因して

溢水源となる配管等が損壊することで発生する影響により，

通行が阻害されないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-15 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所のアクセスルート 

（原子炉建屋1階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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①の相違 
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図4-16 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所のアクセスルート 

（原子炉建屋中2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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①の相違 
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図4-17 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所のアクセスルート 

（原子炉建屋2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図4-18 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所のアクセスルート 

（原子炉建屋3階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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b . 地震時の影響評価結果 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の5 号炉原子炉建屋内ア

クセスルート上の資機材等の転倒防止確認結果を表4 - 6 に

示し， アクセスルートウォークダウン確認状況を表4 - 7 に

示す。 

 

（ アクセスルートウォークダウンの観点・結果） 

・ 周辺機器までの離隔距離をとる等により，アクセス性に与

える影響がないことを確認した。 

・ 周辺に作業用ホイスト・レール， グレーチング， 手すり

等がある場合，落下防止措置等により，アクセス性に与え

る影響がないことを確認した。 

・ 周辺に保管されている資機材等がある場合，転倒防止処置

等が実施されていることを確認した。 

・ 万が一，周辺に保管されている資機材等が転倒した場合で

あっても，通行可能な通路幅があるか，通路幅がない場合

であっても迂回又は乗り越えが可能であるため， アクセス

性に与える影響がないことを確認した。 

・ 上部に照明器具がある場合，蛍光灯等の落下を想定しても，

アクセス性に与える影響がないことを確認した。 

・ 周辺に油タンク等がある場合， 位置， 構造及び可燃物移

設等により， 火災によるアクセス性に与える影響がないこ

とを確認した。 

 

なお，柏崎刈羽原子力発電所の屋内設置物（ 資機材等） の

固縛については，2 0 0 7 年新潟県中越沖地震時に，仮置き

していた資機材が地震動により移動し， ほう酸水注入系配管

の保温材を変形させた事象を踏まえ，以下の方針に基づき資

機材等の固縛を実施する運用としており， 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所のアクセスルートを設定する場所についても

同様の対策が完了している。 

 

①資機材等についてはその物品の形状や保管状態， 人の退避

空間の確保，現場へのアクセスルート確保を検討のうえ， 

改善すべき点があれば固定・固縛・転倒防止・レイアウト

の変更等を行う。 

②資機材等については重要設備近傍に近づけない（ 重要設備

近傍に設置する場合は， 固定， 固縛を実施する）。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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表 4-6 資機材等の転倒防止確認結果 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

表 4-7 資機材等の転倒防止処置の例 

 

※ 類似の転倒防止処置例は代表例の写真を示す 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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c .重大事故対処時における建屋北側からのアクセス 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所へは，前記a.に記載の通

り，原子炉建屋屋内の2 方向からのアクセスが可能なよう

設計している。 

さらに5号炉原子炉建屋の北側屋内の通路等が利用可能

な場合には，5号炉原子炉建屋北側の建屋入口扉を経由し

て，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所へ移動可能な設計とす

る。これにより6 号及び7 号炉の格納容器破損時やフィル

タベント装置使用時等， 事故号炉からの放射線影響が高い

場合に，事故号炉に近づくことなく5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所へアクセスできるようにする。 

建屋北側のアクセスルートを図4-19～21に図示する 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図4-19 5号炉原子炉建屋北側からのアクセスルート 

（原子炉建屋1階） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

なお，5号炉原子炉建屋屋内北側には耐震グレードの低い

5 号炉設備（廃棄物処理系機器）が配置された設計となっ

ていることから， 地震後においてアクセスルートが健全で

ある場合に活用することとする。 
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図4-20 5号炉原子炉建屋北側からのアクセスルート 

（原子炉建屋中2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図4-21 5号炉原子炉建屋北側からのアクセスルート 

（原子炉建屋2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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5. 添付資料

5.1 チェンジングエリアについて 

(1) チェンジングエリアの基本的な考え方

チェンジングエリアの設営に当たっては，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈」第 61 条第１項（緊急時対策所）並びに「実用発電用

原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の解釈」第

76 条第１項（緊急時対策所）に基づき，緊急時対策所の外側

が放射性物質により汚染したような状況下において，緊急時対

策所への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリング及び作

業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考

え方とする。 

  なお，チェンジングエリアは 6号及び 7号炉共用とする。 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則

の解釈第 76条第１項（緊急時対策所）抜粋） 

(2) チェンジングエリアの概要

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，除染

エリアからなり，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧化バウ

ンダリに隣接するとともに，要員の被ばく低減の観点から 5号

炉原子炉建屋内に設営する。概要は表 5.1-1のとおり。 

5. 添付資料

5.1 チェンジングエリアについて 

5.1.1 チェンジングエリアの基本的な考え方 

チェンジングエリアの設営に当たっては，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則

の解釈」第 61条第 1項（緊急時対策所）並びに「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第 76条

第 1 項（緊急時対策所）に基づき，緊急時対策所建屋の外側が

放射性物質により汚染したような状況下において，緊急時対策

所への汚染の持込みを防止するため，身体サーベイ及び作業服

の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考え方と

する。 

なお，チェンジングエリアは東海発電所及び東海第二発電所

共用とする。 

（「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」第 76条第 1項（緊急時対策所）抜粋） 

5.1.2 チェンジングエリアの概要 

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，除染

エリアからなり，緊急時対策所建屋入口に設置する。概要は第

5.1－1表のとおり。 

5. 添付資料

5.1 チェンジングエリアについて 

(1) チェンジングエリアの基本的な考え方

チェンジングエリアの設営にあたっては，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈」第 61 条第１項（緊急時対策所）並びに「実用発

電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の解

釈」第 76条第１項（緊急時対策所）に基づき，緊急時対策所

の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリ

ング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを

基本的な考え方とする。 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則

の解釈第 76条第１項（緊急時対策所）抜粋） 

(2) チェンジングエリアの概要

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，除

染エリアからなり，緊急時対策所正圧化バウンダリの境界に

設営するとともに，要員の被ばく低減の観点から緊急時対策

所内に設営する。概要は第 5.1－1表のとおり。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 
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表 5.1-1 チェンジングエリアの概要 

(3) チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート

チェンジングエリアは，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽

圧化バウンダリに隣接した場所に設置する。チェンジングエリ

アの設営場所及び屋内のアクセスルートは，図 5.1-1，2 のと

おり。 

  なお，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所対策本部及び待機場

所に入室するアクセスルートは 2 ルート設けることから，使用

するアクセスルートに応じてチェンジングエリアを設営する。 

第 5.1－1表 チェンジングエリアの概要 

5.1.3 チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート 

  チェンジングエリアは，緊急時対策所建屋入口に設置する。

チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルートは，

第 5.1－1図のとおり。 

第 5.1－1表 チェンジングエリアの概要 

(3) チェンジングエリアの設営場所

チェンジングエリアは，緊急時対策所正圧化バウンダリの

境界に設営する。チェンジングエリアの設営場所は，第 5.1

－1図のとおり。 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，チェン

ジングエリア全面を養

生シートにより養生及

び資機材配置を行って

いる 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策所に入室するアク

セスルートは１ルート

である 
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a. 5号炉原子炉建屋南側アクセスルートを使用する場合

図 5.1-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア

の設営場所及び屋内のアクセスルート 

（5号炉原子炉建屋南側アクセスルート） 

第 5.1－1図 緊急時対策所チェンジングエリアの設営場所及び

屋内のアクセスルート 

第 5.1－1図 緊急時対策所チェンジングエリアの設営場所 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設営場所の相違 
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  b. 5号炉原子炉建屋北東側アクセスルートを使用する場合 

 

図 5.1-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア

の設営場所及び屋内のアクセスルート 

（5号炉原子炉建屋北東側アクセスルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策所に入室するルー

トは１ルートである 
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(4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材）

a. 考え方

緊急時対策所への放射性物質の持ち込みを防止するため，

図 5.1-3 の設営フローに従い，図 5.1-4，5 のとおりチェン

ジングエリアを設営する。 

チェンジングエリアの設営は，保安班員 2名で，南側アク

セスルートを使用する場合は約 60 分，北東側アクセスルー

トを使用する場合は約 90分を想定している。

 なお，チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期

的に訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ること

としている。 

 チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急時対

策要員（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外））の保安班

2名，または参集要員（10時間後までに参集）のうち，チェ

ンジングエリアの設営に割り当てることができる要員で行

う。 

 設営の着手は，保安班長が，原子力災害対策特別措置法第

10 条特定事象が発生した後，事象進展の状況（格納容器雰

囲気放射線レベル計（CAMS）等により炉心損傷を判断した場

合等），参集済みの要員数及び保安班が実施する作業の優先

順位を考慮して判断し，速やかに実施する。 

図 5.1-3 チェンジングエリア設営フロー 

5.1.4 チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

(1) 考え方

緊急時対策所への放射性物質の持込みを防止するため，第

5.1－2図の設営フローに従い，第 5.1－3図のとおりチェン

ジングエリアを設営する。 

チェンジングエリアの設営は，放射線管理班員 2名で約 20

分（資機材運搬に約 4分を想定及び資機材の設置に訓練実績

から約 13分を確認）を想定している。 

なお，チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期

的に訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ること

としている。 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の要員の放

射線管理班における重大事故等対応要員 4名のうちから 2名

以上の要員をチェンジングエリアの設営に割当て行う。 

設営の着手は，原子力災害特別措置法第 10条特定事象が発

生した後，事象進展の状況，参集済みの要員数及び放射線管

理班が実施する作業の優先順位を考慮して放射線管理班長が

判断し，速やかに実施する。 

第 5.1－2図 チェンジングエリア設営フロー 

(4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材）

  ａ．考え方 

 緊急時対策所への放射性物質の持ち込みを防止するた

め，第 5.1－2 図の設営フローに従い，第 5.1－3 図のとお

りチェンジングエリアを設営する。なお，チェンジングエ

リアは，速やかな設営作業を可能とするよう，各エリアを

平常時から養生シートによりあらかじめ養生しておくとと

もに，第 5.1－3 図に示す資機材を配備しておく。 

チェンジングエリアの設営は，放射線管理班員１名で 20

分以内を想定している。 

なお，チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定

期的に訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図る

こととしている。 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急時

対策要員の放射線管理班のうち１名をチェンジングエリア

の設営に割り当て行う。 

設営の着手は，原子力災害特別措置法第十条第一項に該

当する事象又は原子力災害特別措置法第十五条第一項に該

当する事象（以下「原災法該当事象」という。）が発生し

た後，事象進展の状況，参集済みの要員数及び放射線管理

班が実施する作業の優先順位を考慮して放射線管理班長が

判断し，速やかに実施する。 

第 5.1－2図 チェンジングエリア設営フロー 

・運用及び体制の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，チェン

ジングエリア全面を養

生シートにより養生及

び資機材配置を行って

いる 

チェンジングエリア

設営要員及び設営時間

の相違 
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  5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

  (a) 5号炉原子炉建屋南側アクセスルートを使用する場合 

 

 

 

 

図 5.1-4 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア 

（5号炉原子炉建屋南側アクセスルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－3図 緊急時対策所チェンジングエリアのレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－3図 緊急時対策所チェンジングエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設置場所，使用する資

機材の相違 
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 (b) 5号炉原子炉建屋北東側アクセスルートを使用する場合 

 

図 5.1-5 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア 

（5号炉原子炉建屋北東側アクセスルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策所に入室するルー

トは１ルートである 
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  b. チェンジングエリア用資機材 

    チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチ

ェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考

慮して，表 5.1-2 のとおりとする。 

    チェンジグエリア用資機材は，チェンジングエリア付近に

保管する。なお，アクセスルートに応じてチェンジングエリ

アを設営するため，チェンジングエリア用資機材は南側アク

セスルート又は北東側アクセスルートのチェンジングエリ

ア設営に必要な最大数を保管する。 

 

表 5.1-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

チェンジングエリア用資機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) チェンジングエリア用資機材 

   チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチ

ェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮

して，第 5.1－2表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－2表 チェンジングエリア用資機材 

 
※1 今後，訓練等で見直しを行う。 

※2 各エリア間の 5個×1.5 倍＝7.5個→8個 

※3 エリアの設営に必要な数量 

※4 2台×1.5 倍＝3台 

※5 設置作業用，脱衣用，除染用の 3本 

※6 サーベイエリア用，除染エリア用の 2式 

※7 105.5 m2（床，壁の養生面積）×2（補修張替え等）÷90 m2／巻×1.5

倍≒4巻 

※8 2枚(設置箇所数)×1.5 倍＝3枚 

※9 9個(設置箇所数 修繕しながら使用) 

※10 50枚／日×7日×1.5 倍＝525枚 

※11 57.54 m（養生エリアの外周距離）×2（シートの継ぎ接ぎ対応）×2

（補修張替え等）÷30m／巻×1.5 倍＝11.5→12 巻 

※12 111名（要員数）×7日×8枚（マスク，長靴，両手，身体の拭取りに

各 2枚）÷300（枚／缶）×1.5 倍＝31.8→32 缶 

※13 簡易シャワーの排水をシートに吸水させることで固体廃棄物として処

理する。 

   111名（要員数）×7日×4ℓ(1 回除染する際の排水量)÷5ℓ(シート 1

枚の吸水量)×1.5 倍＝932.4枚→933枚 

 

  ｂ．チェンジングエリア用資機材 

    チェンジングエリア用資機材については，通常時からチ

ェンジングエリア内に配備し，運用開始後のチェンジング

エリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮して，第

5.1－2表の数量をチェンジングエリア内に保管する。 

 

 

 

 

 

第 5.1－2表 緊急時対策所チェンジングエリア用資機材 

 

※１ 今後，訓練等で見直しを行う。 

※２ 約 130m2（床，壁の養生面積（エリア全面張替え１回分））×２（補修

張替え等）÷90m2/巻×1.5倍≒５巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※３ ５個（各エリア間設置箇所数） 

※４ ２枚(設置箇所数)×２（汚染時の交換用）＝４枚 

※５ ８個（設置箇所数） 

※６ ８枚（設置箇所）×３枚/日（１日交換回数）×７日×1.5 倍＝252 枚

→300枚 

※７ 約 230m（養生エリアの外周距離（エリア全面張替え１回分））×２（補

修張替え等）÷30m/巻×1.5倍＝23巻→24巻（養生シート損傷，汚染時

等） 

※８ 1,200枚/箱（除染等） 

※９ 120枚/個（除染等） 

※10 960mm×960mm×1,600mm（除染エリア設置） 

※11 ３本（設置箇所数） 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策所に入室するルー

トは１ルートであり，チ

ェンジングエリアの運

用に必要な数量を保管

している 
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 (5) チェンジングエリアの運用 

  （出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，要員に汚染が確認

された場合の対応，廃棄物管理，チェンジングエリアの維持

管理） 

 

  a. 出入管理 

    チェンジングエリアは，緊急時対策所の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，緊急時対策所に待機

していた要員が，緊急時対策所外で作業を行った後，再度，

緊急時対策所に入室する際等に利用する。緊急時対策所外

は，放射性物質により汚染しているおそれがあることから，

緊急時対策所外で活動する要員は防護具を着用し活動する。 

 

    チェンジングエリアのレイアウトは図 5.1-4,5 のとおり

であり，チェンジングエリアには下記の①から③のエリアを

設けることで緊急時対策所内への放射性物質の持ち込みを

防止する。 

    ①脱衣エリア 

     防護具を適切な順番で脱衣するエリア 

    ②サーベイエリア 

     防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行う

エリア。 

     汚染が確認されなければ緊急時対策所内へ移動する。 

    ③除染エリア 

     サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行う

エリア 

 

  b. 脱衣 

    チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下の

とおり。 

    ・脱衣エリアの靴脱ぎ場で，汚染区域用靴，ヘルメット，

ゴム手袋外側，アノラック等を脱衣する。 

 

    ・脱衣エリアで，不織布カバーオール，ゴム手袋内側，マ

スク，帽子，靴下，綿手袋を脱衣する。 

    なお，チェンジングエリアでは，保安班員が要員の脱衣状

況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱衣の補助を行う。 

 

5.1.5 チェンジングエリアの運用 

 （出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，廃棄物管理，チェ

ンジングエリアの維持管理，加圧運転中の緊急時対策所への

入室） 

  

(1) 出入管理 

   チェンジングエリアは，緊急時対策所建屋の外側が放射性

物質により汚染したような状況下において，緊急時対策所に

待機していた要員が，屋外で作業を行った後，再度，緊急時

対策所に入室する際に利用する。緊急時対策所建屋外は，放

射性物質により汚染しているおそれがあることから，緊急時

対策所建屋外で活動する要員は防護具を着用し活動する。 

 

   チェンジングエリアのレイアウトは第 5.1－3図のとおり

であり，チェンジングエリアには下記の①から③のエリアを

設けることで緊急時対策所への放射性物質の持ち込みを防止

する。 

①脱衣エリア 

 防護具を適切な順番で脱衣するエリア 

②サーベイエリア 

   防護具を脱衣した要員の身体や物品の汚染検査を行うエリア 

 

 

③除染エリア 

   サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエリア 

 

 

(2) 脱衣 

   チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下のと

おり。 

   ・脱衣エリアの靴・ヘルメット置場で，安全靴，ヘルメッ

ト，ゴム手袋（外側），タイベック，アノラック，靴下

（外側）等を脱衣する。 

   ・脱衣エリアで，マスク，ゴム手袋（内側），帽子，綿手  

袋，靴下（内側）を脱衣する。 

なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が要

員の脱衣状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱衣

の補助を行う。 

 (5) チェンジングエリアの運用 

  （出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，要員に汚染が確

認された場合の対応，廃棄物管理，チェンジングエリアの

維持管理） 

 

  ａ．出入管理 

    チェンジングエリアは，緊急時対策所の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，緊急時対策所に

待機していた要員が，緊急時対策所外で作業を行った後，

再度，緊急時対策所に入室する際等に利用する。緊急時対

策所外は，放射性物質により汚染しているおそれがあるこ

とから，緊急時対策所外で活動する要員は防護具を着用し

活動する。 

    チェンジングエリアのレイアウトは第 5.1－3 図のとお

りであり，チェンジングエリアには下記の①から③のエリ

アを設けることで緊急時対策所内への放射性物質の持ち込

みを防止する。 

    ①脱衣エリア 

     防護具を適切な順番で脱衣するエリア 

    ②サーベイエリア 

     防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行う

エリア 

     汚染が確認されなければ緊急時対策所内へ移動する。 

    ③除染エリア 

     サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行う

エリア 

 

  ｂ．脱衣 

    チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下の

とおり。 

    ・脱衣エリアの靴脱ぎ場で，安全靴，ヘルメット，ゴム

手袋外側，被水防護服等を脱衣する。 

 

    ・脱衣エリアで，汚染防護服，ゴム手袋内側，マスク，

帽子，靴下，綿手袋を脱衣する。 

    なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が要員

の脱衣状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱衣の補

助を行う。 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，加圧運

転中に緊急時対策所へ

入室しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 脱衣手順及び着用装

備の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 対応する要員の相違 
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  c. 汚染検査 

    チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとお

り。 

    ・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

    ・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

    ・汚染基準を満足する場合は，緊急時対策所へ入室する。

汚染基準を超える場合は，除染エリアに移動する。 

 

    なお，保安班員でなくても汚染検査ができるように汚染検

査の手順について図示等を行う。また，保安班員は汚染検査

の状況について，適宜確認し，指導，助言をする。 

 

 

  d. 除染 

    チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・汚染検査にて汚染基準を超える場合は， 除染エリアに

移動する。 

    ・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

    ・再度汚染箇所について汚染検査する。 

    ・汚染基準を超える場合は，簡易シャワーで除染する。（簡

易シャワーでも汚染基準を超える場合は，汚染箇所を養

生し，再度除染ができる施設へ移動する。） 

 

  e. 着衣 

    防護具の着衣手順は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所内で，綿手袋，靴下，帽子，不織布カバー

オール，マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外側等を着衣

する。 

    ・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で，ヘルメット，汚染区

域用靴等を着用する。 

(3) 汚染検査 

   チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとお

り。 

   ・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

   ・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

   ・汚染基準を満足する場合は，緊急時対策所に移動する。

汚染基準を満足しない場合は，除染エリアに移動する。 

 

なお，放射線管理班員でなくても汚染検査ができるよう

に汚染検査の手順について図示等を行う。また，放射線

管理班員は汚染検査の状況について，適宜確認し，指導，

助言をする。 

 

(4) 除染 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サー

ベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

要員の除染については，クリーンウエスでの拭取りによる

除染を基本とするが，拭取りにて除染ができない場合も想定

し，汚染箇所を水洗いにて除染が行えるよう簡易シャワーを

設ける。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，第４図のとおり必要に

応じて吸水シートへ染み込ませる等により固体廃棄物として

処理する。 

   ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリア

に移動する。 

   ・汚染箇所をクリーンウエスで拭き取りする。 

   ・再度汚染箇所について汚染検査する。 

・汚染基準を満足しない場合は，簡易シャワーで除染する。

（簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は，汚染

箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。） 

 

(5) 着衣 

   防護具の着衣手順は以下のとおり。 

   ・防護具着衣エリアで，綿手袋，靴下内側，靴下外側，帽

子，タイベック，マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外側

等を着衣する。 

   ・チェンジングエリアの靴・ヘルメット置場で，ヘルメッ

ト，安全靴等を着用する。 

  ｃ．汚染検査 

    チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとお

り。 

    ・脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

    ・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。 

    ・汚染基準を満足する場合は，緊急時対策所（資機材室）

へ入室する。汚染基準を満足しない場合は，除染エリ

アに移動する。 

    なお，放射線管理班員でなくても汚染検査ができるよう

に汚染検査の手順について図示等を行う。また，放射線管

理班員は汚染検査の状況について，適宜確認し，指導，助

言をする。 

 

  ｄ．除染 

    チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリ

アに移動する。 

    ・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

    ・再度汚染箇所について汚染検査する。 

    ・汚染基準を満足しない場合は，簡易シャワーで除染す

る。（簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は，

汚染箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動す

る。） 

  ｅ．着衣 

    防護具の着衣手順は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所内で，綿手袋，靴下，帽子，汚染防護服，

マスク，ゴム手袋内側，ゴム手袋外側等を着衣する。 

 

    ・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で，ヘルメット，安全

靴等を着用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 対応する要員の相違 

 

 

 

・島根２号炉はｆ項に記 

載 

【東海第二】 
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    保安班員は，要員の作業に応じて，アノラック等の着用を

指示する。 

 

  f. 要員に汚染が確認された場合の対応 

    サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サー

ベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

    要員の除染については，ウェットティッシュでの拭き取り

による除染を基本とするが，拭き取りにて除染できない場合

も想定し，汚染箇所への水洗によって除染が行えるよう簡易

シャワーを設ける。 

    簡易シャワーで発生した汚染水は，図 5.1-6のとおり必要

に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として

処理する。 

 

 

図 5.1-6 除染及び汚染水処理イメージ図 

 

  g. 廃棄物管理 

    緊急時対策所外で活動した要員が脱衣した防護具につい

ては，チェンジングエリア内に留め置くとチェンジングエリ

ア内の線量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因となるこ

とから，適宜チェンジングエリア外に持ち出しチェンジング

エリア内の線量率の上昇及び汚染拡大防止を図る。 

 

  h. チェンジングエリアの維持管理 

    保安班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密度，線量

率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1 回/日以上）に測

定し，放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認す

る。 

 

 

 

放射線管理班は，要員の作業に応じて，アノラック等の

着用を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－4図 除染及び汚染水処理イメージ図 

 

(6) 廃棄物管理 

   緊急時対策所建屋外で活動した要員が脱衣した防護具につ

いては，チェンジングエリア内に留め置くとチェンジングエ

リア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因とな

ることから，適宜屋外に持ち出し，チェンジングエリア内の

線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を図る。 

 

(7) チェンジングエリアの維持管理 

   放射線管理班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密度，

線量当量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回／日以

上）に測定し，放射性物質の異常な侵入や拡大がないことを

確認する。 

 

 

 

    放射線管理班員は，要員の作業に応じて，被水防護服等

の着用を指示する。 

 

  ｆ．要員に汚染が確認された場合の対応 

    サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サ

ーベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

    要員の除染については，ウェットティッシュでの拭き取

りによる除染を基本とするが，拭き取りにて除染できない

場合も想定し，汚染箇所への水洗によって除染が行えるよ

う簡易シャワーを設ける。 

    簡易シャワーで発生した汚染水は，第 5.1－4図のとおり

必要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物と

して処理する。 

 

 

 

第 5.1－4図 除染及び汚染水処理イメージ図 

 

  ｇ．廃棄物管理 

    緊急時対策所外で活動した要員が脱衣した防護具につい

ては，チェンジングエリア内に留め置くとチェンジングエ

リア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因と

なることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出しチェ

ンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を

図る。 

  ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

    放射線管理班員は，床･壁等の養生の確認を実施し，養生

シート等に損傷が生じている場合は，補修を行う。チェン

ジングエリア内の表面汚染密度，線量当量率及び空気中放

射性物質濃度を定期的（１回／日以上）に測定し，放射性

物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 対応する要員の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 対応する要員の相違 
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    プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開

する際には，表面汚染密度，線量率及び空気中放射性物質濃

度の測定を実施し，必要に応じチェンジングエリアの除染を

実施する。なお， 測定及び除染を行った要員は，脱衣エリ

アにて脱衣を行う。 

    ただし，5号炉原子炉建屋北東側アクセスルートのチェン

ジングエリアの北西側通路で測定及び除染を行った要員が，

北東側の脱衣エリアまで移動できない場合は，北西側通路近

傍に汚染拡大防止のための簡易的なエリアを区画し，脱衣を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) チェンジングエリアに係る補足事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a. 可搬型空気浄化装置 

    チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，可搬

型空気浄化装置を設置する。可搬型空気浄化装置は，最も汚

染が拡大するおそれのある脱衣エリアの空気を吸い込み浄

化するよう配置し，脱衣エリアを換気することで，緊急時対

策所外で活動した要員の脱衣による汚染拡大を防止する。 

 

   プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開す

る際には，表面汚染密度，線量当量率及び空気中放射性物質

濃度の測定を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

(8) プルーム通過時加圧運転(災害対策本部加圧モード)，プルー

ム通過後加圧運転(緊対建屋浄化モード)中の緊急時対策所へ

の入室 

放射線管理班員は，緊急時対策所が空気加圧されている換

気系運転状態（災害対策本部加圧モード，緊対建屋浄化モー

ド）での緊急時対策所への万一の入室に備え，脱衣，汚染検

査及び除染を行うための資機材を緊急時対策所を加圧する際

に持参保管し，外部からの入室時はエアロック内にて，脱衣，

汚染検査及び除染を実施する。また，表面汚染密度，線量当

量率及び空気中放射性物質濃度の測定の結果，エアロック内

に汚染が確認された場合は除染を実施する。 

 

5.1.6 チェンジングエリアの汚染拡大防止について 

(1) 汚染拡大防止の考え方 

緊急時対策所への汚染の持込みを防止するため，身体サー

ベイを行うためのサーベイエリア，脱衣を行うための脱衣エ

リア及び身体に付着した放射性物質の除染を行うための除染

エリアを設けるとともに，緊急時対策所非常用換気設備によ

り，緊急時対策所の空気を浄化し，緊急時対策所の放射性物

質を低減する設計とする。 

 

(2) 可搬型空気浄化装置 

チェンジングエリアには，更なる汚染拡大防止のため，可

搬型空気浄化装置を設置する。可搬型空気浄化装置は，最も

汚染が拡大するおそれのある脱衣エリア及び靴・ヘルメット

置場の空気を浄化するように配置し，汚染拡大を防止する。 

 

 

    プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開

する際には，表面汚染密度，線量当量率及び空気中放射性

物質濃度の測定を実施し，必要に応じチェンジングエリア

の除染を実施する。なお，測定及び除染を行った要員は，

脱衣エリアにて脱衣を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) チェンジングエリアに係る補足事項 

  ａ．汚染拡大防止の考え方 

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，身体

の汚染検査を行うためのサーベイエリア，脱衣を行うため

の脱衣エリア及び身体に付着した放射性物質の除染を行う

ための除染エリアを設けるとともに，緊急時対策所換気空

調設備により，緊急時対策所の空気を浄化し，緊急時対策

所の放射性物質を低減する設計とする。 

 

  ｂ．可搬式空気浄化装置 

    チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，可

搬式空気浄化装置を通常時から設置し，他の設備へ悪影響

を及ぼさないよう転倒防止対策を講ずる。可搬式空気浄化

装置は，最も汚染が拡大するおそれのある脱衣エリアの空

気を吸い込み浄化するよう配置し，脱衣エリアを換気する

ことで，緊急時対策所外で活動した要員の脱衣による汚染

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の緊急時

対策所は，複数のアクセ

スルートを使用しない 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のチェン

ジングエリアは，緊急時

対策所正圧化バウンダ

リ内に設置しているた

め，隣接する緊急時対策

本部エリア（資機材室）

に汚染を持ち込むこと

のない設計としている 
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    緊急時対策所内への汚染持込防止を目的とした可搬型空

気浄化装置で換気ができていることの確認は，チェンジング

エリアのエアーテント生地がしぼむ状態になっているかど

うかを目視する等により確認する。 

可搬型空気浄化装置は，脱衣エリアを換気できる風量とし，

仕様等を図 5.1-7に示す。 

 

    なお，緊急時対策所はプルーム通過時には，原則出入りし

ない運用とすることから，チェンジングエリアについてもプ

ルーム通過時は，原則利用しない。したがって，チェンジン

グエリア用の可搬型空気浄化装置についてもプルーム通過

時には運用しないことから，可搬型空気浄化装置のフィルタ

が高線量化することでの居住性への影響はない。 

    ただし，可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能性が

あることから，フィルタの線量が高くなることも想定し，本

体（フィルタ含む）の予備を 1台設ける。なお，交換したフ

ィルタ等は，線源とならないようチェンジングエリアから遠

ざけて保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-7 可搬型空気浄化装置の仕様等 

 

 

 

 

可搬型空気浄化装置による送気が正常に行われていること

の確認は，可搬型空気浄化装置に取り付ける吹き流しの動き

を目視により行う。 

 

可搬型空気浄化装置は，脱衣エリアを換気できる風量とし，

仕様等を第 5.1－5図に示す。 

 

なお，緊急時対策所はプルーム通過時には，原則出入りし

ない運用とすることから，チェンジングエリアについてもプ

ルーム通過時は，原則利用しないこととする。したがって，

チェンジングエリア用の可搬型空気浄化装置についてもプル

ーム通過時には運用しないことから，可搬型空気浄化装置の

フィルタが高線量化することでの居住性への影響はない。 

ただし，可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能性が

あることから，フィルタの線量が高くなることも想定し，本

体（フィルタ含む）の予備を 1 台設ける。なお，交換したフ

ィルタ等は，線源とならないよう屋外に保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－5図 可搬型空気浄化装置の仕様等 

 

 

 

拡大を防止する。 

可搬式空気浄化装置による送気が正常に行われているこ

との確認は，可搬式空気浄化装置に取り付ける吹き流しの

動きを目視により行う。 

 

    可搬式空気浄化装置は，脱衣エリアを換気できる風量と

し，仕様等を第 5.1－5図に示す。 

 

  なお，緊急時対策所はプルーム通過時には，原則出入り

しない運用とすることから，チェンジングエリアについて

もプルーム通過時は，原則利用しない。したがって，チェ

ンジングエリア用の可搬式空気浄化装置についてもプルー

ム通過時には運用しないことから，可搬式空気浄化装置の

フィルタが高線量化することでの居住性への影響はない。 

    ただし，可搬式空気浄化装置は長期的に運用する可能性

があることから，フィルタの線量が高くなることも想定し，

本体（フィルタ含む。）の予備を１台設ける。なお，交換し

たフィルタ等は，線源とならないようチェンジングエリア

から遠ざけて保管する。 

 

 

 

○外形寸法：約 500(D)×約 360(W)×約 1,350(H)mm 

○最大風量：13m3/min 

○重  量：約 60kg（フィルタ除く。） 

○フィルタ：微粒子フィルタ，よう素フィルタ 

微粒子フィルタ 

 微粒子フィルタのろ材はガラス繊維であり，微粒子を含

んだ空気がろ材を通過する際に，微粒子が捕集される。 

よう素フィルタ 

 よう素フィルタのろ材は，活性炭素繊維であり，よう素

を含んだ空気がフィルタを通過する際に，よう素が活性

炭素繊維を通ることにより吸着・除去される。 

 

 

第 5.1－5図 可搬式空気浄化装置の仕様等 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，エアー

テントを使用しない 
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  b. チェンジングエリアの設営状況 

    チェンジングエリアは，靴脱ぎ場及び脱衣エリアの空間を

エアーテントにより区画する。エアーテントの外観は図

5.1-8のとおりであり，高圧ボンベにより約 3分間送風する

ことで，展張することが可能である。なお，展張は手動及び

ブロワによる送風も可能な設計とする。 

 

    チェンジングエリア内面は，必要に応じて汚染の除去の容

易さの観点から養生シートを貼ることとし，一時閉鎖となる

時間を短縮している。 

 

 

また，エアーテントに損傷が生じた際は，速やかに補修が

行えるよう補修用の資機材を準備する。 

 

 

図 5.1-8 エアーテントの外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) チェンジングエリアの区画 

   チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，除

染エリアごとに部屋が区分けされており，各部屋の壁・床等

について，通常時よりシート及びテープにより区画養生を行

っておくことで，チェンジングエリア設営時間の短縮を図る。 

 

 

   また，チェンジングエリア床面については，必要に応じて

汚染の除去の容易さの観点から養生シートを積層して貼るこ

ととし，一時閉鎖となる時間を短縮している。 

更にチェンジングエリア内には，靴等に付着した放射性物

質を持ち込まないように粘着マットを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｃ．チェンジングエリアの設営状況 

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア，

除染エリアごとに区画しており，各エリアの壁・床等につ

いて，通常時より養生シート及びテープにより区画養生を

行っておくことで，チェンジングエリア設営時間の短縮を

図る。 

 

    チェンジングエリア内面は，必要に応じて汚染の除去の

容易さの観点から養生シートを貼ることとし，一時閉鎖と

なる時間を短縮している。 

更にチェンジングエリア内には，靴等に付着した放射性

物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。 

また，養生シート等に損傷が生じた際は，速やかに補修

が行えるよう補修用の資機材を準備する。 

チェンジングエリアの設営状況を第 5.1－6図に示す。 

 

 

第 5.1－6図 緊急時対策所チェンジングエリアの設営状況 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，エアー

テントを使用しない 
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c. チェンジングエリアへの空気の流れ

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリアは，

一定の気密性が確保された 5 号炉原子炉建屋内に設置し，5

号炉原子炉建屋南側アクセスルートを使用する場合は図

5.1-9，5 号炉原子炉建屋北東側アクセスルートを使用する

場合は図 5.1-10 のように，汚染の区分ごとにエリアを区画

し，汚染を管理する。 

 また，更なる被ばく低減のため，可搬型空気浄化装置を 2

台設置する。1台はチェンジングエリア付近を循環運転する

ことによりチェンジングエリア付近全体の放射性物質を低

減し，もう 1台は，脱衣を行うホットエリアの空気を吸い込

み浄化し，チェンジングエリア内に図 5.1-9，10のように空

気の流れをつくることで脱衣による汚染拡大を防止する。 

図 5.1-9 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア

の空気の流れ（5号炉原子炉建屋南側アクセスルート） 

(4) チェンジングエリアへの空気の流れ

チェンジングエリアは，一定の気密性が確保された緊急時

対策所建屋内の 1階に専用で設置し，第 5.1－6図のように，

汚染の区分ごとに空間を区画し，汚染を管理する。 

  また，更なる汚染拡大防止のため，可搬型空気浄化装置を

2台設置する。1台は靴・ヘルメット置場の放射性物質を低減

し，もう 1台は，脱衣エリアの空気を吸い込み浄化し，靴・

ヘルメット置場側へ送気することでチェンジングエリアに第

5.1－6図のように空気の流れをつくり，脱衣による汚染拡大

を防止する。 

第 5.1－6図 緊急時対策所チェンジングエリアの空気の流れ 

  ｄ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

 緊急時対策所チェンジングエリアは，一定の気密性が確

保された緊急時対策所内に設営し，第 5.1－7図のように，

チェンジングエリア排気隔離ダンパにより緊急時対策本部

の圧力を正圧 100Pa 以上に調整し，排気隔離ダンパにより

チェンジングエリアの圧力を微正圧（屋外より高い圧力か

つ資機材室よりも低い圧力）に調整することにより，屋外

よりの放射性物質の流入を防止すると共に，チェンジング

エリアの空気が緊急時対策所（資機材室）に流入しない設

計とする。 

 また，更なる被ばく低減のため，可搬式空気浄化装置を

設置する。可搬式空気浄化装置はチェンジングエリア付近

を循環運転することによりチェンジングエリア付近全体の

放射性物質を低減し，汚染拡大を防止する。 

第 5.1－7図 緊急時対策所チェンジングエリアの空気の流れ及

び排気隔離ダンパ調整の概要 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，チェン

ジングエリアへの空気

の流れを建物空調にて

管理する 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の可搬式

空気浄化装置は，チェン

ジングエリア付近全体

の放射性物質を低減す

るために使用する 
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図 5.1-10 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所チェンジングエリア

の空気の流れ（5号炉原子炉建屋北東側アクセスルート） 

 

  d. チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

    緊急時対策所に入室しようとする要員に付着した汚染が，

他の要員に伝播することがないようサーベイエリアにおい

て要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養生するとと

もに，サーベイエリア内に汚染が移行していないことを確認

する。 

    サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時的にチ

ェンジングエリアを閉鎖するが，速やかに養生シートを張り

替える等により，要員の出入りに大きな影響は与えないよう

にする。ただし，緊急時対策所から緊急に現場に行く必要が

ある場合は，張り替え途中であっても，要員は防護具を着用

していることから，退室することは可能である。 

 

    また，緊急時対策所への入室の動線と退室の動線を分離す

ることで，脱衣時の接触を防止する。なお，緊急時対策所か

ら退室する要員は，防護具を着用しているため，緊急時対策

所に入室しようとする要員と接触したとしても，汚染が身体

に付着することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

   緊急時対策所建屋に入室しようとする要員に付着した汚染

が，他の要員に伝播することがないようサーベイエリアにお

いて要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養生すると

ともに，サーベイエリア内に汚染が拡大していないことを確

認する。 

サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時的にチ

ェンジングエリアを閉鎖し，速やかに養生シートを張り替え

る等により，要員の出入りに極力影響を与えないようにする。 

   ただし，緊急時対策所から緊急に現場に行く必要がある場

合は，張り替え途中であっても，退室する要員は防護具を着

用していること及びサーベイエリアは通過しないことから，

退室することは可能である。 

   また，緊急時対策所への入室の動線と退室の動線を分離す

ることで，脱衣時の接触を防止する。なお，緊急時対策所か

ら退室する要員は，防護具を着用しているため，緊急時対策

所に入室しようとする要員と接触したとしても，汚染が身体

に付着することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｅ．チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

    緊急時対策所に入室しようとする要員に付着した汚染

が，他の要員に伝播することがないようサーベイエリアに

おいて要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を養生す

るとともに，サーベイエリア内に汚染が移行していないこ

とを確認する。 

    サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時的に

チェンジングエリアを閉鎖するが，速やかに養生シートを

張り替える等により，要員の出入りに大きな影響は与えな

いようにする。ただし，緊急時対策所から緊急に現場に行

く必要がある場合は，張り替え途中であっても，要員は防

護具を着用していることから，退室することは可能である。 

 

    また，緊急時対策所への入室の動線と退室の動線を分離

することで，脱衣時の接触を防止する。なお，緊急時対策

所から退室する要員は，防護具を着用しているため，緊急

時対策所に入室しようとする要員と接触したとしても，汚

染が身体に付着することはない。 
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(7) 汚染の管理基準

表 5.1-3 のとおり， 状況に応じた汚染の管理基準により運

用する。 

  ただし，表 5.1-3 の管理基準での運用が困難となった場合

は，バックグラウンドと識別できる値を設定する。 

表 5.1-3 汚染の管理基準 

(8) 乾電池内蔵型照明

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合

に乾電池内蔵型照明を使用する。乾電池内蔵型照明は，脱衣，

汚染検査，除染時に必要な照度を確保するために表 5.1-4 に示

す数量及び仕様とする。 

表 5.1-4 チェンジングエリアの乾電池内蔵型照明 

5.1.7 汚染の管理基準 

第 5.1－3表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用

する。 

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第

5.1－3表の管理基準での運用が困難となった場合は，バック

グラウンドと識別できる値を設定する。 

第 5.1－3表 汚染の管理基準 

(7) 汚染の管理基準

第 5.1－3表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用

する。 

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第

5.1－3表の管理基準での運用が困難となった場合は，バック

グラウンドと識別できる値を設定する。 

第 5.1－3表 汚染の管理基準 

※１：計測器の仕様や構成により係数率が異なる場合は，計測器毎の数値を

確認しておく。また，測定する場所のバックグラウンドに留意する必

要がある。 

※２：４Bq/cm2相当。

※３：120Bq/cm2相当。バックグラウンドが高い状況下に適用。バックグラウ

ンドの影響が相対的に小さくなる数値のうち，最低の水準（バックグ

ラウンドのノイズに信号が埋まらないレベルとして３倍程度の余裕を

見込む水準）として設定（13,000×３≒40,000cpm）。 

※４：40Bq/cm2 相当（放射性よう素の吸入により小児の甲状腺等価線量が

100mSvに相当する内部被ばくをもたらすと想定される体表面密度）。 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は緊急時

対策所の照明で十分な

照度を確保できること

から，乾電池内蔵型照明

は使用しない 
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(9) チェンジングエリアのスペースについて

緊急時対策所における現場作業を行う要員は，プルーム通過

直後に作業を行うことを想定している要員数 14 名を考慮し，

同時に 14 名の要員がチェンジングエリア内に収容できる設計

とする。チェンジングエリアに同時に 14名の要員が来た場合，

全ての要員が緊急時対策所に入りきるまで約 30 分であり，全

ての要員が汚染している場合でも約 56 分であることを確認し

ている。 

  また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリア

に来た場合でもチェンジングエリアは建屋内に設置しており，

屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することができる。 

5.1.8 チェンジングエリアのスペースについて 

緊急時対策所における現場作業を行う要員は，プルーム通過

後現場復旧要員である 18名を想定し，同時に 18名の要員がチ

ェンジングエリア内の靴・ヘルメット置場，脱衣エリア，サー

ベイエリアに待機できる十分な広さの床面積を確保する設計と

する。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリア

に来た場合でも，チェンジングエリアは建屋内に設置しており，

屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することができる。 

チェンジングエリアへ同時に 18名の要員が来た場合，全ての

要員がチェンジングエリアを退域するまで約 42分（１人目の脱

衣に 6分＋その後順次汚染検査 2分×18 名），仮に全ての要員

が汚染している場合でも除染が完了しチェンジングエリアを退

域するまで約 78分（汚染のない場合の 42分＋除染後の再検査

2分×18名）と設定しており，訓練によりこれを下回る時間で

退域できることを確認している。 

(8) チェンジングエリアのスペースについて

緊急時対策所における現場作業を行う要員は，プルーム通

過直後に作業を行うことを想定している要員数 14 名を考慮

し，同時に 14名の要員がチェンジングエリア内に収容できる

設計とする。チェンジングエリア内の各エリア面積を第 5.1

－4 表に，チェンジングエリア内の各エリア寸法を第 5.1－8

図に示す。チェンジングエリアに同時に 14名の要員が来た場

合，全ての要員が緊急時対策所に入りきるまで約 35分（１人

目の脱衣に６分＋その後順次汚染検査２分×14名）であり，

全ての要員が汚染している場合でも約 65分（汚染のない場合

の 35 分＋除染後の再検査２分×14 名）であることを確認し

ている。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリ

アに来た場合でもチェンジングエリアは建物内に設営してお

り，屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することができ

る。 

第 5.1－4表 チェンジングエリア内の各エリア面積 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成，対応する要

員及び所要時間の相違 

 61-352



 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 保安班の緊急時対応のケーススタディー 

   保安班は，チェンジングエリアの設営以外に，緊急時対策所

の可搬型陽圧化空調機運転（約 60分），可搬型エリアモニタの

設置（20 分），可搬型モニタリングポストの設置（最大 435分），

可搬型気象観測装置の設置（90 分）を行うことを想定してい

る。これら対応項目の優先順位については，保安班長が状況に

応じ判断する。以下にタイムチャートの例を示す。 

 

 

なお，緊急時対策所のチェンジングエリアは，北東側ルート

を設営した場合（90分）を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－8図 チェンジングエリア内の各エリア寸法 

 

 (9) 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ 

   放射線管理班は，緊急時対策所チェンジングエリアの設営

以外に，緊急時対策所の可搬式エリア放射線モニタの設置（20

分以内），可搬式モニタリング・ポストの設置（最大６時間

30分以内)，可搬式気象観測装置の設置（３時間 10分以内），

中央制御室チェンジングエリアの設営（２時間以内）を行う

ことを想定している。これら対応項目の優先順位については，

放射線管理班長が状況に応じ判断する。以下にタイムチャー

トの例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成，対応する要

員及び所要時間の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策所に入室するルー

トは１ルートである 
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   例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①）

には，全ての対応を並行して実施することになる。また，夜間・

休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が発生した場合で，原子

力災害対策特別措置法第 10 条発生直後から周辺環境が汚染し

てしまうような事象が発生した場合（ケース②）は，原子力防

災組織の緊急時対策要員の保安班 2名で，チェンジングエリア

の設営を優先し，次に可搬型モニタリングポスト等の設置を行

うことになる。 

 

 

  ・ケース①（平日の勤務時間帯の場合） 

 

 

・ケース②（夜間・休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が

発生した場合） 

 

   ※可搬型モニタリングポストの設置の前に，保安班長の判断

によりチェンジングエリアの設営を優先。 

   例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース

①）には，原子力防災組織の緊急時対策要員の放射線管理班

４名で順次対応を実施することになる。また，夜間及び休日

（平日の勤務時間帯以外）に事故が発生した場合で，原災法

該当事象発生直後から周辺環境が汚染してしまうような事象

が発生した場合（ケース②）は，原子力防災組織の緊急時対

策要員の放射線管理班２名で，中央制御室チェンジングエリ

アの設営を優先し，次に可搬式モニタリング・ポスト等の設

置を行うことになる。 

 

  ・ケース①（平日の勤務時間帯の場合） 

 

・ケース②（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に事故

が発生した場合） 

 

   ※可搬式モニタリング・ポストの設置の前に，放射線管理班

長の判断により中央制御室チェンジングエリアの設営を

優先。 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，放射線

管理班４名にて順次対

応を行う 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成，対応する要

員及び所要時間の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，放射線

管理班の緊急時対応の

ケーススタディを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所への移動

状況把握（モニタリング・ポストなど）

可搬式エリア放射線モニタの設置 放射線管理要員（1名）

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理要員（1名）

可搬式モニタリング・ポストの設置 放射線管理要員（2名）

中央制御室チェンジングエリアの設営

緊急時対策所への移動

可搬式気象観測装置の設置

放射線管理要員（2名）

対応項目 対応要員

経過時間（時間）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

放射線管理要員（2名）

重大事故

等発生

▼
参集済

▼

状況把握（モニタリング・ポストなど）

可搬式エリア放射線モニタの設置

緊急時対策所チェンジングエリアの設営

中央制御室チェンジングエリアの設営

緊急時対策所への移動

可搬式モニタリング・ポストの設置

可搬式気象観測装置の設置
放射線管理班員

（要員参集後対応）

放射線管理要員（2名）

※

放射線管理要員（1名）

137 8 9 10 11 12

対応項目 対応要員

経過時間（時間）

0 1 2 3 4 5 6

重大事故等発生

▼

要員参集完了

▼
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5.2 配備資機材等の数量等について 

(1) 通信連絡設備の通信種別と配備台数，電源設備 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に配備する通信連絡設備

の通信種別と配備台数等は次のとおりである。 

 

5.2 配備資機材等の数量等について 

  (1) 通信連絡設備の通信種別と配備台数，電源設備 

5.2 配備資機材等の数量等について 

(1) 通信連絡設備の通信種別と配備台数，電源設備 

緊急時対策所に配備する通信連絡設備の通信種別と配備台

数等は次のとおりである。 

 

 

 

・設備，保管場所，数量

及び仕様の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

※１：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

※２：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備を指す 

※３：予備の乾電池を保有することで 7 日間以上継続しての通話

が可能 

 

 

 

 

※１：通信事業者回線に接続されており，発電所外への連絡も可 

能 

※２：予備を含む。台数については，今後，訓練等を通して見直

しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

⑤の相違 
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(2) 放射線防護資機材品名と配備数 

 

○防護具 

(2) 放射線管理用資機材 

 

○放射線防護具類 

(2) 放射線管理用資機材品名と配備数 

 

○防護具 

 

 

・体制の相違 

 

 

   

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 

 

 

 

 

※1：180 名（1～7 号炉対応の緊急時対策要員 164 名＋自衛消防

隊 10 名＋余裕。以下同様）×7 日×1.5 倍 

 

 

 

 

※2：※1×2 

 

※3：180 名×3 日（除染による再使用を考慮）×1.5 倍 

 

 

 

 

 

※1 今後，訓練等で見直しを行う。 

※2 運転員等は交替のために中央制御室に向かう際に，緊急時対

策所建屋より防護具類を持参する。 

※3 111名（要員数）×7日×1.5 倍＝1,165.5着→1,166 着 

 

※4 111名（要員数）×7日×2倍（2足を 1セットで使用）×1.5

倍＝2,331足→2,332 足 

※5 111名（要員数）×7日×1.5 倍＝1,165.5個→1,166 個 

※6 111名（要員数）×7日×1.5 倍＝1,165.5双→1,166 双 

※7 111名（要員数）×7日×2倍（2双を 1セットで使用）×1.5

倍＝2,331双→2,332 双 

※8 111名（要員数）×2日（3日目以降は除染にて対応）×1.5

倍＝333個 

 

 

※9 111 名（要員数）×7 日×2 倍(2 個を 1 セットで使用)×1.5

倍＝2,331個→2,332 個 

 

 

 

※１：110名（１号及び２号炉対応の緊急時対策要員 77名＋自衛

消防隊 15 名＋運転員９名＋余裕，以下同様）×７日×1.5

倍 

 

 

 

※２：※１×２重（内側，外側） 

 

※３：110名×３日（除染による再使用を考慮）×1.5倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 着用装備の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，４日

目以降は除染にて対応 
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※4：180 名×7 日×1.5 倍×50%（年間降水日数を考慮） 

 

 

 

 

※5：80 名（1～7 号炉対応の現場復旧班要員 65 名＋保安班要員

15 名）×0.5（現場要員の半数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6：14 名（プルーム通過直後に対応する現場復旧班要員 14 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※7：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

 

 

 

 

 

※10 44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）

×7日×1.5 倍＝462着 

 

 

 

※11 44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）

×2倍（現場での交替を考慮）×1.5 倍（基本再使用，必要

により除染）=132足 

 

 

※12 4名（重大事故等対応要員 4名：放水砲対応）×2倍（現場

での交替を考慮）×1.5 倍（基本再使用，必要により除染）

=12足 

 

 

※13 10 名（重大事故等対応要員 10 名：放水砲，アクセスルー

ト確保，電源確保，水源確保対応））×1.5 倍（基本再使用，

必要により除染）=15着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４：110 名×７日×1.5 倍×50％（年間降水日数を考慮）＝

577.5→578 

 

 

 

※５：30 名（１号及び２号炉対応の現場復旧班要員 24 名＋放射

線管理班要員４名＋余裕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：12名（プルーム通過直後に対応する現場復旧班要員 12名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では，年間

降水日数を考慮した数

量を配備する 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，現場要

員数分の作業用長靴を

配備 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，溢水高

さ評価結果から作業用

長靴で対応可能 

・運用の相違 

【東海第二】 

 重量があり移動を伴

う作業においては作業

時間の増加に伴い被ば

く線量が増加するため，

原則着用しない運用と

していることから，想定

する要員分を配備 
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※8：20 名（6 号及び 7 号炉運転員 18 名＋余裕）×2 交代×7 日

×1.5 倍 

 

 

 

 

 

 

 

※9：※8×2 

 

※10：20 名（6 号及び 7 号炉運転員 18 名＋余裕）×2 交代×3 日

（除染による再使用を考慮）×1.5 倍 

 

 

※11：20 名（6 号及び 7 号炉運転員 18 名＋余裕）×2 交代×7 日

×1.5 倍×50％（年間降水日数を考慮） 

※12：20 名（6 号及び 7 号炉運転員 18 名＋余裕）×0.5（現場

要員の半数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※14 44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）

×1.5 倍＝66個 

 

 

 

※15 11名(中央制御室要員数)×1.5 倍=16.5→17 着 

 

 

 

 

※16 11 名(中央制御室要員数)×2 倍（2 足を 1 セットで使用）

×1.5 倍=33足→34足 

※17 11名(中央制御室要員数)×1.5 倍=16.5→17 個 

※18 11名(中央制御室要員数)×1.5 倍=16.5→17 双 

※19 11 名(中央制御室要員数)×2 倍（2 双を 1 セットで使用）

×1.5 倍=33双→34双 

 

 

※20 11 名(中央制御室要員数)×2 倍（2 個を 1 セットで使用）

×1.5 倍=33個→34個 

 

 

※21 6名（運転員（現場）3名＋重大事故対応要員 3名：屋内現

場対応）×1.5 倍=9足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：10名（運転員９名＋余裕，以下同様）×２交替×７日×1.5

倍 

 

 

 

 

 

 

 

※９：※８×２重（内側，外側） 

 

※10：10名×２交替×３日（除染による再使用を考慮）×1.5倍 

 

 

 

※11：10名×２交替×７日×1.5倍×50％（年間降水日数を考慮） 

 

※12：10名 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では，対応

に必要な防護類につい

て緊対所にて着用する 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，交替

要員を考慮し，７日分の

数量を配備する 

・運用の相違 

【東海第二】 

着用装備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，運転員

分を確保している 

また，溢水高さ評価結

果から胴長靴でなく作

業用長靴で対応可能で

ある 
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※13：初期対応用 3 台+予備 1 台 

※14：インターフェイスシステム LOCA 等対応用 4 台+予備 1 台 

 

 

 

 

 

 

 

※15：80 名（１～7 号炉対応の現場復旧班要員 65 名＋保安班要

員 15 名） 

※16：※3－※15 

※17：20 名（6 号及び 7 号炉運転員 18 名＋余裕） 

※18：※10－※17， ※19：※15×7 日， ※20：※1－※19,  

※21：※17×7 日，※22：※8－※21 

※23：中央制御室の被ばく評価において，運転員が交替する場合

の入退域時に電動ファン付き全面マスクを着用するとして

評価していることから，交替の拠点となる後方支援拠点に

も同数配備する。 

 

 

 

・1.5 倍の妥当性の確認について 

【緊急時対策所】 

初動態勢時（1 日目），1～7 号炉対応の要員は緊急時対策

要員164 名＋自衛消防隊10名であり，機能班要員84 名，現場

要員80 名及び自衛消防隊10 名で構成されている。このうち，

本部要員は，緊急時対策所を陽圧化することにより，防護具類

を着用する必要がないが，全要員は12 時間に1回交代するた

め，2 回の交代分を考慮する。また，現場要員80 名は，1 日

に6 回現場に行くことを想定する。自衛消防隊は火災現場には

消防服で出向し，防護具類を着用する必要がないため考慮しな

い。 

 

 

 

 

 

 

※22 6名（運転員（現場）3名＋重大事故対応要員 3名：屋内現

場対応）×1.5 倍=9式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放射線防護具類の配備数の妥当性の確認について 

【緊急時対策所建屋】 

全体体制（1 日目），東海第二発電所の緊急時対策要員数は 111

名であり，緊急時対策所の災害対策本部本部員及び各作業班要員

48 名，現場要員 55 名（うち自衛消防隊 11 名を含む。）及び発電

所外での活動を行うオフサイトセンターへの派遣要員 8 名で構成

されている。このうち，現場要員から自衛消防隊員を除いた 44名

は，1 日に 4 回現場に行くことを想定する。また，全要員は，12

時間に 1回交替することを想定する。  

 

 

 

 

 

 

※13：初期対応用３台＋予備１台 

※14：インターフェイスシステム LOCA等対応用２台＋予備１台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※15：※３－※５ 

 

※16：※10－※12 ※17：※５×７日 ※18：※１－※17  

※19：※12×７日 ※20：※８－※19 

 

 

 

 

 

 

 

・1.5倍の妥当性の確認について 

【緊急時対策所】 

全体体制時（１日目），１号及び２号炉対応の要員は緊急時対

策要員 77名＋自衛消防隊 15名であり，本部要員 49名，現場要

員 28 名及び自衛消防隊 15 名で構成されている。このうち，本

部要員は，緊急時対策所を正圧化することにより，防護具類を

着用する必要がないが，全要員は 12時間を目途に１回交替する

ため，２回の交替分を考慮する。また，現場要員 28名は，１日

に６回現場に行くことを想定する。自衛消防隊は火災現場には

消防服で出向し，防護具類を着用する必要がないため考慮しな

い。 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，酸素呼

吸器を使用する作業と

して IS-LOCA を想定し

ており，その際，現場対

応する要員数分を配備 

 

・※５に記載  

【柏崎 6/7】 

 

・※12に記載 

【柏崎 6/7】 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】   

島根２号炉の被ばく

評価においては，中央制

御室入退室時も全面マ

スクを着用することで

評価している 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

想定する現場作業時

間の相違（１勤務（12

時間）のうち４時間に１

回現場に行くことを想

定） 
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プルーム通過以降（2 日目以降），1～7 号炉対応の要員は

緊急時対策要員111 名＋5 号炉運転員8名であり，機能班要員

54 名，現場要員57 名及び5 号炉運転員8 名で構成されてい

る。このうち，本部要員は，緊急時対策所を陽圧化することに

より，防護具類を着用する必要がないが，全要員は7 日目以降

に1 回交代するため，1 回の交代分を考慮する。また，現場要

員は1 日に2 回現場に行くことを想定する。自衛消防隊は火災

現場には消防服で出向し，防護具類を着用する必要がないため

考慮しない。 

174 名×2 交代＋80 名×6 回＋119 名＋65 名×2 回×6 

日＝1,727 着＜1,890 着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プルーム通過以降（2 日目以降）について，現場要員から自

衛消防隊員を除いた 44名は，1日に 2回現場に行くことを想定

する。 

 

 

なお，交替時の放射線防護具類については，交替要員が発電

所外から発電所に向かう際（往路）に，発電所外へ移動する（復

路）分の防護具類を持参し，原則緊急時対策所建屋内の防護具

類は使用しないため考慮しない。 

タイベック等（帽子，綿手袋）の配備数は，以下のとおり，

上記を踏まえ算出した必要数を上回っており妥当である。 

44名×4回＋111名×2交替＋44名×2回×6日＝926 ＜ 1,155 

靴下及びゴム手袋は二重にして使用し，チャコールフィルタ

は 2 個装着して使用する。靴下等の配備数は，以下のとおり，

必要数を上回っており妥当である。 

 (44名×4回＋111名×2交替＋44名×2 回×6日)×2＝1,852 

 ＜ 2,310 

全面マスクは，再使用するため，必要数は交替を考慮して 222

個（要員数分×2倍）であり，配備数（333個）は必要数を上回

っており妥当である。 

アノラック，長靴，胴長靴，高線量対応防護服（遮蔽ベスト），

自給式呼吸用保護具及びバックパックの配備数は，それぞれ想

定する使用者数を上回るよう設定しており妥当である（※10～

14参照）。 

プルーム通過以降（２日目以降），１号及び２号炉対応の要員

は緊急時対策要員 60 名であり，本部要員 46名及び現場要員 14

名で構成されている。このうち，本部要員は，緊急時対策所を

正圧化することにより，防護具類を着用する必要がないが，全

要員は７日目以降に１回交替するため，１回の交替分を考慮す

る。また，現場要員は１日に２回現場に行くことを想定する。

自衛消防隊は火災現場には消防服で出向し，防護具類を着用す

る必要がないため考慮しない。 

また，中央制御室の交替要員は，緊急時対策所から中央制御

室に行くため，１日２回の交替分を考慮する。 

92 名×２交替＋28 名×６回＋60 名＋14 名×２回×６日＋９

名×２回×７日＝706 着＜1,155着 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，交替

要員分の防護具類も緊

対所に配備する 

【中央制御室】 

要員数18 名は，運転員（中操）7 名と運転員（現場）11 名

で構成されている。このうち，運転員（中操）は，中央制御室

内を陽圧化することにより，防護具類を着用する必要がない。

ただし，運転員は2 交代を考慮し，交代時の1 回着用を想定す

る。また，運転員（現場）は，1 日に1 回現場に行くことを想

定している。 

18 名×1 回×2 交代×7 日＋11 名×1 回×2 交代×７日＝

406 着＜420 着 

上記想定により，重大事故等発生時に，交代等で中央制御室

に複数の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分な数

量を確保している。 

なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内より

適宜運搬することにより補充する。 

 【中央制御室】 

要員数９名は，運転員（中操）５名と運転員（現場）４名で

構成されている。このうち，運転員（中操）は，中央制御室内

を正圧化することにより，防護具類を着用する必要がない。た

だし，運転員は２交替を考慮し，交替時の１回着用を想定する。

また，運転員（現場）は，１回現場に行くことを想定している。 

９名×１回×２交替×７日＋４名×１回×２交替×７日＝

182着＜210着 

 

上記想定により，重大事故等発生時に，交替等で中央制御室

に複数の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分な数

量を確保している。 

なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内より

適宜運搬することにより補充する。 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 
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○計測器（被ばく管理，汚染管理） ○放射線計測器（被ばく管理・汚染管理） ○計測器（被ばく管理，汚染管理） ・体制の相違 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の原子力

防災組織体制に基づく

必要数量を記載する 

 

 

 

※１：180 名（1～7 号炉対応の緊急時対策要員 164 名＋自衛消

防隊 10 名＋余裕） 

※２：18 名（6 号及び 7 号炉運転員 18 名）＋46 名（引継班，

日勤班，作業管理班）＋余裕 

 

 

 

 

 

※３：モニタリング及びチェンジングエリアにて使用 

 

 

 

※４：モニタリングに使用 

 

 

※５：緊急時対策所の居住性（線量率）を確認するための重大事

故等対処設備として 2 台（予備 1 台）を緊急時対策所内に

保管する。5 号炉原子炉建屋内緊急時対対策所の対策本部

及び待機場所に 1 台ずつ設置する。 

設置のタイミングは，チェンジングエリア設営判断と同時

（原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象） 

※６：各エリアにて使用。設置のタイミングは，チェンジングエ

リア設営判断と同時（原子力災害対策特別措置法第 10 条

特定事象） 

※1 今後，訓練等で見直しを行う 

※2 緊急時対策所の可搬型モニタリング・ポストについては「監

視測定設備」の可搬型モニタリング・ポストと兼用する。 

※3 111名（要員数）×2台（交替時用）×1.5 倍＝333台 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 身体サーベイ用に 3台＋2台（予備）＝5台 

 

 

 

※5 現場作業等用に 4台＋1台（予備）＝5台 

 

 

※6 加圧判断用に 1台＋１台（予備）＝2 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：110名（１号及び２号炉対応の緊急時対策要員 77名＋自衛

消防隊 15名＋運転員９名＋余裕） 

※２：10名（運転員９名＋余裕） 

 

 

 

 

 

 

※３：緊急時対策所内モニタリング用１台＋チェンジングエリア

用２台＋予備１台 

※４：中央制御室内外モニタリング用１台＋チェンジングエリア

用１台＋予備１台 

※５：緊急時対策所内モニタリング用１台＋屋外モニタリング用

３台＋予備１台 

※６：中央制御室内外モニタリング用１台＋予備１台 

※７：緊急時対策所の居住性（線量率）を確認するための重大事

故等対処設備として１台＋予備１台（緊急時対策本部に１

台設置する。設置のタイミングは，チェンジングエリア設

営判断と同時（原災法該当事象）） 

 

 

※８：中央制御室内用１台＋チェンジングエリア用１台＋予備１

台（設置のタイミングは，チェンジングエリア設営判断と

同時（原災法該当事象）） 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉において，

電子式線量計は現場作

業を行う要員が着用し，

ガラスバッジは全要員

が所持しているため，十

分な数量を確保してい

る 
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※７：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

※7 室内のモニタリング用に 1台＋1台（予備）＝2台 

 

 

 

 

 

 

※8 11名（中央制御室要員数）×2台（交替時用）×1.5 倍＝33

台 

※9 身体サーベイ用に 2台＋1台（予備）＝3台 

 

※10 現場作業等用に 2台＋1台（予備）＝3台 

※９：室内のモニタリング用１台＋予備１台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 室内での飲食可否判

断等，空気中の放射性物

質濃度の測定で使用す

るダストサンプラにつ

いて記載 

・※２に記載 

【東海第二】 

・※４に記載 

【東海第二】 

・※６に記載 

【東海第二】 

 ○チェンジングエリア用資機材 

 
※1 今後，訓練等で見直しを行う。 

※2 各エリア間の 5個×1.5倍＝7.5個→8個 

※3 エリアの設営に必要な数量 

※4 2台×1.5倍＝3台 

※5 設置作業用，脱衣用，除染用の 3本 

※6 サーベイエリア用，除染エリア用の 2式 

※7 105.5 m2（床，壁の養生面積）×2（補修張替え等）÷ 

90 m2／巻×1.5倍≒4巻 

※8 2枚(設置箇所数)×1.5倍＝3枚 

※9 9個(設置箇所数 修繕しながら使用) 

※10 50枚／日×7日×1.5倍＝525枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・5.1に記載する 

【東海第二】 
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 ※11 57.54 m（養生エリアの外周距離）×2（シートの継ぎ接ぎ

対応）×2（補修張替え等）÷30m／巻×1.5 倍＝11.5→12

巻 

※12 111名（要員数）×7日×8枚（マスク，長靴，両手，身体

の拭き取りに各 2 枚）÷300（枚／缶）×1.5 倍＝31.08→

32缶 

※13 簡易シャワーの排水をシートに吸水させることで固体廃棄

物として処理する。 

111 名（要員数）×7 日×4ℓ(1 回除染する際の排水

量)÷5ℓ(シート 1枚の給水量)×1.5 倍＝932.4枚→933枚 

 ・5.1に記載する 

【東海第二】 

 (3) 測定計器 

 

 

 

 

 

 

 

・「(4) その他資機材等」

に記載する 

【東海第二】 

 (4) 情報共有設備等 
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(3) 重大事故対策の検討に必要な資料 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に以下の資料を配備す

る。 

(5) 原子力災害対策活動で使用する主な資料 (3) 重大事故対策の検討に必要な資料 

緊急時対策所に以下の資料を配備する。 
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(4) その他資機材等 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に以下の資機材等を配備

する。 

(6) その他資機材等 (4) その他資機材等 

緊急時対策所に以下の資機材等を配備する。 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

機器仕様の相違及び

適用規則の相違（東海第

二は（3）測定計器に記

載） 

【柏崎 6/7】 

飲食料及び安定よう

素剤については，島根２

号炉では，７日分以上の

食料，飲料水及び安定よ

う素剤を緊急時対策所

内に保管する運用とし

ている 

※1：予備を含む。 

※2：180 名（1～7 号炉対応の緊急時対策要員 164 名＋自衛消防

隊 10 名＋余裕）×7 日×3 食 

※3：180 名（1～7 号炉対応の緊急時対策要員 164 名＋自衛消防

隊 10 名＋余裕）×7 日×2 本(1.5 ﾘｯﾄﾙ／本) 

※4：180 名（1～7 号炉対応の緊急時対策要員 164 名＋自衛消防

隊 10 名＋余裕）× （初日 2 錠＋2 日目以降 1 錠／1 日×

6 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 飲料水 1.5ℓ 容器での保管の場合（要員１名あたり１日３ℓ

を目安に配備） 

 

 

 

※2 プルーム通過中に災害対策本部室から退出する必要がない

ように，連続使用可能なトイレを配備する。 

※１：予備を含む。 

※２：110名（１号及び２号炉対応の緊急時対策要員 77名＋自衛

消防隊 15名＋運転員９名＋余裕，以下同様）×７日×３食 

※３：110名×７日×２本（1.5リットル/本） 

 

※４：110名×８錠（初日２錠＋２日目以降１錠/日×６日） 
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 (7) 放射線計測器について 

① 緊急時対策所エリアモニタ 

ａ．使用目的 

緊急時対策所の放射線量率の監視，測定及び緊急時対策

所等の加圧エリアの加圧判断に用いる。 

ｂ．配備台数 

故障等により使用できない場合を考慮し，予備も含め 2

台配備する。 

 

ｃ．測定範囲：B.G～999.9mSv／h 

ｄ．電源：AC100V 

 

第 5.2－1図 可搬型エリアモニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 放射線計測器について 

ａ．可搬式エリア放射線モニタ 

(a) 使用目的 

緊急時対策所の放射線量率の監視，測定及び緊急時対

策所の加圧判断に用いる。 

(b) 配備台数 

緊急時対策所の放射線量率の監視，測定及び緊急時対

策所の加圧判断に１台，故障等により使用できない場合

の予備１台の計２台を配備する。 

(c) 測定範囲：0.001～999.9mSv/h 

(d) 電源：AC100V又は乾電池４本 

 

第 5.2－1図 可搬式エリア放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

緊急時対策所で使用

する放射線計測器につ

いて記載 
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 ② ＧＭ汚染サーベイメータ 

ａ．使用目的 

屋外で作業した要員の身体等に放射性物質が付着してい

ないことを確認する。 

ｂ．配備台数 

・チェンジングエリア内のサーベイエリアにて汚染検査のた

めに 1 台，除染エリアにて除染後の再検査のために 1 台使

用する。 

・また，緊急時対策所の環境測定のためダストサンプラとあ

わせて空気中の放射性物質の濃度を測定するために 1 台使

用する。 

・3 台に加えて汚染検査の多レーン化等柔軟なチェンジング

エリアの運用及び故障点検時のバックアップとして予備 2

台の計 5台を配備する。 

ｃ．測定範囲：0 ～ 1×10２ kcpm 

ｄ．電源：乾電池 4本[連続 100時間以上] 

 

第 5.2－2図 ＧＭ汚染サーベイメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

(a) 使用目的 

屋外で作業した要員の身体等に放射性物質が付着して

いないことを確認する。 

(b) 配備台数 

チェンジングエリア内のサーベイエリア及び除染エリ

アでの汚染検査のために２台，緊急時対策所の環境測定

のためダストサンプラとあわせて空気中の放射性物質の

濃度を測定するために１台，故障等により使用できない

場合の予備１台の計４台を配備する。 

 

 

 

 

(c) 測定範囲：０～100kmin－１ 

(d) 電源：乾電池４本[連続 100時間以上] 

 

第 5.2－2図 ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

緊急時対策所で使用

する放射線計測機につ

いて記載 

61-367



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  ③ 電離箱サーベイメータ 

ａ．使用目的 

現場作業を行う要員等の過剰な被ばくを防止するため，

作業現場等の放射線量の測定に使用する。 

  ｂ．配備台数 

線量が高くなることが想定される原子炉建屋等近傍の作

業用 3 台，緊急時対策所の環境測定用 1 台及び故障等によ

り使用できない場合の予備用 1台の計 5台配備する。 

ｃ．測定範囲：0.001mSv／h ～ 1000mSv／h 

ｄ．電源：乾電池 4本[連続 100時間以上] 

 

第 5.2－3図 電離箱サーベイメータ 

 

ｃ．電離箱サーベイ・メータ 

(a) 使用目的 

現場作業を行う要員等の過剰な被ばくを防止するた

め，作業現場等の放射線量の測定に使用する。 

(b) 配備台数 

緊急時対策所の環境測定及び現場放射線管理用に４

台，故障等により使用できない場合の予備１台の計５台

を配備する。 

(c) 測定範囲：0.001～300mSv/h  

(d) 電源：乾電池４本[連続 80時間以上] 

 
 

第 5.2－3図 電離箱サーベイ・メータ 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

緊急時対策所で使用

する放射線計測機につ

いて記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様（計測範囲及

び稼働時間）の相違 

 ○電離箱サーベイメータの配備数根拠について 

・電離箱サーベイメータは，屋外作業現場等の放射線測定を行

い，要員の過剰な被ばくを防止するために使用する。 

・電離箱サーベイメータは，線量が高くなることが想定される

場所にて行う作業で使用できるよう，大気への放射性物質の

拡散を抑制するための作業用として１台（①）及び格納容器

ベントの実施により屋外の線量が上昇した状況下において

原子炉建屋等近傍で行う作業用として２台（②，③）並びに

緊急時対策所の環境測定用として１台（④）の計４台を配備

するとともに，さらに，故障点検時の予備用の１台を配備す

る。 

・なお，各要員の着用する電子式個人線量計の発する音により，

要員周辺の線量率の上昇を把握することで，過剰な被ばくを

防止することも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(2)に記載する 

【東海第二】 
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 電離箱サーベイメータを携行する作業 

 
 

 ・(2)に記載する 

【東海第二】 

 ○ＧＭ汚染サーベイメータの配備数根拠について 

・ＧＭ汚染サーベイメータは，屋外から緊急時対策へ入室する

現場で作業を行った要員の身体等の汚染検査を行うために使

用する。 

・チェンジングエリア内のサーベイエリアにて汚染検査のため

に 1 台，除染エリアにて除染後の再検査のために 1 台使用す

る。 

・また，緊急時対策所の環境測定のためダストサンプラとあわ

せて空気中の放射性物質の濃度を測定するために 1 台使用す

る。 

・３台に加えて汚染検査の多レーン化等柔軟なチェンジングエ

リアの運用及び故障点検時の予備として予備 2 台の計 5 台を

配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(2)および上段に記載

する 

【東海第二】 
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5.3 通信連絡設備の必要な容量及びデータ回線容量について 

(1) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備の必要な

容量について 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に配備している通信連絡

設備の容量及び事故時に想定される必要な容量は表 5.3-1 の

とおりである。 

 

表 5.3-1 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備の 

必要容量 

 

 

※１：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

※２：今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

5.3 通信連絡設備の必要な容量及びデータ回線容量について 

  

 

  緊急時対策所に配備している通信連絡設備の容量及び事故時

に想定される必要な容量は第 5.3－1表のとおりである。 

 

 

第 5.3－1表 緊急時対策所の通信連絡設備の必要容量 

 

 
各容量については，今後の詳細設計により，変更となる可能性が

ある。 

※1 加入電話に接続されており，発電所外への連絡も可能であ

る。 

※2 （ ）は内訳を示す。 

※3 その他容量は，実測データも含まれていることから，小さな

変動の可能性がある。 

 

 

 

 

 

5.3 通信連絡設備の必要な容量及びデータ回線容量について 

(1) 緊急時対策所の通信連絡設備の必要な容量について 

 

緊急時対策所に配備している通信連絡設備の容量及び事故

時に想定される必要な容量は第 5.3－1表のとおりである。 

 

 

第 5.3－1表 緊急時対策所の通信連絡設備の必要容量 

 

 

※１：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

※２：今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤及び設置設備，保管

場所，数量及び仕様の相

違 

【東海第二】 

⑤及び設置設備，保管

場所，数量及び仕様の相

違 

回線容量は第 5.3－2

表に統合原子力防災ネ

ットワークを記載 
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(2) 事故時に必要なデータ伝送に関する必要回線容量について 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，発電所外用として

緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送でき

る設備を配備し，専用であって多様性を確保した統合原子力

防災ネットワークに接続しており，表 5.3-2 のように事故時

に必要なデータ（必要回線容量）を伝送できる回線容量を有

している。 

 

表 5.3-2 事故時に必要なデータ伝送に関する必要回線容量 

について 

 

 (2) 事故時に必要なデータ伝送に関する必要回線容量について 

緊急時対策所には，発電所外用として緊急時対策支援シス

テム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備を配備し，

専用であって多様性を確保した統合原子力防災ネットワーク

に接続しており，第 5.3－2表のように事故時に必要なデータ

（必要回線容量）を伝送できる回線容量を有している。 

 

 

第 5.3－2表 事故時に必要なデータ伝送に関する必要回線容量

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

必要容量及び回線容

量の相違 
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5.4 SPDS のデータ伝送概要とパラメータについて 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に設置する緊急時対策支

援システム伝送装置は，6 号炉及び 7 号炉のコントロール建

屋に設置するデータ伝送装置からデータを収集し，SPDS 表示

装置にて確認できる設計とする。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に設置する緊急時対策支

援システム伝送装置に入力されるパラメータ（ SPDS パラメ

ータ） は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所において， デ

ータを確認することができる。 

 

 

 

 

通常のデータ伝送ラインである有線系回線が使用できない

場合，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に設置する緊急時対

策支援システム伝送装置は，主な ERSS 伝送パラメータ※を

バックアップ伝送ラインである無線系回線により 6 号炉及び

7 号炉のコントロール建屋に設置するデータ伝送装置からデ

ータを収集し，SPDS表示装置にて確認できる設計とする。 

各パラメータは，緊急時対策支援システム伝送装置に 2 週

間分（ 1 分周期） のデータが保存され，SPDS 表示装置にて

過去データ（ 2 週間分） が確認できる設計とする。 

 

※ 一部の「環境の情報確認」に関するパラメータは，バッ

クアップ伝送ラインを経由せず，SPDS表示装置で確認で

きる。 

 

SPDS パラメータについては，緊急時対策所において必要な

指示を行うことが出来るよう，プラント・系統全体の安定・

変化傾向を把握し，それによって事故の様相の把握とその復

旧方策，代替措置の計画・立案・指揮・助言を行うために必

要な情報を選定する。すなわち，以下に示す対応活動が可能

となるように必要なパラメータが表示・把握できる設計とす

る。 

 

①各号炉の中央制御室（運転員）を支援する観点から「炉心

反応度の状態」，「炉心冷却の状態」，「格納容器の状態」，

「放射能隔離の状態」，「非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ） の

5.4 ＳＰＤＳのデータ伝送概要とパラメータについて 

緊急時対策所建屋に設置する緊急時対策支援システム伝送

装置は，中央制御室に設置するデータ伝送装置からデータを

収集し，ＳＰＤＳデータ表示装置にて確認できる設計とする。 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）への伝送につ

いては，緊急時対策所建屋に設置する緊急時対策支援システ

ム伝送装置から伝送する設計とする。 

 

通常のデータ伝送ラインが使用できない場合，緊急時対策

所建屋に設置する緊急時対策支援システム伝送装置は，バッ

クアップ伝送ラインにより中央制御室に設置するデータ伝送

装置から無線系を経由し，ＳＰＤＳデータ表示装置にて確認

できる設計とする。 

 

各パラメータは，2週間分（1分周期）のデータが保存され，

ＳＰＤＳデータ表示装置にて過去データが確認できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

ＳＰＤＳパラメータについては，緊急時対策所において必

要な指示を行うことができるよう必要なパラメータが表示・

把握できる設計とする。 

 

 

 

 

 

「炉心反応度の状態」，「炉心冷却の状態」，「原子炉格納容

器内の状態」，「放射能隔離の状態」，「非常用炉心冷却系（Ｅ

ＣＣＳ）の状態等」の確認に加え，「使用済燃料プールの状態」

5.4 ＳＰＤＳのデータ伝送概要とパラメータについて 

緊急時対策所に設置するＳＰＤＳ伝送サーバは，廃棄物処

理建物に設置するＳＰＤＳデータ収集サーバからデータを収

集し，ＳＰＤＳデータ表示装置にて確認できる設計とする。 

緊急時対策所に設置するＳＰＤＳ伝送サーバに入力される

パラメータ（ＳＰＤＳパラメータ）は，緊急時対策所におい

て，データを確認することができる。 

 

 

また，国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）への伝送

については，緊急時対策所に設置するＳＰＤＳ伝送サーバか

ら伝送する設計とする。 

 

通常のデータ伝送ラインである有線系回線が使用できない

場合，緊急時対策所に設置するＳＰＤＳ伝送サーバは，主な

ＥＲＳＳ伝送パラメータ※をバックアップ伝送ラインである

無線系回線により廃棄物処理建物に設置するＳＰＤＳデータ

収集サーバからデータを収集し，ＳＰＤＳデータ表示装置に

て確認できる設計とする。 

各パラメータは，ＳＰＤＳ伝送サーバに２週間分（１分周

期）のデータが保存され，ＳＰＤＳデータ表示装置にて過去

データ（２週間分）が確認できる設計とする。 

 

※ 一部の「環境の状態確認」に関するパラメータは，バッ

クアップ伝送ラインを経由せず，ＳＰＤＳデータ表示装

置で確認できる。 

 

ＳＰＤＳパラメータについては，緊急時対策所において必

要な指示を行うことが出来るよう，プラント・系統全体の安

定・変化傾向を把握し，それによって事故の様相の把握とそ

の復旧方策，代替措置の計画・立案・指揮・助言を行うため

に必要な情報を選定する。すなわち，以下に示す対応活動が

可能となるように必要なパラメータが表示・把握できる設計

とする。 

 

① 中央制御室（運転員）を支援する観点から行う「炉心

反応度の状態確認」，「炉心冷却の確認」，「格納容器内

の状態確認」，「放射能隔離の状態確認」，「環境の状態

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

記載の有無であり伝

送ルートは同様 
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状態等」の確認に加え，「使用済み燃料プールの状態」の

把握，並びに「環境の情報」の把握。 

 

 

②上記①を元にした設備・系統の機能が維持できているか，

性能を発揮できているか等プラント状況・挙動の把握。 

 

 

上記①②が可能となるパラメータを確認することで， 中央

制御室でのバルブ開閉等の操作の結果として予測されるプラ

ント状況・挙動との比較を行うことができ， 前述の計画・立

案・指揮・助言を行うことができることから，弁の開閉状態

等については一部を除き SPDSパラメータとして選定しない。

弁の開閉状態等についての情報が必要な場合には，通信連絡

設備を用いて中央制御室（運転員） に確認する。 

 

（例：中央制御室にて低圧代替注水操作を行った場合，緊急

時対策所においては，原子炉水位・復水補給水系流量

（原子炉圧力容器）を確認することで操作成功時の予

測との比較を行うことができる。） 

バックアップ伝送ラインでは，これらパラメータ以外にも，

「水素爆発による格納容器の破損防止」「水素爆発による原

子炉建屋の損傷防止」に必要なパラメータ（バックアップ対

象パラメータ）を収集し，緊急時対策所に設置する SPDS 表

示装置において確認できる設計とする。 

 

 

SPDS 表示装置で確認できるパラメータ（6 号炉，7 号炉）

を表 5.4-1,5.4-2 に示す。また，表 5.4-3 に設置許可基準規

則第 58 条における計装設備とバックアップ対象パラメータ

の整理を示す。 

なお，ERSS伝送パラメータ以外のバックアップ対象パラメ

ータについては， 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に設置す

る衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークを用いた通信

連絡設備（テレビ会議システム，IP－電話機，IP－FAX）を使

用し国等の関係各所と情報共有することは可能である。 

 

の把握，並びに「環境の情報」が把握できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，これらのパラメータ以外にも，「水素爆発による格納

容器の破損防止」，「水素爆発による原子炉建屋の損傷防止」，

「津波監視」に必要なパラメータを収集し，緊急時対策所に

設置するＳＰＤＳデータ表示装置において確認できる設計と

するとともに，今後の監視パラメータ追加や機能拡張等を考

慮した設計とする。 

 

ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータを第 5.4

－1表に示す。 

確認」，「非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）の状態等確認」，

「燃料プールの状態確認」，「水素爆発による格納容器

の破損防止確認」及び「水素爆発による原子炉建物の

損傷防止確認」。 

② 上記①を元にした設備・系統の機能が維持できている

か，性能を発揮できているか等プラント状況・挙動の

把握。 

 

上記①，②が可能となるパラメータを確認することで，

中央制御室でのバルブ開閉等の操作の結果として予測され

るプラント状況・挙動との比較を行うことができ，前述の

計画・立案・指揮・助言を行うことができることから，弁

の開閉状態等については一部を除きＳＰＤＳパラメータと

して選定しない。弁の開閉状態等についての情報が必要な

場合には，通信連絡設備を用いて中央制御室（運転員）に

確認する。 

（例：中央制御室にて低圧原子炉代替注水系操作を行った

場合，緊急時対策所においては，原子炉水位・代替

注水流量（常設）を確認することで操作成功時の予

測との比較を行うことができる。） 

バックアップ伝送ラインでは，これらパラメータ以外に

も，「水素爆発による格納容器の破損防止確認」「水素爆発

による原子炉建物の損傷防止確認」に必要なパラメータ（バ

ックアップ対象パラメータ）を収集し，緊急時対策所に設

置するＳＰＤＳデータ表示装置において確認できる設計と

する。 

 

ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータを第

5.4－1 表に示す。また，第 5.4－2 表に設置許可基準規則

第五十八条における計装設備とバックアップ対象パラメー

タの整理を示す。 

なお，ＥＲＳＳ伝送パラメータ以外のバックアップ対象

パラメータについては，緊急時対策所に設置する衛星電話

設備，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）

を使用し国等の関係各所と情報共有することは可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根は津波監視カメ

ラ映像を自主対策とし

て伝送しており，把握が

可能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 
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※１:７号炉も同様 

 

 

※２：国の緊急時対策支援システム。 

※３：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範

囲から国所掌の ERSSとなる。 

※４：免震重要棟の緊急時対策支援システム伝送装置から本社経

由で第二データセンターへ， 

５号炉原子炉建屋の緊急時対策支援システム伝送装置から

第一データセンターへ伝送する。 

 

 

 

※５：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は，一般送

配電事業会社所掌となる。 

 

図 5.4-1 安全パラメータ表示システム(SPDS)等のデータ伝送概要 

 

 

 

 

 

 

※１：国の緊急時対策支援システム。緊急時対策所のＳＰＤＳ伝

送サーバから第一データセンターへ，緊急時対策所のＳＰ

ＤＳ伝送サーバから本社経由で第二データセンターへ伝送

する。 

※２：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範

囲から国所掌のＥＲＳＳとなる。 

 

※３：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は一般送配

電事業者所掌となる。 

 

第 5.4－1図 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）等の 

データ伝送の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・伝送場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は緊急時

対策所のＳＰＤＳ伝送

サーバからから第一，第

二データセンターへ伝

送する 
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表 5.4-1 SPDS 表示装置で確認できるパラメータ ６ 号炉 

（ １ ／ １ ０ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ

一覧(1/6) 

 

第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ 

（１／６） 

 

※１ ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パ

ラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのう

ち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳ

へ伝送する。原子力事業者防災業務計画の改定に合わせ，

必要に応じ適宜見直していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉ではＳＰ

ＤＳパラメータ一覧表

に有効性評価で事象進

展の判断で用いるパラ

メータが網羅的に含ま

れていることを記載 
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６ 号炉（ ２ ／ １ ０ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ

一覧(2/6) 

 

（２／６） 

 

 

※１ ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パ

ラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのう

ち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳ

へ伝送する。原子力事業者防災業務計画の改定に合わせ，

必要に応じ適宜見直していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-376



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６ 号炉（ ３ ／ １ ０ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ

一覧(3/6) 

 

（３／６） 

 

 

※１ ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パ

ラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのう

ち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳ

へ伝送する。原子力事業者防災業務計画の改定に合わせ，

必要に応じ適宜見直していく。 
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６ 号炉（ ４ ／ １ ０ ） 第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ

一覧(4/6) 

（４／６） 

※１ ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パ

ラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのう

ち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳ

へ伝送する。原子力事業者防災業務計画の改定に合わせ，

必要に応じ適宜見直していく。 

※２ バックアップ伝送ラインを経由せず，ＳＰＤＳデータ表示

装置にて確認できる。 
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６ 号炉（ ５ ／ １ ０ ） 

 

 

※バックアップ伝送ラインを経由せず， SPDS 表示装置にて

確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ

一覧(5/6) 

 

（５／６） 

 

 

※１ ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パ

ラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのう

ち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳ

へ伝送する。原子力事業者防災業務計画の改定に合わせ，

必要に応じ適宜見直していく。 

※２ バックアップ伝送ラインを経由せず，ＳＰＤＳデータ表示

装置にて確認できる。 
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６ 号炉（ ６ ／ １ ０ ） 

※バックアップ伝送ラインを経由せず，SPDS 表示装置にて確認

できる。

第 5.4－1表 ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるパラメータ

一覧(6/6) 

（６／６） 

※１ ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パ

ラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのう

ち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳ

へ伝送する。原子力事業者防災業務計画の改定に合わせ，

必要に応じ適宜見直していく。 
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※バックアップ伝送ラインを経由せず， SPDS 表示装置にて確認

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

61-381



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６ 号炉（ ８ ／ １ ０ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

61-382



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６ 号炉（ ９ ／ １ ０ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

61-383



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６ 号炉（ １ ０ ／ １ ０ ） 
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表 5.4-2 SPDS 表示装置で確認できるパラメータ ７ 号炉 

（ １ ／ １ ０ ） 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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※バックアップ伝送ラインを経由せず，SPDS 表示装置にて確認

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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※バックアップ伝送ラインを経由せず，SPDS 表示装置にて確認

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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  ・設備の相違 
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②の相違 
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表 5.4-2 設置許可基準規則第 58 条における計装設備と 

SPDS バックアップ対象パラメータの整理 

 

※1：「◎」は各設置許可基準規則で設置要求のある計装設備 

※2：有効性評価の 3.3及び 3.5は 3.2のシナリオに包絡 

※3：有効性評価の 3.4は 3.1のシナリオに包絡 

※4：●：SPDS 等伝送・表示対象，▲：SPDS 等伝送・表示対象と

する方針 

※5：使用済燃料貯蔵プール監視カメラは SPDS の伝送・表示対象

とせず，緊急時対策所に設置する専用の表示装置で監視 

 第 5.4－2表 設置許可基準規則第 58条における計装設備と 

ＳＰＤＳバックアップ対象パラメータの整理（１／２） 

 

 
 

※１：「◎」は各設置許可基準規則で設置要求のある計装設備 

※２：有効性評価の 3.3及び 3.5は 3.2のシナリオに包絡 

※３：有効性評価の 3.4は 3.1のシナリオに包絡 

※４：●：ＳＰＤＳ等伝送・表示対象，▲：ＳＰＤＳ等伝送・表

示対象とする方針 

※５：燃料プール監視カメラ（ＳＡ）はＳＰＤＳの伝送・表示対

象とせず，緊急時対策所に設置する専用の表示装置で監視 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉ではＳＰ

ＤＳパラメータ一覧表

に有効性評価で事象進

展の判断で用いるパラ

メータが網羅的に含ま

れていることを記載 

  （２／２） 

 
※１：「◎」は各設置許可基準規則で設置要求のある計装設備 

※２：有効性評価の 3.3及び 3.5は 3.2のシナリオに包絡 

※３：有効性評価の 3.4は 3.1のシナリオに包絡 

※４：●：ＳＰＤＳ等伝送・表示対象，▲：ＳＰＤＳ等伝送・表

示対象とする方針 

※５：燃料プール監視カメラ（ＳＡ）はＳＰＤＳの伝送・表示対

象とせず，緊急時対策所に設置する専用の表示装置で監視 
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5.5 緊急時対策所の要員数とその運用について 

 

 

5.5 緊急時対策所の要員数とその運用について 

 

緊急時対策所（災害対策本部室及び宿泊・休憩室）のレイアウ

トを第 5.5－1図に示す。 

 

 

第 5.5－1図 緊急時対策所のレイアウト 

（緊急時対策所建屋 2階平面図） 

＊今後の設計により変更になる場合あり 

 

プルーム通過に伴い緊急時対策所にとどまる要員については，

プルーム通過中の被ばくを極力抑える観点から最小要員にて対応

する及びプルーム通過中及び通過後に必要な業務に対応できるよ

うにするとの考え方から，第 5.5－2 図に基づく要員数を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 緊急時対策所の要員数とその運用について 

 

 

 

・3.1(2)に記載 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 2.1－1図に記載 

【東海第二】 
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第 5.5－2図 プルーム通過に伴い発電所内（緊急時対策所他） 

にとどまる要員 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 3.1－3図に記載 

【東海第二】 

(1) 重大事故時に必要な指示を行う要員 

プルーム通過中においても，重大事故等に対処するために

緊急時対策所にとどまる必要のある要員は，交替要員も考慮

して，①重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員

52 名（6 号及び 7 号炉対応要員）と 1～5 号炉対応要員 2 名

をあわせた 54名と，②原子炉格納容器の破損等による発電所

外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な要員 75 名

のうち,中央制御室待避室にとどまる運転員 18 名を除く 57 

名の合計 111 名を想定している。 

 

プルーム通過中においても，重大事故等に対処するために

緊急時対策所にとどまる必要のある最低必要な要員は，休

憩・仮眠をとるための交替要員を考慮して，(1)重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員 48 名と，(2)原子炉格

納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な要員 18名の合計の 66名としている。 

 

 

なお，この要員数を目安として，発電所災害対策本部長が

緊急時対策所にとどまる要員を判断する。 

 

(1) 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

  プルーム通過中の状況監視及び通過後においても継続して，

緊急時対策所において発電所災害対策本部機能を維持し，必要

な指揮・対応を行うために必要な要員数を確保する。必要な要

員数については第 5.5－1表に示す。 

 

 

 

 

 

(1) 重大事故時に必要な指示を行う要員 

プルーム通過中においても，重大事故等に対処するために

緊急時対策所にとどまる必要のある要員は，休憩及び仮眠を

とるための交替要員も考慮して，①重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員 46名と，②原子炉格納容器の破損

等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な要員 23 名のうち中央制御室待避室にとどまる運転員５

名を除く 18名の合計 64名を想定している。 
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第 5.5－1 表 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員 

 

 

 

 

 

（注）人数については，今後，訓練等を踏まえた検討により変更

となる可能性がある。 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器破損時に所外への拡散を抑制する要員 

 

プルーム通過後に実施する作業は，重大事故等対策の有効

性評価の重要事故シーケンスのうち，格納容器破損防止（雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破壊），

水素燃焼）を参考とし，重大事故対応に加えて，放射性物質

拡散防止のための放水操作等が可能な要員数を確保する。ま

た，設備故障等の不測事態への対応を考慮する。交替要員に

ついては，順次，構外に待機している要員を当てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の

拡散を抑制するための対策に対処するために必要な要員 

原子炉格納容器の破損等重大事故等に対して，プルーム通

過後に放射性物質の拡散を抑制するための継続的な対応措置

を行うための必要な要員数を確保する。必要な要員数につい

ては第 5.5－2表に示す。 

(2) 原子炉格納容器破損等時に所外への拡散を抑制する要員 

 

プルーム通過後に実施する作業は，重大事故等対策の有効

性評価の重要事故シーケンスのうち，格納容器破損防止（雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損），

水素燃焼）を参考とし，重大事故対応に加え，放射性物質拡

散防止のための放水操作等が可能な要員数を確保する。交替

要員については，順次，構外に待機している要員を当てる。 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

想定事象の相違 
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※1 要員数については，今後の訓練等の結果より人数を見直す可

能性がある。 

※2 フィルタ装置排水ポンプ水張り(作業 A)は格納容器ベント実

施前の作業で，フィルタ装置の排水(作業 B)は格納容器ベン

ト実施後の作業であるため，各号炉単位で同時に発生するこ

とがない。 

加えてこれら二つの作業は作業時間帯に十分な間隔があるた

め，作業 A 完了後に作業 B を実施することとし，作業 A と

作業 B 合計で対策本部内に 4 名の現場要員を確保するもの

とした。 

 

 

重大事故等に柔軟に対処できるよう，整備した設備等の手

順書を制定するとともに，訓練により必要な力量を習得する。

訓練は継続的に実施し，必要の都度運用の改善を図っていく。 

 

 

第 5.5－2 表 原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な要員 

（緊急時対策所及び現場待避室に退避する要員） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対して柔軟に対応できるよう，整備した設備

等の手順書を制定し，訓練実施することにより必要な力量を

習得・維持する。 

 （注）人数については，今後，訓練等を踏まえた検討により変

更となる可能性がある。 

 

 

 

 

 

※ 要員数については，今後の訓練等の結果より人数を見直す可

能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に柔軟に対処できるよう，整備した設備等の手

順書を制定するとともに，訓練により必要な力量を習得する。

訓練は継続的に実施し，必要の都度運用の改善を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，フィ

ルタベント関連の操作

については，プルーム通

過中に実施すべき操作

はなく，また，プルーム

通過後に実施する排水

や窒素注入作業につい

ては，事象発生７日後以

降の作業となる 
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5.6 原子力警戒態勢，緊急時態勢について 

 

柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画では，原

子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に，

事故原因の除去，原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を

含む。）の拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行う

ため，次表に定める原子力災害の情勢に応じて態勢を区分し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 原子力警戒体制，緊急時体制について 

 

 原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合

に，事故原因の除去，原子力災害の拡大の防止，その他必要な

活動を迅速かつ円滑に行うため，第 5.6－1表に定める異常・緊

急時の情勢に応じて防災体制を区分する。 

5.6 緊急時警戒体制，緊急時非常体制，緊急時特別非常体制につ

いて 

島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画では，原子力災

害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に，事故原因

の除去，原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の

拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため，第

5.6－1 表に定める原子力災害等の状況に応じて緊急時体制を

区分している。 
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表 5.6-1 態勢の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）原子力災害対策特別措置法第 15 条第 4 項の原子力緊急事態

解除宣言が行われた後においても，発電所対策本部長の判断に

より緊急時態勢を継続することができる。 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 

年 3月より抜粋） 

 

第 5.6－1表 防災体制の区分と緊急時活動レベル（ＥＡＬ）（1/2） 

 

 

第 5.6－1表 防災体制の区分と緊急時活動レベル（ＥＡＬ）（2/2） 

 

※EAL：Emergency Action Level AL：Alert SE：Site area Emergency 

GE：General Emergency 

 

第 5.6－1表 緊急時体制の区分 

 

（注１）緊急時体制の区分欄の（ ）内は，指針で規定される名

称。 

（注２）原子力防災管理者は，上表に示す原子力災害等の状況に

満たない場合でも，必要と認めるときは緊急時体制を発

令することができる。また，原子力防災管理者は，原災

法第 15 条第４項の規定に基づく原子力緊急事態解除宣

言が行われた後においても，必要により緊急時体制を継

続することができる。 

   （島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 令和２

年８月より抜粋） 
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表 5.6-2 原子力災害対策指針に基づく警戒事態を判断する基準 

 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画平成 29 年 3 

月 別表 2-1 原子力災害対策指針に基づく警戒事態を判断する

基準を抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5.6－2表 原子力災害対策指針に基づく警戒事態を 

判断する基準(1/2) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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  第 5.6－2表 原子力災害対策指針に基づく警戒事態を 

判断する基準(2/2) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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表 5.6-3 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準（1/3） 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 年 3 

月 別表 2-2 原子力災害対策特別措置法第 10 条第１項に基づ

く通報基準を抜粋） 

 
 

 第 5.6－3表 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準(1/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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表 5.6-3 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準（2/3） 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 年 3 

月 別表 2-2 原子力災害対策特別措置法第 10 条第１項に基づ

く通報基準を抜粋） 

 

 

 第 5.6－3表 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準(2/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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表 5.6-3 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準（3/3） 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 年 3 

月 別表 2-2 原子力災害対策特別措置法第 10 条第１項に基づ

く通報基準を抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5.6－3表 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準(3/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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  第 5.6－3表 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態を 

判断する基準(4/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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表 5.6-4 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準（1/3） 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 年 3 

月 別表 2-3 原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の原子

力緊急事態宣言発令の基準を抜粋） 

 

 

 第 5.6－4表 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準(1/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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表 5.6-4 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準（2/3） 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 年 3 

月 別表 2-3 原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の原子

力緊急事態宣言発令の基準を抜粋） 

 
 

 第 5.6－4表 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準(2/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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表 5.6-4 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準（3/3） 

（柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画 平成 29 年 3 

月 別表 2-3 原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の原子

力緊急事態宣言発令の基準を抜粋） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5.6－4表 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準(3/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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  第 5.6－4表 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態を 

判断する基準(4/4) 

（島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画 令和２年８月 

別表１ 原子力災害等発生時の通報・連絡基準を抜粋） 
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5.7 緊急時対策本部内における各機能班との情報共有について 

緊急時対策本部内における各機能班，本社緊急時対策本部間

との基本的な情報共有方法は以下のとおりである。今後の訓練

等で有効性を確認し適宜見直していく。 

 

5.7 災害対策本部室内における各機能班との情報共有について 

  災害対策本部室内における各機能班，本店対策本部との基本

的な情報共有方法は以下のとおりである。（第 5.7－1図参照） 

  今後の訓練等で有効性を確認し適宜見直していく。 

 

5.7 緊急時対策本部内における各機能班との情報共有について 

緊急時対策本部内における各機能班，緊急時対策総本部と

の基本的な情報共有方法は以下のとおりである。（第 5.7－1

図参照） 

今後の訓練等で有効性を確認し適宜見直していく。 

 

 

ａ．プラント状況，重大事故等への対応状況の情報共有 

①号機班が通信連絡設備を用い当直長からプラント状況を逐

次入手し，ホワイトボード等に記載するとともに，主要な

情報について緊急時対策本部中央の幹部席に向かって発話

する。 

 

 

 

 

 

②計画班は，SPDS 表示装置等によりプラントパラメータを監

視し，状況把握，今後の進展予測，中期的な対応・戦略を

検討する。 

③各機能班は，適宜，入手したプラント状況，周辺状況，重

大事故等への対応状況をホワイトボード等に記載するとと

もに，適宜 OA 機器（パーソナルコンピュータ等）内の共

通様式に入力することで，緊急時対策本部内の全要員，本

社緊急時対策本部との情報共有を図る。 

④6 号統括，7 号統括は，ユニット責任者として配下の各機

能班の発話，情報共有記録を下に全体の状況把握，今後の

進展予測・戦略検討に努めると共に，定期的に配下の各機

能班長を召集して，プラント状況，今後の対応方針につい

て説明し，状況認識，対応方針の共有化を図る。 

⑤本部長は定期的に各統括を召集して，対外対応を含む対応

戦略等を協議し，その結果を本部幹部席で緊急時対策本部

内の全要員に向けて発話し，全体の共有を図る。 

 

ａ．プラント状況，重大事故等への対応状況の情報共有 

  ①情報班が通信連絡設備を用い発電長又は情報班員からプラ

ント状況を逐次入手し，ホワイトボード等に記載するとと

もに，主要な情報については災害対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

  ②技術班は，ＳＰＤＳデータ表示装置によりプラントパラメ

ータを監視し，状況把握，今後の進展予測，中期的な対応・

戦略を検討する。 

③各作業班は，適宜，入手した発電用原子炉の状態，周辺状

況，重大事故等への対応状況をホワイトボード等に記載す

るとともに，適宜ＯＡ機器（パーソナルコンピュータ等）

内の共通様式に入力することで，災害対策本部室内の全要

員，本店対策本部との情報共有を図る。 

  ④災害対策本部長代理は，本部と各機能班の発話，情報共有

記録をもとに全体の状況把握，今後の進展予測・戦略検討

に努めるとともに，プラントの状況，今後の対応方針につ

いて災害対策本部内に説明し，状況認識，対応方針の共有

化を図る。 

  ⑤災害対策本部長代理は，定期的に対外対応を含む対応戦略

等を災害対策本部要員と協議し，その結果を災害対策本部

内の全要員に向けて発話し，全体の共有を図る。 

   

 

 

 

 

 

ａ．プラント状況，重大事故等への対応状況の情報共有 

①プラント監視班がＳＰＤＳ及び通信連絡設備を用い，当直

長からプラント状況を逐次入手し，ホワイトボード等に記

載するとともに，主要な情報について緊急時対策本部内全

体に共有するため発話する。 

 

 

 

 

 

②技術班は，ＳＰＤＳデータ表示装置によりプラントパラメ

ータを確認し，状況把握，今後の進展予測及び中期的な対

応・戦略を検討する。 

③各機能班は，適宜，入手したプラント状況，周辺状況，重

大事故等への対応状況をホワイトボード等に記載するとと

もに，適宜ＯＡ機器(パーソナルコンピュータ等)内の共通

様式に入力することで，緊急時対策本部内の全要員，緊急

時対策総本部との情報共有を図る。 

④プラント監視統括，復旧統括は，配下の各機能班の発話，

ＳＰＤＳデータ表示装置をもとに全体の状況把握，今後の

進展予測・戦略検討に努めるとともに，定期的に配下の各

班長に対して，プラント状況，今後の対応方針について説

明し，状況認識，対応方針を共有する。 

⑤本部長は，定期的に各統括と対外対応を含む対応戦略等を

協議し，その結果を本部席から緊急時対策本部内の全要員

に向けて発話し，全体の共有を図る。 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は単号炉

申請のため，号機統括を

配置していない 

・体制の相違 

【東海第二】 

 東海第二は情報班員

を中央制御室に配置し，

プラント情報を入手 

島根２号炉は，プラン

ト監視班長又は連絡責

任者と当直長が連絡を

取りプラント情報を入

手 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は単号炉

申請のため，号機統括を

配置していない 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，全体の

統括管理を本部長が行

い，各機能の責任者とし

て統括を配置し対応を

実施 
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 ⑥情報班を中心に，災害対策本部長，災害対策本部長代理，

各本部員の発話内容をＯＡ機器内の共通様式に入力し，発

信情報，意思決定，指示事項等の情報を記録・保存し，情

報共有を図る。 

⑥情報管理班を中心に，本部長，各統括の発話内容をＯＡ機

器内の共通様式に入力し，発信情報，意思決定，指示事項

等の情報を更新することにより，情報共有を図る。 

 

 

ｂ．指示・命令，報告 

①各機能班は各々の責任と権限が予め定められており，幹部

席での発話や他の機能班から直接聴取，OA 機器内の共通様

式からの情報に基づき，自律的に自班の業務に関する検

討・対応を行うと共に，その対応状況をホワイトボード等

への記載，並びに OA 機器内の共通様式に入力することで，

緊急時対策本部内の情報共有を図る。また，重要な情報に

ついて上司である統括へ報告するが，無用な発話，統括へ

の報告・連絡・相談で緊急時対策本部内の情報共有を阻害

しないように配慮している。 

②各統括は，配下の各機能班長ら報告を受け，各班長に指示・

命令を行うとともに，重要な情報について，適宜本部幹部

席で発話することで情報共有する。 

③本部長は，各統括からの発話，報告を受け，適宜指示・命

令を出す。 

 

ｂ．指示・命令，報告 

  ①災害対策本部内において，指揮命令は基本的に災害対策本

部長を最上位に置き，階層構造の上位から下位に向かって

なされる。一方，下位から上位へは，実施事項等が報告さ

れる。また，発電用原子炉の状態や各班の対応状況につい

ても各本部員より適宜報告されるため，常に綿密な情報の

共有がなされる。 

 

 

 

 

 

 

  ②災害対策本部長は，災害対策本部長代理からの発話，報告

を受け，適宜指示・命令を出す。 

  ③災害対策本部長代理は，実施組織及び支援組織の各班の作

業及び関連する情報の報告を受けて取り纏め，災害対策本

部長に報告する。また，実施組織及び支援組織の各班の本

部員に具体的な指示・命令を行う。 

③各本部員は，配下の各班長から報告を受け，各班長に指示・

命令を行うとともに，重要な情報について災害対策本部内

で適宜発話し情報共有するとともに，災害対策本部長代理

に報告する。 

  ④各作業班長は，各班員に対応の指示を行うとともに，班員

の対応状況等の情報を入手し，情報を整理した上で本部員

へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．指示・命令，報告 

①各機能班は，各々の責任と権限があらかじめ定められてお

り，本部席での発話や他の機能班から直接聴取，ＯＡ機器

内の共通様式からの情報に基づき，自律的に自班の業務に

関する検討・対応を行うとともに，その対応状況をホワイ

トボード等への記載，並びにＯＡ機器内の共通様式に入力

することで，緊急時対策本部内の情報共有を図る。また，

重要な情報について上司である統括へ報告するが，無用な

発話，統括への報告・連絡・相談で緊急時対策本部内の情

報共有を阻害しないように配慮している。 

②各統括は，配下の各班長から報告を受け，各班長に指示・

命令を行うとともに，重要な情報について，適宜本部席で

発話することで情報共有する。 

③本部長は，各統括からの発話，報告を受け，適宜指示・命

令を出す。 
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ｃ．本社緊急時対策本部との情報共有 

緊急時対策本部と本社緊急時対策本部間の情報共有は，テ

レビ会議システム，社内情報共有ツールと合わせて，同じミ

ッションを持つ総括，班長どうしで通信連絡設備を使用し，

連絡，共有を行う。 

⑤情報班を中心に，災害対策本部長，災害対策本部長代理，

各本部員の指示・命令，報告，発話内容をホワイトボード

等への記載，並びにＯＡ機器内の共通様式に入力すること

で，災害対策本部内の全要員，本店対策本部との情報共有

を図る。 

 

ｃ．本店対策本部との情報共有 

災害対策本部と本店対策本部間の情報共有は，テレビ会議

システム，通信連絡設備，ＯＡ機器内の共通様式を用いて行

う。 

 

④情報管理班を中心に，本部長，各統括の指示・命令，報告，

発話内容をＯＡ機器内の共通様式に入力することで，緊急

時対策本部内の全要員，緊急時対策総本部との情報共有を

図る。 

 

 

ｃ．緊急時対策総本部との情報共有 

緊急時対策本部と緊急時対策総本部の情報共有は，テレビ

会議システム，通信連絡設備，ＯＡ機器内の共通様式を用い

て行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.7-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）緊急時対

策本部における各機能班，本社緊急時対策本部との 

情報共有イメージ 

 

 

 

 

 

（注）緊急時対策所災害対策本部室内の配置については，今後訓

練等の結果を踏まえた検討により変更となる可能性があ

る。 

 

第 5.7－1図 緊急時対策所災害対策本部における各機能

班，本店対策本部との情報共有イメージ 

 

 

（注）緊急時対策本部内の配置については，今後訓練等の結果を

踏まえた検討により変更となる可能性がある。 

 

 

第 5.7－1図 緊急時対策所における各機能班，緊急時対策総本部

との情報共有イメージ 
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5.8 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所と 5 号炉のプラント管理に

ついて 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）は，5 号炉原

子炉建屋内の 2 階中央制御室の上部にあたる 3 階高気密室に

設置する。そのため，緊急時対策所設備の設置及び運用に際し

ては，5 号炉プラントの停止管理業務と干渉が生じることがな

いよう，換気設備および電源設備を独立させている他，以下事

項について留意した設計とする。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

   

（１）5 号炉プラントの事故を想定し，その対応の妨げにならな

いこと 

5 号炉原子炉施設は，平成 24 年 1 月 25 日以降，停止状態

を安定継続しており，全ての燃料は使用済燃料プールに取り出

されている（平成 29 年 4 月現在）。そのため，5 号炉プラント

の運転員業務はプールに保管中の使用済燃料の冷却に関する監

視・操作が中心となり，5 号炉で事故として考え得る影響は使

用済燃料プールに関するものが中心となると考える。 

具体的には，「使用済燃料プール注水停止」，「使用済燃料プー

ル使用済燃料プール冷却停止」，「使用済燃料プール水位低下」

事象の発生が考えられる。また以下では「全交流電源喪失」事

象を伴うものとして検討を行った。 

「使用済燃料プール注水停止」，「使用済燃料プール水位低下」

事象に対しては，5 号炉タービン建屋脇の消火栓配管に消防車

を接続し送水することで，使用済燃料プールへの注水，水位維

持対応を可能としている。 

また 5 号炉原子炉建屋脇に設置する電源車接続口を経由して

受電する代替交流電源からの電源供給により，恒設の注水系を

活用できるように設計する。 

なお「使用済燃料プール使用済燃料プール冷却停止」事象に

対しては，上記代替交流電源からの電源供給による恒設の冷却

系と可搬式熱交換機器による冷却機能維持対応が可能となるよ

うに設計する。 

 

   

61-415



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

上記対応業務に必要な設備及び電源構成は 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所設備と分離されているほか，5 号炉中央制御室

での監視・操作，現場での対応操作，現場へのアクセスルート

について干渉が発生することのない様配慮した設計とする。図

5.8-1 に 5 号炉中央制御室及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所の配置を示す。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

図 5.8-1 5 号炉中央制御室及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

の配置 
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（２）事故を想定した 5 号炉プラントから，5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所の対応業務への影響が生じないこと 

（１）以外に 5 号炉で発生する可能性のある事象として，「地

震」，「津波」，「内部溢水（使用済燃料プールのスロッシングを

含む）」，「内部火災」，「外部火災」を想定し必要な措置を行うこ

ととする。このうち，「地震」，「津波」については，規則解釈第

６１条１のａに適合するため，基準地震動及び基準津波発生時

に機能を喪失しない設計とすることから，「内部溢水」「内部火

災」「外部火災」に対する措置を以下に示す。 

ａ．5 号炉の内部溢水影響に対する措置 

5 号炉で発生する内部溢水に関連し，5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所活動エリア，換気設備，電源設備，必要な情報

を把握できる設備，通信連絡設備等緊急時対策所設備と設置

場所，アクセスルートについて，溢水防護区画として設定し

溢水を想定のうえ評価を行い，必要措置を施すこととする。 

具体的には，止水措置や耐震 B,C クラス機器の耐震性の確

保等，必要な溢水防護対策を実施することにより，5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所機能を維持する。 

（緊急時対策所は重大事故等対処施設でもあることから，詳

細は，「重大事故等対処設備について（補足説明資料） 共

通 共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針

について」に記載） 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

ｂ．5 号炉の内部火災影響に対する措置 

5 号炉で発生する内部火災に関連し，5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所活動エリア，換気設備，電源設備，必要な情報

を把握できる設備，通信連絡設備等緊急時対策所設備と設置

場所，アクセスルートについて，火災防護区画として設定し，

不燃性材料又は難燃性材料の使用により，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所機能を維持する。また，5 号炉原子炉建屋 1 階

屋内東側に設置している冷却材再循環ポンプＭＧセットにつ

いて，危険物である第四類第四石油類（潤滑油）を抜き取り，

危険物を貯蔵しない設備に変更する対策を取ることにより，5 

号炉原子炉建屋内緊急時対策所のアクセスルートを維持す

る。 
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万一 5 号炉に火災が発生した場合においても，消防法に準

拠した火災感知器，消火設備を設置しており，当該機器等に

発生した火災を速やかに感知し消火することによって，5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所に設置する機器等の損傷を最小

限に抑えることができる。 

（緊急時対策所は重大事故等対処施設でもあることから，詳

細は，41 条補足説明資料 41-2「火災による損傷の防止を

行う重大事故等対処施設の分類について」に記載） 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

ｃ．5 号炉の外部火災影響に対する措置 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所へのアクセスルートは，5 

号炉原子炉建屋南側に設置している 5 号炉変圧器設備及び 5 

号炉軽油タンク設備との離隔をとることにより，火災発生時

の熱影響が対策要員のアクセスに影響しない様配慮した設計

とする。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電

源設備は，5 号炉原子炉建屋南側に設置している 5 号炉軽油

タンク設備との離隔をとることにより，タンク火災発生時の

熱影響が対策要員の 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬

型電源設備の機能に影響しない様配慮した設計とする。 

（詳細は，「第６条：外部からの衝撃による損傷の防止」別添

資料 4-1「外部火災影響評価について」添付資料 6「敷地内

における危険物タンクの火災について」に記載） 

 

   

（３）5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所からの発災で，5 号炉プ

ラントの通常停止管理業務への影響が生じないこと 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所で何らかの影響が生じたと

して，5 号炉の停止管理業務が妨げられないよう配慮する設計

とする。 

ａ．5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所で発生する内部溢水に対

する措置 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所設備としては，破損等に

より内部溢水を引き起こす系統，機器を設置していない。そ

のため，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所が原因で 5 号炉に

内部溢水が発生することはなく，5 号炉プラントの監視操作

にも影響はないと評価できる。 
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ｂ．5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所で発生する火災防護に対

する措置 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所で発生する火災に関して

は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所設備への不燃性材料又

は難燃性材料の使用により，5 号炉中央制御室エリアに火災

影響が及ぶことが無きよう設計する。 

万一，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（緊急時対策所周

辺に設置する関連設備，及びそれらへのアクセスルートを含

む）に火災が発生した場合においても，消防法に準拠した火

災感知器，消火設備を設置しており，当該機器等に発生した

火災を速やかに感知し消火することによって，5 号炉中央制

御室に設置する機器等の損傷を最小限に抑えることができ

る。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

（４）プロセス計算機停止時において，プラントの通常停止管理

業務への影響が生じないこと 

緊急時対策所の設置に際しては，5 号炉における原子炉内の

燃料を全て使用済み燃料プールに移動した上で，5 号炉プロセ

ス計算機を一時的に移設することにより必要スペースを確保す

る。プロセス計算機は，運転員の補助機能（制御棒位置の記録

や事故順序記録等）やプラント運転中に使用する機能（原子炉

出力の計算や制御棒価値ミニマイザ機能等）であり，プラント

停止時は中央制御室の盤面器具（指示計，記録計，表示器）に

よりプラント監視や操作は可能であることから，プロセス計算

機が停止してもプラント停止時の通常監視に支障はないと評価

する。 
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